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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年３月１２日（月）午前９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後５時２７分　散会

１．場所

３０１会議室

１．出席委員
委 員 長 野口　博  副委員長 川端福江  委　　員 村上英明
委　　員 三宅秀明  委　　員 上村高義  委　　員 三好義治

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者

　　市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

市長公室長兼会計管理者　乾　富治　　同室次長　山本和憲
秘書課長　池上　彰 政策推進課長　山口　猛 人事課長　石原幸一郎
人権女性政策課長　牛渡長子　　同課参事　中村実彦
総務部長　有山　泉 同部次長兼財政課長　北野　人士
同部参事　山口　繁 総務課長兼選挙管理委員会事務局長　日垣　智之
防災管財課長　西川　聡 情報政策課長　柳瀬哲宏 市民税課長　川崎　敏康
固定資産税課長　中西利之　　納税課長　野村眞二 工事検査室長　宮木茂実
会計室長　小谷田　博子
監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　豊田拓夫
消防長　北居　一 消防本部次長兼消防署長　　熊野　誠
総務課長　納家浩二 同課参事　木下正雄 警備第１課長　樋上繁昭
同課参事　松田俊也 警備第２課長　明原　修 同課参事　堤　仁志
予防課長代理　橋本雅昭

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局総括参与　野杁雄三

１．審査案件（審査順）
　　議案第　１号　平成２４年度摂津市一般会計予算所管分
　　議案第　９号　平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分
　　議案第２９号　摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件
　　議案第３９号　摂津市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件
　　議案第２２号　障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に伴う関係条例の整備に
　　　　　　　　　関する条例制定の件所管分
　　議案第２３号　職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例制定の
　　　　　　　　　件
　　議案第２５号　一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正
　　　　　　　　　する条例制定の件
　　議案第２６号　摂津市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定の件
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　　議案第２７号　摂津市職員旅費条例の一部を改正する条例制定の件
　　議案第　４号　平成２４年度摂津市財産区財産特別会計予算
　　議案第３４号　摂津市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件
　　議案第２８号　摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前９時５９分　開会）

○野口博委員長　ただいまから総務常任

委員会を開会します。

　最初に理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　きょうは３月１２日ということで、奈

良のお水取りも最終日でクライマックス

を迎えておりますが、冷え込みます中、

きょうは委員会を開催いただきまして大

変御苦労さまでございます。

　本日は、過日の本会議で当委員会で付

託されました案件について御審査を賜る

わけでございますが、どうぞ慎重審査の

上、ご可決いただきますようよろしくお

願いします。

　いったん退席をさせていただきます。

○野口博委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は上村委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　異議なしと認め、その

ように決定いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時　　　休憩）

（午前１０時１分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　有山総務部長。

○有山総務部長　議案第１号、平成２４

年度摂津市一般会計当初予算のうち、総

務部等の所管分につきまして目を追って

主なものについて補足説明をさせていた

だきます。

　まず歳入ですが、２０ページ款１、市

税、項１、市民税、目１、個人は、前年

度に比べ１億７，５００万円の増額です。

これは年少扶養控除の廃止によるもので

ございます。

　目２、法人は、前年度に比べ４５０万

円の増額です。企業収益環境が不透明な

中ではありますが、ほぼ前年度並みを見

込んでおります。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は、前年度に比べ１億９，５００万円の

減額です。これは評価替えによるもので

す。

　目２、国有資産等所在市町村交付金及

び納付金は、前年度に比べ２００万円の

減額です。

　項３、軽自動車税は、前年度に比べ１

１０万円の増額です。

　２２ページ、項４、市たばこ税は、前

年度と同額です。

　項５、都市計画税は、前年度に比べ２，

１００万円の減額です。

　款２、地方譲与税、項１、地方揮発油

譲与税は、前年度と同額です。

　項２、自動車重量譲与税は、前年度に

比べ３００万円の減額です。

　２４ページ、款３、利子割交付金は、

前年度に比べ７００万円の減額です。

　款４、配当割交付金は、前年度と同額

です。

　款５、株式等譲渡所得割交付金は、前

年度に比べ４００万円の減額です。

　款６、地方消費税交付金は、前年度と

同額です。

　２６ページ、款７、ゴルフ場利用税交

付金は、前年度に比べ５０万円の減額で

す。

　款８、自動車取得税交付金、項１、自

動車取得税交付金、目１、自動車取得税

交付金は、前年度に比べ６００万円の増
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額です。

　目２、旧法による自動車取得税交付金

は、前年度と同額です。

　款９、地方特例交付金は、前年度に比

べ１億２，４００万円の減額で、年少扶

養控除の廃止により、地方税収が増額と

なるため、交付額が減じられることによ

るものです。

　款１０、地方交付税は、前年度に比べ

５，６００万円の増額です。

　２８ページ、款１１、交通安全対策特

別交付金は、前年度と同額です。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目１、総務使用料は、庁舎施設等

使用料です。

　３０ページ、目５、土木使用料は、市

営住宅使用料及び市営住宅用地使用料で

す。

　次に、３２ページ、項２、手数料、目

１、総務手数料は、税務諸証明手数料及

び税務督促手数料です。

　次に、３８ページ、款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目３、土木費国

庫補助金は、公的賃貸住宅家賃低廉化の

ための社会資本整備総合交付金です。

　項３、委託金、目１、総務費委託金は、

基幹統計調査委託金及び統計調査員確保

対策事業委託金です。

　次に、４２ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目１、総務費府補助金

は、総合相談事業交付金、緊急雇用創出

基金事業補助金です。

　次に、４８ページ、款１５、府支出金、

項３、委託金、目１、総務費委託金は、

府税徴収事務委託金です。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入は、土地貸付収

入です。

　目２、利子及び配当金は、各種基金利

子です。

　５０ページ、項２、財産売払収入は、

土地売払収入です。

　款１７、寄附金は、前年度と同額です。

　款１８、繰入金、項１、特別会計繰入

金、目１、財産区財産特別会計繰入金は、

前年度と同額です。

　項２、基金繰入金、目１、財政調整基

金繰入金は、前年度に比べ１億１，０６

７万４，０００円の増額です。

　目２、公共施設整備基金繰入金は、前

年度に比べ２億３，６００万円の増額で、

吹田操車場まちづくり事業などに繰り入

れを行っております。

　５２ページ、目６、市営住宅整備基金

繰入金は、前年度に比べ５，７１７万６，

０００円の減額で、建設事業終了に伴う

ものでございます。

　款１９、諸収入、項１、延滞金、加算

金及び過料、目１、延滞金は、前年度と

同額です。

　項３、貸付金元利収入、目３、家屋被

害復旧資金貸付金元金収入は、前年度に

比べ２９万８，０００円の減額です。

　次に５４ページ、項４、雑入、目１、

延滞処分費は、前年度に比べ３０万円の

増額です。

　目２、雑入は、市町村振興協会交付金

などです。

　次に５８ページ、款２０、市債は、前

年度に比べ３，８００万円の増額です。

　本年度発行予定の市債は、目１、民生

債は、民間保育所施設整備補助事業債、

目２、土木債は、千里丘三島線道路改良

事業債及び吹田操車場跡地まちづくり事

業債、目３、消防債は、消防施設整備事

業債及び緊急防災・減災事業債、目４、

臨時財政対策債は、財源確保のための発

行を認められた臨時財政対策債です。借

入限度額及び借入方法などは９ページの

表３、地方債に記載のとおりです。
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　続いて歳出ですが、６４ページ、款２、

総務費、項１、総務管理費、目１、一般

管理費は、６８ページまで記載のとおり

その多くが内部管理経費です。

　目２、文書広報費は、文書の郵送や印

刷などの経費です。

　７０ページ、目４、財産管理費は、庁

舎や集会所に係る維持管理経費などです。

　７４ページ、目７、公平委員会費から、

目８、固定資産評価審査委員会費は、管

理運営経費です。

　目９、電子計算費は、庁内の電子計算

処理経費です。

　８０ページ、目１６、財政調整基金費

から、目１８、減債基金費は、それぞれ

の基金利子を積み立てるものです。

　項２、徴税費、目１、税務総務費及び

８２ページ、目２、賦課徴収費は、税務

事務に係る経費です。

　８６ページ、項４、選挙費、目１、選

挙管理委員会費は、事務経費でございま

す。

　８８ページ、目２、市長選挙費は、市

長選挙に係る経費です。

　９０ページ、目３、神安土地改良区総

代会総代総選挙費は、神安土地改良区総

代選挙に係る経費です。

　項５、統計調査費、目１、統計調査総

務費は、統計調査に係る経費です。

　目２、基幹統計調査費は、統計法に基

づく各種基幹統計調査に係る経費です。

　９２ページ、項６、監査委員費、目１、

監査委員費は、監査委員事務局に係る経

費です。

　続いて１５０ページ、款７、土木費、

項５、住宅費、目１、住宅管理費は、市

営住宅管理経費です。

　次に、１５６ページ、款８、消防費、

項１、消防費、目４、災害対策費は、防

災対策各種備蓄物品及び防災演習に係る

経費などです。

　次に１９２ページ、款１０、公債費、

項１、公債費、目１、元金は、前年度に

比べ２３９万円の増額です。

　目２、利子は、前年度に比べ６，６５

３万４，０００円の減額です。

　款１２、予備費は、前年度と同額になっ

ております。

　以上、平成２４年度摂津市一般会計当

初予算の補足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２３年

度摂津市一般会計補正予算（第４号)の

うち、総務部等の所管分につきまして補

足説明をさせていただきます。

　まず、５ページの第２表、継続費の補

正をご参照ください。

　款７、土木費、項５、住宅費、市営住

宅建替事業は、事業費がほぼ確定したこ

とにより、その総額を変更させていただ

くものです。

　次に７ページ、第４表、地方債の補正

追加分は、鳥飼北小学校の外壁等施設改

修工事に伴う事業債、また国の補正に伴

う第二中学校耐震補強等事業債を新たに

計上するものです。

　８ページ、変更分の地域福祉活動支援

センター事業債は、社会資本整備総合交

付金が減額交付の見込みとなったことに

より、起債の限度額を増額するものです。

　火葬炉設備改修事業債、正雀南千里丘

線道路改良事業債、市営住宅建替事業債、

幼稚園改修事業債については、事業費等

の確定により起債の限度額を減額してい

ます。

　次に歳入ですが、１４ページ、款２、

地方譲与税、項３、地方道路譲与税、目

１、地方道路譲与税は、交付額がほぼ確

定したことにより１，０００円補正計上

をしています。

　款９、地方特例交付金、項１、地方特
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例交付金、目１、地方特例交付金は、１，

０８０万円の減額で、交付額の確定によ

るものです。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目１、総務使用料では、庁舎施設

等使用料を増額しています。

　目５、土木使用料では、公営住宅使用

料を増額しています。

　１６ページ、項２、手数料、目４、土

木手数料では、自動車保管場所使用承諾

証明手数料を計上しています。

　１８ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目３、土木費国庫補助

金は、市営住宅建設工事費の確定により、

社会資本整備総合交付金を２億７，７３

８万７，０００円減額しています。

　項３、委託金、目１、総務費委託金は、

事業費の確定により基幹統計調査委託金

を５２万円減額しています。

　款１５、府支出金、項１、府負担金、

目３、消防費府負担金は、東日本大震災

の被災者支援に係る職員派遣費用など、

災害救助法に基づく求償負担金を２９８

万４，０００円計上しています。

　２０ページ、項２、府補助金、目１、

総務費府補助金は、事業費の確定により

緊急雇用創出基金事業補助金を８０２万

５，０００円減額しています。

　項３、委託金、目１、総務費委託金は、

事業費の確定により選挙費委託金を１，

３０１万７，０００円減額しています。

　２２ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目１、財産貸付収入は、

土地貸付収入を増額しています。

　目２、利子及び配当金は、財政調整基

金など各基金の運用利子が確定したこと

により減額しています。

　款１７、寄附金、項１、寄附金、目１、

寄附金は、一般寄附金、競艇寄附金を増

額しています。

　款１８、繰入金、項２、基金繰入金、

目１、財政調整基金繰入金は、補正財源

を調整するため４億７，０８５万５，０

００円を減額しています。

　目２、公共施設整備基金繰入金は、充

当事業の減額に伴い８，２００万円を減

額しています。

　目６、市営住宅整備基金繰入金は、市

営住宅建設工事費の確定により４，９９

７万１，０００円を減額しています。

　２４ページ、款１９、諸収入、項１、

延滞金、加算金及び過料、目１、延滞金

は、市税延滞金を増額補正しています。

　項４、雑入、目１、滞納処分費は、滞

納処分件数増による増額です。

　目２、雑入では、環境支援自販機設置

料などを増額しています。

　款２０、市債、項１、市債、目１、民

生債は、社会資本整備総合交付金が減額

交付の見込みとなったことにより、地域

福祉活動支援センター事業債を増額して

います。

　目２、衛生債から、２６ページ、目３、

土木債までは、事業費の減額に伴うもの

です。

　目４、教育債は、事業費の減額に伴う

もののほか、小学校施設改修事業債及び

国の補正予算に伴う中学校耐震補強等事

業債を新たに計上するものです。

　目５、臨時財政対策債は、発行可能額

の確定により減額補正しています。

　続いて歳出ですが、２８ページ、款２、

総務費、項１、総務管理費、目１、一般

管理費、３０ページ、目２、文書広報費、

３２ページ、目４、財産管理費、目８、

公平委員会費、目９、固定資産評価審査

委員会費、３４ページ、目１０、電子計

算費、３６ページ、目１７、財政調整基

金費、目１８、公共施設整備基金費、目

１９、減債基金費、項２、徴税費、４０
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ページ、項４、選挙費、４２ページ、項

５、統計調査費、４４ページ、項６、監

査委員費、６８ページ、款７、土木費、

項５、住宅費、７０ページ、款８、消防

費、項１、消防費、目４、災害対策費、

８０ページ、款１０、公債費、項１、公

債費、目２、利子については、総務部等

の所管分を決算見込みにより減額するも

のです。

　次に３６ページですが、款２、総務費、

項１、総務管理費、目２０、土地開発基

金費１万７，０００円は、利子相当分を

補正するものです。

　以上、平成２３年度摂津市一般会計補

正予算（第４号)の補足説明とさせてい

ただきます。

○野口博委員長　続いて、乾市長公室長。

○乾市長公室長　それでは、議案第１号、

平成２４年度摂津市一般会計当初予算の

うち、市長公室並びに会計室に係る部分

につきまして、目を追って主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、一般会計当

初予算書の４２ページ、款１５、府支出

金、項２、府補助金、目１、総務費府補

助金では、総合相談事業交付金の２６６

万７，０００円のうち、人権問題につい

ての相談業務に係る交付金として１３９

万６，０００円を計上いたしております。

また、大阪府からの権限移譲交付金とし

て１，４４７万２，０００円を計上いた

しております。

　４８ページ、款１５、府支出金、項３、

委託金、目１、総務費委託金では、人権

啓発の事業に係る人権啓発活動委託金を

計上いたしております。

　５２ページ、款１９、諸収入、項２、

市預金利子、目１、市預金利子では、会

計室における歳計現金の預金利息を計上

いたしております。

　続きまして５４ページ、款１９、諸収

入、項４、雑入、目２、雑入では、広報

紙及びホームページへの広告掲載料、退

職者の水道部での在職期間に応じ水道事

業会計から収入する退職手当水道事業会

計負担金、大阪府後期高齢者医療広域連

合からの派遣職員に係る給与等負担金及

び臨時非常勤職員等雇用保険個人掛金な

どを計上いたしております。

　次に歳出でございますが、６４ページ、

款２、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費では、秘書業務をはじめとす

る市長公室各課並びに会計室にかかわり

ます事務執行経費のほか、人事課で所管

しております職員研修、労働安全衛生、

職員健康管理、職員厚生会関係などの予

算を計上いたしております。

　６８ページ、目２、文書広報費では、

広報せっつの編集、発行、配布に係る経

費のほか、ホームページの管理運営に係

る経費などを計上いたしております。

　７０ページ、目３、会計管理費では、

会計室に係る事務経費を計上いたしてお

ります。前年度と比較して９６万９，０

００円の増額となっておりますが、この

主な要因は従来各課で予算計上しており

ました口座振替に係る各種の手数料を会

計室に集約したことによるものでござい

ます。

　７２ページ、目５、企画費では、政策

推進課に係る事務経費を計上いたしてお

ります。前年度と比較して３９４万９，

０００円の減額となっておりますが、こ

の主な要因は第４次総合計画の推進に係

る支援業務委託料や、協働のまちづくり

推進会議に係る経費の減によるものでご

ざいます。

　７４ページ、目１１、女性政策費では、

男女共同参画社会を目指すための経費な

どを計上いたしております。前年度と比
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較して７５万７，０００円の減額となっ

ておりますが、この主な要因は、女性大

学開催事業を男女共同参画推進の中核施

設である男女共同参画センターの主催事

業に変更し、科目移動が生じたことによ

るものでございます。

　７６ページ、目１２、男女共同参画セ

ンター費では、男女共同参画センター運

営のほか、相談業務や講座開催に要する

経費などを計上いたしております。前年

度と比較して３２９万２，０００円の増

額となっておりますが、この主な要因は、

先ほどの女性大学開催事業の科目移動の

ほか、女性相談員を新たに１名配置した

ことに伴う賃金の増によるものでござい

ます。

　７８ページ、目１５、諸費においては、

人権啓発推進事業や平和事業の経費など

を計上いたしております。

　人件費にかかわります予算につきまし

ては、１９６ページ、給与費明細書をご

参照ください。

　平成２４年度当初予算の給与費は、特

別職に係る予算として４億９，２１２万

４，０００円、一般職に係る予算として

５２億２８１万５，０００円、総額５６

億９，４９３万９，０００円を計上いた

しております。

　前年度当初予算と比較いたしますと２．

０％、１億１，４８５万３，０００円の

減額となっております。

　これらの給与費の関係予算はそれぞれ

の予算科目において計上いたしておりま

すが、それぞれの合計は、報酬が３億３

２９万８，０００円、給料が２３億１，

４８０万８，０００円、職員手当が２２

億４，８４８万２，０００円、共済費が

８億２，８３５万１，０００円となって

おります。

　次に、一般職の給与費の主な増減額に

ついてでございますが、給与費全体では

８，９３５万９，０００円の減額となっ

ております。この要因は、給料で６，４

２９万円、職員手当で８０２万３，００

０円、共済費で１，７０４万６，０００

円それぞれ減額となったことによるもの

でございます。また、それぞれの内訳と

いたしましては、給料の６，４２９万円

の減額は普通昇給分として１，０３０万

円の増額となったものの、給与改定に伴

い５７６万円、採用・退職等の職員の異

動などにより６，８８３万円が減額となっ

たことによるものでございます。

　職員手当での８０２万３，０００円の

減額は、退職手当で５，２００万５，０

００円の増額となったものの、住居手当、

扶養手当以外のすべての手当で減額となっ

たことによるものでございます。

　共済費での１，７０４万６，０００円

の減額は、採用・退職等の職員の異動等

によるものでございます。

　続きまして、議案第９号、平成２３年

度摂津市一般会計補正予算（第４号)の

うち、市長公室並びに会計室にかかわり

ます事項につきまして補足説明をさせて

いただきます。

　まず歳入についてでございますが、２

０ページ、款１５、府支出金、項２、府

補助金、目１、総務費府補助金では、大

阪府からの権限移譲事務が１事務ふえた

ことに伴い１３５万円を増額いたしてお

ります。

　２４ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入では、水道部在職経験

者の退職金の確定に伴い、退職手当水道

事業会計負担金で３５万４，０００円を

減額いたしております。

　次に、歳出についてでございますが、

２８ページ、款２、総務費、項１、総務

管理費、目１、一般管理費では、賃金、
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旅費など経常経費について経費節減に努

め、秘書課、人事課、会計室に係る経費

を減額いたしております。

　３０ページ、目２、文書広報費では、

経費節減に努め、委託料、使用料及び賃

借料などを減額いたしております。

　３２ページ、目６、企画費では、７０

万円を減額しておりますが、これは第４

次総合計画の推進及び指定管理者制度と

外郭団体のあり方検討委員会に係る経費

の確定に伴う減額のほか、政策推進課に

係る業務執行経費の節減等に努めたもの

でございます。

　３４ページ、目１２、女性政策費では

４４万２，０００円、目１３、男女共同

参画センター費では４８万１，０００円、

目１６、諸費では４８万４，０００円を

それぞれ減額いたしておりますが、これ

は人権女性政策課の業務執行経費及び男

女共同参画センター管理運営に要する経

費の節減に努めたものでございます。

　次に、人件費にかかわります補正予算

については、８２ページ、特別職の給与

費明細書をご参照ください。

　報酬で８１６万２，０００円の減額と

なっておりますが、これは嘱託員報酬を

はじめ各種非常勤特別職の報酬を決算見

込みにより減額いたしたものでございま

す。

　次に、一般職の給与費については８４

ページをご参照ください。

　一般職では給料で７５４万２，０００

円、共済費で１７２万２，０００円を減

額いたしておりますが、これは給与のマ

イナス改定や、年度途中に育児休業者な

どの休職者があったことが主な要因でご

ざいます。

　職員手当では１，２２５万２，０００

円の減額となっておりますが、これは先

ほどの給料と同様に給与のマイナス改定

や休業者があったことが期末勤勉手当や

地域手当に反映されたこと、また選挙に

係る開票事務の短時間化の取り組みが時

間外勤務手当に反映されたことが主な要

因でございます。

　以上、予算の補足説明とさせていただ

きます。

○野口博委員長　続いて、北居消防長。

○北居消防長　それでは、議案第１号、

平成２４年度摂津市一般会計当初予算の

うち、消防本部に係る事項につきまして、

目を追ってその主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、予算書３４

ページ、款１３、使用料及び手数料、項

２、手数料、目５、消防手数料は、危険

物設置許可等及び検査手数料、また平成

２４年度に大阪府から権限移譲されます

保安三法事務に伴う保安三法設置許可等

及び検査手数料でございます。

　３８ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目４、消防費国庫補助

金は、災害対応特殊水槽つき消防ポンプ

自動車更新に伴う緊急消防援助隊設備整

備費補助金でございます。

　４６ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目７、消防費府補助金は、大

阪航空消防運営費補助金及び権限移譲交

付金でございます。

　５６ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入は、消防団員退職報償

費、近畿道救急業務実施市町村交付金が

主なものでございます。

　次に歳出でございますが、概要につき

ましては予算概要９４ページから１００

ページにかけ記載しておりますので、あ

わせてご参照願います。

　予算書１５２ページ、款８、消防費、

項１、消防費、目１、常備消防費は、９

億３，４４０万円で、前年と比較して１
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８．５％、１億４，５６３万円の増加と

なっております。

　賃金は、１名の臨時職員賃金でござい

ます。

　旅費は、大阪府立消防学校等への職員

研修派遣に係る普通旅費などでございま

す。

　需用費は、消防業務用品、職員の貸与

被服及び緊急情報システム交換部品の購

入並びに消防車両、消防庁舎の修繕等維

持管理経費でございます。

　役務費は一般加入回線、専用回線及び

携帯電話代等の通信運搬費、消防活動用

ボンベ検査等の手数料並びに車両の保険

料などでございます。

　１５４ページ、委託料は、消防庁舎の

清掃、庁舎設備等の保守管理、緊急情報

システム等保守管理委託のほか消防救急

無線のデジタル化へ向けての設計業務な

どの委託でございます。

　使用料及び賃借料は、消防本部庁舎の

土地借り上げ、仮眠用寝具借り上げなど

でございます。

　備品購入費は、災害対応特殊水槽つき

消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動車及

び高規格救急自動車の更新に係る経費な

どでございます。

　負担金、補助及び交付金は、消防ヘリ

コプター運営に係る負担金、消火栓新設・

修理負担金及び救急救命士養成等の職員

教育派遣負担金並びに救急安心センター

負担金などでございます。

　続きまして１５６ページ、目２、非常

備消防費は、３，７９０万２，０００円

で、前年と比較して６．３％、２２４万

円の増加となっております。報酬は基本

団員に支給する消防団員報酬でございま

す。

　報償費は、退職消防団員に対する報償

金でございます。

　旅費は、火災出動及び訓練並びに歳末

非常警戒等の費用弁償でございます。

　需用費は、消防団員の貸与被服及び消

防団活動用品の購入並びに分団配備の消

防車両２９台及び小型動力ポンプ２２台

の維持補修などでございます。

　備品購入費は、小型動力ポンプ３台の

更新経費等でございます。

　負担金、補助及び交付金は、消防団員

等公務災害補償等共済基金の掛金、消防

団屯所の補修等に対する消防施設整備費

補助金などでございます。

　以上、消防本部所管分の補足説明とさ

せていただきます。

　次に、議案第９号、平成２３年度摂津

市一般会計補正予算（第４号)のうち、

消防本部に係る事項につきまして、その

主なものについて補足説明をさせていた

だきます。

　歳入でございますが、補正予算書１８

ページ、款１４、国庫支出金、項２、国

庫補助金、目６、消防費国庫補助金は、

消防団に配備する救命胴衣に係る消防団

安全対策設備・整備費補助金でございま

す。

　歳出でございますが、６８ページ、款

８、消防費、項１、消防費、目１、常備

消防費の賃金は、臨時職員１名に係る賃

金の執行差金、委託料は、消防救急デジ

タル無線に伴う電波伝搬調査等委託に係

る執行差金でございます。

　目２、非常備消防費の需用費は、消防

団に配備する救命胴衣の購入費でござい

ます。

　７０ページ、負担金、補助及び交付金

は、消防大学校団長科入校に当たって、

財団法人大阪府消防協会が入校経費を負

担したため、未執行となった経費を減額

いたすものでございます。

　以上、補正予算のうち消防本部所管分
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の補足説明とさせていただきます。

○野口博委員長　説明が終わりました。

　これから質疑に入ります。

　三宅委員。

○三宅秀明委員　本日は平成２４年３月

１２日、昨日は東日本大震災から１年で

ございました。今、改めて犠牲になられ

た方々の御冥福を祈り、行方不明になら

れている方々が早期に発見されご家族の

もとに戻られることを改めて祈り、そし

て今なお避難生活等不自由な生活を強い

られている皆様の一日も早い平穏な生活

が戻ることを願っております。

　昨年のこの本委員会のまさに私の質問

のときにあの地震は起こりました。その

休憩、また委員会終了後等、テレビから

流れる映像は、まさにこの世のものとは

思えませんでした。あの夜、中央環状線

を無数の消防車が連なって走っていく姿

は今でもはっきりと覚えています。

　その後被災地を訪れたこともございま

す。昨日の追悼式等でも皆さんふれてお

られましたが、復興はいまだ緒についた

といえるかどうかもわからないとのこと

でございました。

　そのテレビ各局のいろいろな番組では、

あの大震災の起こったとき、さまざまな

現場でさまざまな立場の方々がその使命

感に基づいてみずから活動しておられま

した。天皇陛下からのビデオメッセージ

や皇后陛下との被災地の慰問は、そうし

たさまざまな方々をどれほど勇気づけた

ことかと思います。

　昨日の追悼式典で天皇陛下はこの大震

災の記憶を忘れることなく子孫に伝えよ

うと、そのように呼びかけておられまし

た。我々は何ができるかを乗り越え、何

をすべきかの観点で取り組んでいくべき

だと思っております。そうした観点から

質問に入らせていただきます。

　まず全体を見渡しますと、歳入におき

ましては市政運営の基本方針でもふれて

おられますように非常に厳しいものが見

越されております。従いまして、査定の

段階において必要経費等は十分に精査を

されていることと承知をいたしておりま

す。その中身について今回は質問をさせ

ていただこうと思いますのでよろしくお

願いをいたします。

　まず、予算概要８ページ、秘書課のご

所管になります。一般事務事業におきま

して、各市長会の予算が計上されており

ます。最近は地方分権あるいは地域主権

といった流れの中において、こうした組

織が一層充実していかなければならない

と思います。本年度においてはどのよう

な会議あるいは議題が予定されているの

かお伺いをいたします。

　また、過日の代表質問でも取り上げら

れましたが、平和市長会議の趣旨とこう

した市長会との関連性について、あわせ

てお伺いをいたします。

　続きまして１０ページ、人事課ご所管

になります。創造的人材育成事業です。

　市政運営の基本方針や主要事業一覧で

自主研究グループの支援の方針が示され、

過日の本会議などでもさまざまな議論が

交わされましたが、どのような支援を行

われる予定なのかお伺いいたします。

　また、あわせまして職員の表彰につい

て、その細かい点をあわせてお伺いいた

します。

　続きましては１２ページ、総務課ご所

管の摂津市史編さん事業であります。

　私は大学時代、日本史を専攻しており

ましたので、この事業には非常に熱いも

のを感じております。今年度は、どのよ

うな進捗を考えておられるのか、お伺い

をいたします。

　続きましては、１４ページ、財政課ご
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所管の財政事務事業であります。

　備考欄に財政関連図書の購入とありま

すが、どのようなものを購入される予定

か、お伺いをいたします。

　続きましては、１６ページ、再び秘書

課のご所管になりますが、ホームページ

事業であります。ホームページをリニュー

アルされ、それに伴い情報発信の速度も

上がり、またアクセスランキング等もしっ

かりと掲載しておられます。これら、一

連の作業につきましては、非常に手間の

かかることながら、尽力しておられると

高く評価をいたします。ただ、ＩＣＴ環

境の変化はさらに速度を早めております。

主要事業一覧にも掲載されておりますが、

本年度はこれについてどのようなご予定

か、お伺いをいたします。

　同じく、概要の１８ページ、防災管財

課ご所管の車両管理事業であります。市

政運営の基本方針でも、その方向性につ

いて触れておられたと思いますが、公用

車として電気自動車を購入されるとのこ

とでした。これをどのように管理される

予定か、お伺いいたします。

　また、次の欄の市有財産管理事業にお

きまして、公有財産情報デジタル化委託

料が計上されております。これについて、

どのような進捗を予定しておられるのか、

お伺いをいたします。

　同じく、１８ページで、政策推進課の

ご所管になりますが、一般事務事業にお

きまして、観光あるき実行委員会負担金

が計上されております。これの内容につ

いて、お伺いをいたします。

　次に、２０ページ、情報政策課ご所管

の情報化推進事業であります。主要事業

一覧に、次期バージョンの住民情報パッ

ケージシステムを一部事前導入とありま

すが、どういった内容か、お伺いをいた

します。

　次に、２６ページ、人権女性政策課ご

所管の人権啓発推進事業であります。最

近は、放射能や放射性物質に対する報道

が多発しておりますが、細かい解説を踏

まえた内容であるかは定かではありませ

ん。そうしたところから、いわれのない

差別が発生しているとの報道も見かけま

す。この情報をどのようにとらえておら

れるか、お伺いをいたします。

　次に、２８ページ、市民税課ご所管の

一般事務事業になります。課税資料イメー

ジファイルに関し、作成と保守の委託料

がありますが、これが分けられている理

由について、お伺いをいたします。

　また、地方税電子化協議会につきまし

て、その方向性をお伺いいたします。

　次に、３０ページ、納税課ご所管のイ

ンターネット公売事業です。これの開始

以来、粘り強く取り組んでおられると感

じます。とはいいましても、入札不調な

ど、うまくいかないケースもあろうかと

思います。こうした点を踏まえまして、

計上の手数料の仕組みについて、お伺い

をいたします。

　続きましては、３４ページ、選挙管理

委員会ご所管の市長選挙事業です。従前

より議論されておりますが、選挙費用の

縮減につきまして、どのようにお考えか、

お伺いをいたします。

　また、神安土地改良区に係る選挙事業

も計上されておりますが、どのような内

容が予定されるか、お伺いいたします。

　次に、３６ページ、情報政策課ご所管

の基幹統計調査事業になります。ホーム

ページにも掲載されておりますが、過日、

調査票の紛失事案があったとのことです。

この詳しい内容について、お伺いをいた

します。

　続きましては、９６ページ、消防本部

予防課のご所管になります。予防活動推
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進事業であります。備考に、地域住民の

防火意識の高揚とありますが、住宅用火

災警報器の設置期限が過ぎた今、設置状

況の確認、さらなる推進が啓発と合わせ

て重要になろうかと思います。いかがお

考えでしょうか。

　また、新規として、保安事務事業が計

上されました。いよいよスタートすると

いう感じがいたしますが、この準備の状

況につきまして、お伺いをいたします。

　次に９８ページ、消防署ご所管の通信

指令事業であります。市政運営の基本方

針、また主要事業一覧、そしてこれまで

もさまざまな議論もありましたが、消防

救急無線のデジタル化の整備ということ

で、これについてどのような計画か、お

伺いをいたします。

　また、災害応援活動事業といたしまし

て、昨年度は東日本大震災被災地への応

援がありました。最近、自衛隊の方に精

神的不調を訴えるというケースが出てい

るとのニュースもありましたが、そういっ

た点につきましては、本市はいかがでしょ

うか。お伺いをいたします。

　同じく９８ページ、総務課ご所管の消

防団活動管理事業におきまして、本会議

でもありましたが、団員の安全確保と女

性団員について、改めて基本的な考えを

お伺いいたします。

　続きましては、１００ページ、防災管

財課ご所管の防災資機材及び備蓄用品整

備事業であります。市政運営の基本方針

等にも記載がありますが、非常食や飲料

水の備蓄を拡充されるとのことです。ど

のように管理されるか、お伺いをいたし

ます。

　また、情報収集伝達体制整備事業にお

きまして、防災情報充実強化事業負担金

が計上されております。この内容をお伺

いいたします。

　最後に、１０２ページの防災対策事業

です。備考に地域防災計画の修正云々と

ありますが、具体的にどういった作業を

予定しておられるか、お伺いをいたしま

す。１回目は以上です。

○野口博委員長　池上課長。

○池上秘書課長　２点、お答えさせてい

ただきます。

　まず、１点目の市長会関係について、

どのような会議、議題はというお問いで

ございますけれども、市長会につきまし

ては全国、近畿、大阪府、北摂というふ

うにございます。それぞれ、全国は、全

国的な案件に対して、いろいろ検討され、

国に対する要望等行っておられます。

　身近なところでは、大阪府の市長会に

なりますけれども、大阪府の市長会にお

きましても、平成２３年度は、東日本大

震災への、大阪府としてどう支援してい

くのか、どのように協力していくのかと

いうような議題、また、地方単独医療制

度の国における制度化等々、地方でので

きること、また、国へ要望すること等を

協議をされておられます。

　平成２４年度につきまして、新しいと

ころというか、今後、議論されていくと

思われるのが、２月の市長会で、ある市

長さんからの提案もあったんですが、昨

今の生活保護関係の社会的な問題を受け

て、国に対して早急に、また具体的な制

度設計上の改善を求める必要があるので

はないかということから、今年度におい

て各市の生活保護事務に関する現状の問

題点及び改善に向けた意見を取りまとめ

るための協議、検討をされると伺ってお

ります。それが今年度、新たに取り組ま

れる議題ではないかと思います。

　続きまして、ホームページといいます

か、ＩＣＴ環境の関係でございますが、

市からの情報発信につきましては、広報
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紙、またホームページを使いまして、い

ろいろとそれぞれの特性を生かした情報

の発信をしております。

　特にホームページでは、広く皆さんに、

よりタイムリーに情報を発信できること

から、いろいろと見やすくわかりやすく、

ということを基本に、改良を加えて取り

組んでおるところでございます。

　また、最近では、スマートフォンが普

及しておりますので、スマートフォンに

対応したホームページ、スマートフォン

用のページというのをつくりまして、ス

マートフォンからの閲覧も多くなってき

ております。

　今後におきましても、いろいろ環境等

は変わってきておりますけれども、その

環境等を見ながら、より早く、わかりや

すく、見やすく、市の情報を発信してい

くように取り組んでいきたいというふう

に考えております。

　それと、先ほどの市長会の関係で、平

和市長会議と市長会との趣旨といいます

か、関連はというところでございますけ

れども、平和市長会議につきましては、

核兵器の廃絶等々に取り組む、世界的な

市長会議ということでございまして、大

阪府等々の市長会との関連というのは、

直接的な関連というのはございません。

○野口博委員長　中村参事。

○中村人権女性政策課参事　先ほど委員

のほうからご質問ございました福島差別

につきまして、私ども、人権女性政策課

の考えをお答えさせていただきます。

　まず、委員のご質問にありましたよう

に、さきの３月１１日に起きました地震

によります原発事故により、やむなく避

難を余儀なくされた方々がホテルの宿泊

を拒否されるケースとか、避難先の学校

等でのいじめを受けるなどの事例が報道

されているところでございます。

　私たちの意識下には、いろいろな思い

込みや固定観念があり、特定の人を一面

的なイメージで判断しがちでございます

が、忌避意識は差別や偏見を助長するも

のでございます。

　従いまして、放射能の影響を心配する

余り、根拠のない思い込みや偏見で差別

することは、人権侵害につながるものと

認識しております。今後とも、さまざま

な機会をとらえて、啓発を行ってまいる

所存でございます。

○野口博委員長　石原課長。

○石原人事課長　それでは、自主研究グ

ループにどのような支援を行っていくの

かという点と、職員表彰の細かい点とい

うことでご答弁させていただきます。

　まず、自主研究グループの活動支援で

ございますが、職員３名以上で構成する

グループに対して、研修の講師の依頼、

研修への参加費、また、先進都市への視

察費用、図書購入費等を補助しようと考

えております。

　補助金額につきましては、実際にかかっ

た経費の２分の１を、１０万円、または

グループ参加一人当たり２万円のうち、

低いほうを補助金額の上限としまして、

実施いたします。

　活動支援に当たりましては、各グルー

プにプレゼンテーションによる承認申請

を実施しまして、中間報告また活動報告、

実施と成果報告書の提出を求める予定を

しております。

　次に、表彰制度の細かい点ということ

ですが、職員表彰制度につきましては、

摂津市の職員表彰規則に基づいて、職員

の執務の意欲の高揚に資するため、今後、

より充実していきたいと考えております。

　例を挙げますと、通常の職務の範囲を

超えて、斬新な発想で職務を遂行し、多

大な市政の貢献をした職員、係、またグ
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ループ、また市民サービス向上をさせる

取り組みを行い、相当の効果を発揮した

職員、係、グループなどに表彰のほうを

していきたいと思っております。

　こちらのほうは、各部長からそのよう

な職員の内申を行っていただきまして、

職員表彰審査委員会による適正な審査を

踏まえて、市長から表彰を行うものでご

ざいます。

○野口博委員長　日垣課長。

○日垣総務課長　総務課に係ります２点

のご質問にご答弁させていただきます。

　まず、市史編さん事業の進捗状況でご

ざいますが、市史編さん事業につきまし

ては、昨年７月に市史編さん委員会を立

ち上げまして、平成２３年度から１１年

間の事業でございまして、現在、史料収

集に努めておるところでございます。

　今年度の進捗についてでございますが、

現在、完成品としては特に予定いたして

おりませんが、「新修摂津市史」第１巻

といたしまして、平成３２年度に「古代・

中世編」、平成３３年度に第２巻といた

しまして「近世・近現代編」の発行を予

定いたしております。

　続きまして、選挙の費用の縮減効果で

ございますが、昨年１１月にございまし

た府知事選挙から効率化と費用の縮減に

ついて取り組んでおりますが、１点目と

いたしまして、開披作業、点検作業、得

票計算作業など、開票作業をすべて立ち

作業にいたし、２点目といたしまして、

開票事務者への事前説明会と開票作業研

修会の実施を行い、３点目といたしまし

て、開票事務従事者に対しまして、作業

の効率化を図るため、服装の軽装化と運

動靴の使用をお願いしてきたところでご

ざいまして、費用の縮減につきましては、

今後、開票従事者数の減が可能か検討し

てまいりたいと考えておりまして、また、

他市等の事例を研究し、改善できるもの

は改善したいと考えております。

　続きまして、神安土地改良区総代会総

代総選挙についてでございますが、土地

改良法に基づいて執行される選挙でござ

いまして、総代の任期は４年で、高槻市、

茨木市、吹田市、及び本市の４市の選挙

管理委員会で、輪番制で、大阪府選挙管

理委員会から選挙の事務を管理する選挙

管理委員会に指定を受けておりまして、

１６年に一度、管理運営の指定を受ける

ものでございます。

○野口博委員長　北野次長。

○北野総務部次長　それでは、財政関連

図書の内容につきまして、ご答弁させて

いただきます。

　まず、追録代としまして、地方財務実

務提要と地方債質疑応答集の追録がござ

います。それとあと大きなのは、地方財

務と申しまして、月刊誌を購入いたしま

す。あと、事務の参考図書としまして、

地方交付税制度解説、決算統計ハンドブッ

ク、地方債ハンドブック、これらを予定

いたしております。

○野口博委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、観光あ

るき実行委員会負担金の内容についてご

答弁申し上げます。

　まず、この事業の概要でございますけ

れども、阪急京都線を軸にいたしまして、

沿線自治体、地元ボランティアガイド、

鉄道事業者が連携して、沿線自治体の魅

力をＰＲしていこうという取り組みでご

ざいます。

　その体制でございますけれども、これ

は実行委員会形式ということでございま

して、京都市から吹田市までの７市２町

ですか、９市町とあと阪急電鉄を入れて、

１０団体でもって構成をし、また、オブ

ザーバーとして大阪府と京都府が入って
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ございます。

　こちらの実行委員会のほうで、実際に

は各市町の観光スポットなんかを紹介す

るようなパンフレットをつくりまして、

１市当たり、これはフルカラーのパンフ

レットなんですけれども、１市当たりＡ

４の半面をすべて使いまして、これを各

市ごと、２コースか３コースぐらい、市

内の散策コースですね、こういうものを

設定いたしまして、おのおのの市のＰＲ

に努めていこうと。

　あと、実行委員会というのはそういう

形で進めていきまして、庁内の体制でご

ざいますけれども、この実行委員会に参

加していくのは、政策推進課のほうで参

加をしようと。市内において、２つのコー

スの設定ということなんですけれども、

そこを設定していく中では、産業振興課、

それから教育委員会の生涯学習課及び文

化スポーツ課、それから公園みどり課、

こちらと庁内連携をしっかりと図りなが

ら魅力的なコースの設定にしてまいりた

いと考えております。

　そして、このパンフレットにつきまし

ては、阪急京都線の各駅でございますと

か、各自治体の公共施設に置いてＰＲを

する予定でございますけれども、なるた

け多くの方に摂津市の魅力を知っていた

だいて、多くの方が訪れていただけるよ

うなものとしてまいりたいというふうに

考えてございます。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　５点のご質問につ

いて、お答えさせていただきます。

　まず１点目、車両管理事業における電

気自動車の購入についてでございます。

これにつきましては、課が管理しており

ます車両として、庁内の必要な車両を一

元的に利用する車両の購入でございます。

　電気自動車の購入は、市が進めており

ます地球温暖化防止計画にもつながるも

ので、ＣＯ2の削減効果は乗用車の約４

分の１になります。また、燃料の削減に

つきましても、２７分の１と非常に効果

がございます。

　また、災害時に、搭載されております

大容量のバッテリーを、非常用の電源と

しても利用することが可能であるという

ことも導入の理由でございます。

　他市では、災害時に、大容量バッテリー

を非常電源として、試験的な取り組みが

行われているというところからも電気自

動車の購入を予定しております。

　２点目、市有財産管理事業に伴います

公有財産情報デジタル化委託料の内容に

ついて、ご説明させていただきます。

　本委託は、緊急雇用創出基金事業を活

用して、紙ベースでございます公有財産

のデータを電子化することで、公有財産

の適正化と有効化を目的とするものでご

ざいます。

　公有財産情報のデジタル化は、現在ご

ざいます公有財産台帳、建物台帳ほか、

各管理者が管理しております財産台帳を

統合するもので、同時にその資料の基礎

となる土地や建物の登記証明や路線価デー

タ、貸付地、借地の土地契約書などを整

理するものでございます。

　続きまして、防災備蓄の在庫管理につ

いてのご質問にお答えします。

　災害時の緊急防災の備蓄についてです

が、摂津市の地域防災計画で想定してお

ります災害時の避難者数は約１万１，０

００人余りとしています。これに対しま

して、大阪府は、大阪府の防災計画で、

市町村の重要物資備蓄量の目標量を示し

ております。ここで言います重要物資に

つきましては、アルファ化米、高齢者用

食、粉ミルク、哺乳びん、毛布等の備蓄

でございます。それぞれ市のほうで抱え
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ております備蓄になります。

　ご質問の在庫管理につきましては、食

品においては賞味期限がございまして、

備蓄の中で、ぐるべんが３年、乾パン、

アルファ化米、飲料水が５年の期限となっ

ております。それぞれの賞味期限を表で

管理しており、期限が到達する前に、自

主防災訓練の参加者に配付することで、

市民に食していただく災害時の体験とし

てご利用していただいております。

　続きまして、防災情報充実強化事業の

負担金の内容についてご説明させていた

だきます。

　大阪府と市町村が協働して運営する大

阪情報ネットの負担金でございます。

　事業の内容として説明いたしますと、

防災ポータルサイト事業と防災メール事

業、高所カメラ事業に分けられます。

　防災ポータルサイト事業は、市庁舎内

に設置されております防災情報システム

により、入力した情報の受信等にかかわ

るネットワークの管理についての係る費

用でございます。

　また、防災メール事業は、大阪府防災

ネットに登録していただいた住民への防

災関連情報メールの送信とネットワーク

管理に係る費用でございます。

　また、高所カメラ事業は、五月山、生

駒山、和泉葛城山に設置された高所カメ

ラの映像配信等に係るシステム全体に係

る費用を一部負担しているものでござい

ます。

　最後に、地域防災計画の見直しとその

方向性について、ご説明させていただき

ます。先ほどもございましたが、東日本

大震災が発生して約１年がたとうとして

おりまして、現在、国、大阪府、市町村

の防災計画は大幅に見直されることにな

ります。

　国では、今回発生した地震により、中

央防災会議にて議論されており、その結

果を受けて大阪府の防災計画が平成２５

年度ごろの大幅な見直しになるという予

定になっております。

　市でも変更を受けて見直すことになり

ますが、変更箇所としましては、防災計

画の根幹となる被害想定について見直し

があると考えております。特に、津波被

害につきましては、大阪府の現計画では、

水門ですべて防げることとなっておりま

すが、実際に実施します津波シミュレー

ションによって、結果がどんなものにな

るかという結果によりまして、市の地域

防災計画の見直しも必要であると思って

おります。

○野口博委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　情報政策課に関連

いたします２点のご質問について、ご答

弁させていただきます。

　まず、第１点目でございますが、住民

情報システム次期バージョン一部導入と

いうことのご質問に対して、ご答弁させ

ていただきます。

　これは、平成２４年７月施行予定の住

民基本台帳法の一部を改正する法律に基

づきまして、現行の住民情報システムの

次期バージョンを一部、先行導入させて

いただくものでございます。

　制度の改正内容でございますが、現行

の外国人登録法が廃止され、外国人住民

も日本人住民と同様に住民基本台帳に記

載されることになっております。これに

より、外国人住民の住民票が発行され、

また、転入・転出の手続等が日本人と全

く同じになる、こういう制度改正になっ

ております。

　これに伴いまして、コンピューターシ

ステム上におきましても、現行、日本人

住民と外国人住民を別のデータベースで

管理しておりましたが、改正に伴いまし
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て、同一のデータベース上に保管・管理・

運用するようになっております。したが

いまして、システムの変更が必要となっ

ております。

　しかし、この日本人と外国人の管理方

法につきましては、現行、住民基本台帳

法が制定されて以来の、もっとも前提と

なる部分でございまして、住民情報シス

テムの根幹の考え方を変更する必要があ

り、また、税、福祉、教育など、他の関

連システムにおきましても、この住民基

本台帳を使用しておりますことから、非

常に影響範囲が大きく、地方自治体の業

務が電算化されて以来の、もっとも大き

なシステム変更であると考えております。

　また、本市が導入しております住民情

報システムは、平成２０年に導入いたし

まして、平成２５年度でメーカーの保守

期限が、現行バージョンにつきましては

切れることとなっておりますことから、

現行システムの改修を行うのではなく、

平成２５年度以降に導入を予定しており

ます次期バージョンシステムを一部、住

民基本台帳法の改正に対応しております

一部分のみ、前倒しで導入することとさ

せていただきます。

　旧システムと新システムが若干、混在

する環境となりますが、システム変更と

データ移行を同時にまとめて行いますこ

とから、経費節減の面から考えまして、

非常に有効な方法であると考えておりま

す。

　続きまして、経済センサス活動調査調

査票の紛失につきまして、ご答弁させて

いただきます。

　まず、経済センサス活動調査でござい

ますが、これは国の基幹統計調査でござ

います。平成２４年２月１日を基準日と

いたしまして、全国のすべての事業所に

対しまして、経済活動の調査を行わせて

いただきます。

　本市の調査でございますが、大阪府の

臨時職員であります統計調査員が、１月

中旬から、市内の事業所を戸別訪問いた

しまして、調査票の配付及び回答のお願

いをして回っております。

　本来であれば、白紙の調査票をお渡し

してご回答をいただくのでありますが、

事前に基礎調査を行っておりまして、そ

の基礎調査にご回答いただきました事業

所に関しましては、調査票に事業所の名

称、所在地及び電話番号を事前に印刷し

たものをお渡しすることとなっておりま

す。

　今回、その事前に印刷されております

調査票、１事業所分、これの紛失をして

おります。

　経緯でございますが、日時といたしま

しては、平成２４年１月２７日、金曜日。

調査員の１名が、自宅におきまして、調

査関係書類の点検を行っておりました際

に、１事業所分の調査票の封筒を紛失し

ていることを確認しました。調査員は自

宅をくまなく探したのですが発見できず、

週明け、月曜日に本市のほうに連絡をい

ただきました。

　本市では、同日、摂津警察への紛失届

の提出及び大阪府への報告を行っており、

また同時に、本市職員により調査区内の

路上の捜索、及び他事業所におきまして、

書類が二重に配付されていないかどうか

の確認をすべて徹底して行っております

が、残念ながら発見することはできてお

りません。

　また、２月１日には、大阪府のホーム

ページ及び本市ホームページにおきまし

て、経緯について掲載させていただいて

おります。

○野口博委員長　川崎課長。

○川崎市民税課長　市民税課に係ります
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２点のご質問について、ご答弁申し上げ

ます。

　まず第１点目のイメージファイル作成

委託料とイメージファイル保守委託料の

件でございますけれども、まず、作成委

託料のほうは、給与支払報告書の総括表

及び個人別明細書、また公的年金等支払

報告書の総括表、及び個人別明細書を、

イメージデータに変換するスキャニング

エンジニアの人件費に係ります委託料と

なっております。

　また、保守委託料は、市民税課で保有

しておりますイメージスキャナーの機械

本体の保守点検委託料となります。

　よって、同じ委託料の予算科目ではあ

りますが、個々の業務内容が異なります

ために、個々の契約を行っておるところ

でございます。

　続きまして、地方税電子化協議会負担

金の件に関連しまして、平成２４年度の

同協議会の活動についてということでご

ざいますけれども、この地方税電子化協

議会は、総務省が所管する特例社団法人

で、国が地方税の申告において電子申告

の推進を図ることを目的に行っており、

現時点では、全都道府県及び全市町村が

加入しております。

　この中身でございますけれども、その

電子申告の内容は、先ほどと同じように、

給与支払報告書、法人市民税、固定資産

税の中の償却資産税等の書類の提出が行

えるもので、そのほかにも、昨年１月か

ら実施しました国税連携によって、確定

申告書のイメージデータもこのシステム

を利用して入手しておるところでござい

ます。

　そして、この平成２４年度におきまし

ては、社会保障と税に関わる番号制度の

法整備を前提とした番号制度の導入に向

けたシステムの構築が、これからの課題

として取り組まれるように聞いておりま

す。

　まだ、その詳細につきましては、情報

としては新年度に入ってから、そういっ

た一定の提示がされるものというふうに

思っております。

○野口博委員長　野村課長。

○野村納税課長　インターネット公売の

手数料の仕組みについてのお問いにお答

えさせていただきます。

　インターネット公売につきましては、

ご承知のとおり、市税の滞納者から差し

押さえをした動産をインターネット環境

を利用して公売に付しているものでござ

います。

　そして、公売により入札があり、落札

された場合に、その金額を滞納市税及び

手数料に充当しているものでございます。

　お問いにありました入札が不調になっ

た場合、この手数料がどうなるかという

ことでございますが、手数料に関しまし

ては、あくまでも入札が成立した場合の

み発生するものでありまして、不調に終

わった場合には、手数料はかからないと

いうふうな仕組みになっております。

○野口博委員長　橋本課長代理。

○橋本予防課長代理　予防課所管の２点

の質問について、ご説明させていただき

ます。

　まず１点目ですが、住宅用火災警報器

の設置状況についてでございますが、平

成２２年度の本市の住宅用火災警報器の

設置率は５７．６％となっておりました。

これは、校区の自主防災訓練で実施いた

しましたアンケートの調査結果による設

置率でございます。

　建築確認申請で、住宅用火災警報器の

設置が確認されている住宅及び自動火災

報知設備またはスプリンクラー設備が設

置されている共同住宅は除きまして、平
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成２３年度から実施しております戸建住

宅の戸別訪問の地域の設置率は、新在家

地域が５０．４％、千里丘地域が５２．

９％、三島地域は５７．５％でございま

す。住宅用の火災警報器の設置の必要な

住宅の約半数が設置している結果となっ

ております。

　今後も、順次、地域を拡大いたしまし

て、設置率の把握、普及啓発活動に取り

組んでまいります。

　２点目の保安三法の準備の状況につい

てでございますが、平成２２年度から、

大阪府の権限移譲に係る研修計画という

ものがございまして、大阪府消防学校で

の法令の概要研修、それと大阪府の保安

対策課に消防職員を派遣いたしまして、

受付業務、また事務処理方法等を習得す

る研修、それと、関係事業所での検査の

実地研修を行っております。

　それと、平成２４年の４月からではあ

りますが、１年間ではありますが、大阪

府の人的支援といたしまして、訪問支援、

同行支援、また相談の支援というものを

受けることができます。

　それと、高圧ガスについてなんですが、

高圧ガスの乙種の機械講習の講習会を受

講いたしまして、国家試験を受験し、職

員の資格の養成等も予定しております。

　移譲後には業務がスムーズに移行でき

る体制の準備をしてまいっております。

○野口博委員長　納家課長。

○納家消防本部総務課長　消防総務課所

管の２点について、お答えいたします。

　まず、１点目、東日本大震災に緊急消

防援助隊として出動したが、その後隊員

の精神面での健康状態はどうであるかと

いうお問いにお答えいたします。

　本市、消防本部は、昨年３月１１日に

発生いたしました東日本大震災に対し、

緊急消防援助隊として、延べ１６名の人

員を派遣出動させました。

　まずは、緊急消防援助隊が帰署と同時

に出動職員すべてに身体面での健康確認

を行い、また、その後も継続して健康チェッ

クを欠かさないよう最善の努力を行って

おります。

　なお、東日本大震災による被災地での

活動は、想像以上に過酷、劣悪であった

との報告を受け、惨事ストレスが発症す

る可能性があると判断し、派遣出動隊員

の心のケアのため、同月中に派遣職員全

員に対して、惨事ストレスの調査を実施

いたしました。

　調査の内容といたしましては、消防職

員が悲惨な災害現場活動等に従事したこ

とに伴う、心理的影響を考える目安とな

り得る惨事ストレスによる精神障害予防

チェックリストを用い、ヒアリング形式

で実施したものでございます。

　結果といたしましては、全員、問題は

ありませんでした。また、現在において

も、緊急消防援助隊として出動した隊員

１６名全員の健康状態が良好であり、問

題なく勤務しております。

　次に２点目、消防団員の活動時におけ

る消防団員自身の安全確保と女性消防団

員の考え方についての問いにお答えいた

します。

　消防団員につきましては、地域特性に

よって地元消防団員が担っておられる任

務は多種多様でありますが、大災害発生

時において、まず、第一線で活動し、常

に危険にさらされる任務であると認識し

ております。

　ここ数年の本市消防団員の研修といた

しまして、ＳＫＹＴと呼ばれる消防団員

に対する危険予知トレーニングや、大き

な火災を想定した図上訓練などを実施し

ております。

　昨年７月には、津波等に対する知識を
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深めるため、平成２３年度消防本部団幹

部合同研修会を、大阪市にあります津波

高潮ステーションで実施いたしました。

　今後、さらに情報収集や調査、分析を

いたしまして、本市、消防団員がより安

全に活動していただけるよう、訓練や研

修会等を設けてまいりたいと考えており

ます。

　次に、女性消防団員の考え方につきま

して、お答えいたします。

　女性消防団員を採用しようという動き

は全国的に広まってきております。女性

消防団員の採用につきましては、地域の

実情に応じ、女性のみで組織する分団な

どの考え方がありますが、まずは、現在

あります地域の分団に参画いただきまし

て、その後、女性団員がふえ、相互のネッ

トワークが確立されながら、女性消防団

が組織化される形が理想であると考えて

おります。

○野口博委員長　堤参事。

○堤警備第２課参事　消防署所管分のう

ち、指令通信事業、消防救急無線デジタ

ル化の今後の計画について、お答えいた

します。

　消防救急無線のデジタル化に関しまし

ては、アナログ無線の使用期限でありま

す平成２８年５月３１日までに、すべて

の無線機器をデジタル化する必要があり

ます。

　デジタル化に向けまして、大阪府北ブ

ロックの９消防本部１町で、平成１７年

２月に大阪府北ブロック消防救急無線デ

ジタル化研究会を立ち上げまして、お互

い協力して取り組むことにより、効果的、

効率的にデジタル化を実現することを目

的に、これまでに４１回に及ぶ具体的な

検討を続けてまいりました。

　平成２３年度に電波伝搬調査の予算措

置をいただき、北ブロックでデジタル化

を共同事業として実施できる可能性を持っ

て、共同で電波伝搬調査を実施しました。

　その結果報告では、北ブロック全体を

包含できる基地局が存在しないこと、ま

たコスト面からの効果が期待できないこ

と、それに無線設備等の共同利用、共同

整備のためのスペース等が確保できない

などの結果から、今後、消防指令業務の

共同運用などにより、隣接消防本部同士

間での共同整備、共同利用は考えられま

すが、北ブロック合同での共同整備、共

同利用はメリットがないと結論づけられ

ました。

　この調査結果をもとに、平成２４年度

におきまして基本設計を実施する予定で

ございます。

　基本設計とは、基地局の設置場所、ア

プローチ回線、チャンネル数、指令シス

テムとの接続方法、電源等の活用可能性

を決定し、概算整備費用を算出するもの

でございます。

　今後の予定につきましては、平成２４

年度に基本設計、２５年度に実施設計、

２６年度に移動系無線の整備、２７年度

に基地局無線の整備を計画しております。

○野口博委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　いずれもご答弁をいた

だきまして理解をいたしました。

　順を追って２回目の質問に入らせてい

ただきます。

　まず、各市長会のご説明をいただきま

して、今後は生活保護の制度改正等が議

論になっていくであろうということでご

ざいました。

　これは、各市が、恐らく抱えている問

題であって、さまざまな議会でも議論が

なされているところであります。また、

これはそういったところにとどまらず、

一般の企業に勤めておられる方々等含め

まして、皆様からさまざまなご意見をい
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ただくところであります。

　まさに、全国等の組織の中から、しっ

かりと自治体の立場を踏まえて意見を伝

えていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いをいたします。

　平和市長会議については、わかりまし

た。核兵器廃絶を目的とするものであっ

て、各市長会との関連はないとのことで

ございます。

　しかし、先日来の議論でもありました

けれども、この組織自体の存在意義がこ

れから高まっていくと思われますので、

そうした点も合わせながら、活動をお願

いいたします。

　次に、ホームページ事業等に関連しま

して、スマートフォン対応ページについ

て触れていただきました。実際、私も拝

見したことが何度もありますけれども、

いつの間にか変わっておってびっくりし

たんですけれども、なかなか見やすくなっ

たなという印象がありました。

　ただ一つ残念な点は、出てくる内容が

どうしても限られてきますので、重要な、

例えば有効期限がまだ残っているような

募集の案内であるとか、お知らせするべ

き点であるとかが、時によってはリンク

が切れてしまっている、見ることができ

ないという状況になっているケースもあ

ります。これについて、一つ、どのよう

にお考えか、お伺いをいたします。

　合わせて、お隣の茨木市では、フェイ

スブックやツイッターをホームページに

配置してあるという点も見られました。

これは公聴という点からも有効と考えら

れますが、どのようにお考えでしょうか、

お伺いをいたします。

　次に、人権女性政策課の放射能の差別

についての問題であります。現在、各地

で津波によって破壊された家屋や家財道

具の処分が課題となっております。これ

らの焼却処理に関しまして、数値の内容

にかかわらず放射性物質への懸念を持っ

て議論が沸騰しております。

　しかし、これについては慎重に検討を

要するものであります。といいますのも、

その物だけではなく、その地域には、現

在、居住しておられる方々がおられます。

その物が危険だと、数値にかかわらず危

険だというならば、そこに在住の人はど

うなるのかと。そうした方々がこれから

移住されるときに、どういった思いを受

けられるのか。そういった点をしっかり

と考慮して、合わせてこの科学的な見地

という冷静な判断をもって、さまざまに

対応していかなければなりません。

　焼却処分にとどまらず、人を含めて、

東日本全体への、今後、長きにわたる差

別の温床となりかねない問題があります。

この点について、いかがお考えでしょう

か。

　続きましては、人材育成に関しまして、

自主研究と表彰についてお答えをいただ

きました。

　人材育成については、さまざま委員会、

また本会議等でも議論されております。

昨年の本委員会におきましては、昇任に

関する年齢制限について、前向きなご答

弁をいただきまして、今回、表彰や自主

研究の支援等にも、これが入っているの

かなという思いもいたします。

　これについては、やはり普通に勤務を

していて、それが評価されるのではなく

て、少し努力をした結果、それが評価を

されるというところにモチベーションアッ

プのポイントがあるんだと思います。人

事制度を含めまして、これまでに変更さ

れた点などがありましたら、お伺いをい

たしたいと思います。

　また、この表彰に関しましては、既に

これまでも外部機関において、さまざま
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な賞を受けておられる方々の存在も存じ

ております。そうした方々に適切な配慮

がなされることも合わせて、これは要望

といたしておきます。

　続きましては、総務課ご所管の市史編

さん事業であります。１１年かけてさま

ざまな活動を行い、現在は資料収集中で

あるということでございました。

　私もかつて、博物館学などを履修した

際等におきまして、この資料の収集につ

いては非常に苦労した記憶があります。

さまざまなチャンネルを駆使して収集に

当たるべしという、当時の指導教授の教

えもありましたけれども、例えば、教育

委員会などの他部局はもちろんのことな

がら、市内の神社、仏閣、あるいは隣接

自治体への協力要請などについては、ど

のようにお考えでしょうか。

　といいますのも、私もこれまでにいろ

いろとし史料を探しておったんですけれ

ども、お隣の大阪市や吹田市等、さまざ

まに、この市史編さんについては経験が

おありで、さまざまに史料を集めておら

れます。もちろん、本市にかかわること

もあろうかと思いますので、その点につ

いて、お伺いをいたします。

　続きましては、選挙管理委員会ご所管

の市長選挙事業につきまして、経費の縮

減についてご答弁をいただきました。

　立ち作業にするであるとか、事前説明

会をしっかりする、また服装の軽装化に

努め、動きやすく配慮をするということ

だったかと思います。

　これにつきましては、やはり少しずつ

の業務の見直しが結果的に大きな時間の

短縮につながろうかと思いますので、今

後も継続的にその努力を続けていただき

たいというふうに要望いたしておきます。

　神安土地改良区の総選挙については、

理解をいたしました。

　続きましては、財政課ご所管の書籍の

紹介について、ご答弁をいただきました。

これは書籍の内容もそうなんですけれど

も、処分について、どのようなタイミン

グ、また方法で行われるのか、お伺いを

いたします。

　次に、政策推進課ご所管の観光あるき

実行委員会負担金について、ご説明をい

ただきました。

　阪急沿線のさまざまな市と大阪府と京

都府が協力して編集にあたるということ

で、庁内においても各課が連携して対応

に当たるということでございました。

　グルメを含めまして、いろんな雑誌に

おきまして、本市は茨木市や吹田市の附

属的に扱われるという残念な傾向が現在

あります。これを打開するべく、さまざ

まな方策をとっていただきたいと考えて

おります。

　先ほどの庁内連携も重要なことであり

ますし、いろいろと協働の観点からもで

きるかと思いますので、これについてよ

ろしくお願いをいたします。

　次に、防災管財課ご所管の車両管理事

業について、また、公有財産情報デジタ

ル化委託料について、ご説明をいただき

ました。

　電気自動車につきましては、燃料が非

常に節約できること、また非常用電源に

ついても使えるということのご答弁であ

りました。

　今回、東日本大震災につきましては、

ガソリン不足、また電気不足がいろいろ

と問題になっておりましたけれども、４

年前のガソリン価格を振り返りますと、

今より若干高くありましたけれども、し

かし、世界的な情勢が今後どうなるかわ

かりませんので、このガソリン価格はま

た上がるかもしれません。また、どのよ

うな災害が起こるかもわかりません。こ
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の非常用電源としての役割の程度につい

て、どれほどの能力があるのか、お伺い

をいたしたいと思います。

　続きまして、１００ページ、同じく防

災管財課ご所管で、防災資機材及び備蓄

用品の整備事業及び防災情報充実強化事

業のご紹介をいただきました。

　備蓄品につきましては、賞味期限に従っ

て適切に処理をしておられるということ

でございました。

　先日来、各地で自主防災組織の訓練を

見学させていただいておりますが、食料

品や飲料水はともかくとしまして、資機

材について、人によってはどれがどういっ

た役割の物かがよくわからないというケー

スも考えられます。写真つきの目録、あ

るいは説明書のようなものを合わせて備

蓄しておいてもいいかと思うんですけれ

ども、この点について、いかがお考えで

しょうか。

　防災情報充実強化事業につきましては、

防災メールや高所カメラ等のご紹介をい

ただきまして、これが今後とも適切に運

用されることを要望しておきます。

　地域防災計画の修正につきましては、

国、府の見直しがありまして、そこから

本市も見直しがかかっていくというよう

なお答えでございました。

　先ほど市史編さんに関連して史料云々

と申し上げましたけれども、このたび大

阪市関係でさまざまな資料を調べますと、

大阪市の地域防災計画や大阪管区気象台

編の大阪の気象１００年等の資料には千

数百年昔の地震や１００年ぐらい昔の気

象災害について詳細な記載がありました。

大阪市のことでありましたら、本市とも

密接に関連があろうかと思います。

こうした点も踏まえて、この地域防災計

画の修正に当たられること、できれば早

期に。そして以前も申し上げましたけれ

ども、地域のいわば長老と言われるよう

な方々からの聞き取りもあわせて、これ

は要望とさせていただきます。

　次に情報政策課ご所管の情報化推進事

業におきまして、住民情報パッケージシ

ステムの一部事前導入についてご説明を

いただきました。

　平成２５年に契約が切れ、そのシステ

ムが新しくなることに伴い、それを前倒

しで導入するということで、内容につき

ましては外国人登録法の廃止に伴うデー

タベースの変更であったと思います。

　先ほどの話にもありましたけれども、

今後、いわゆるマイナンバー制等が導入

された場合、さらなる大幅なシステム変

更の必要性も考えられるところではあり

ますが、こうした場合を見据えますと引

き続き、最近は大きな議論にはなってお

りませんけれども、以前ありましたクラ

ウドシステム等もあわせまして、さまざ

まな選択肢を検討する必要があろうかと

思いますが、担当としてどのようにお考

えかお伺いをいたします。

　次に３６ページの基幹統計調査事業で

あります。

　紛失事案につきまして詳細にご説明を

いただきました。原因がよくわからない

ような感じでありましたけれども、しか

し、その後の対処については適切であっ

たかと存じております。

　内容がまだ大きなものではなかった。

けれども、しかし、重要な事案であると

思いますので、これを一つ教訓といたし

まして、今後の事務執行に当たっていた

だきたいと思います。要望といたします。

　次に、市民税課ご所管につきまして、

イメージファイルと地方税電子化協議会、

２点お答えをいただきました。

　イメージファイルの作成・保守につき

まして、項目別内容をご説明いただき理
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解しました。

　地方税電子化協議会につきましては先

ほど触れましたけれども、マイナンバー

制のシステム構築が見越されるため、そ

れの準備であるというようなことでござ

いました。

　今後、さまざまな影響が出てこようか

と思いますので、こうした点での議論を

しっかりと情報の共有として関係各課、

またそのほかにおきましても共有化され

ることを要望しておきます。

　次に、納税課ご所管のインターネット

公売事業で手数料についてご説明をいた

だきました。

　物によりますと、この手数料が比較的

多額になってくることもありますので、

この管理につきまして担当のほうともしっ

かりと連携を図りながら、今後摂津市の

歳入に資するように努めていただきたい

と思います。よろしくお願いします。

　続きまして、消防本部予防課におきま

して住宅用火災警報器及び保安事務事業

につきましてご説明をいただきました。

　先日、防火フェアが開催され、それを

見学に行った折に煙体験ハウスを体験し

たんですけれども、やはりあれを体験し

ますと火災において煙がいかに恐ろしい

ものであるかということがよくわかりま

す。したがいまして、この住宅用火災警

報器、特に煙についての警報については

しっかりと説明、また啓発に努めていた

だきたいと思いますので、よろしくお願

いをいたします。

　また、保安事務事業に関しましては、

綿密に準備をされていると印象を受けま

した。これも、今後人員の問題もありな

がら対応されていくということでござい

ますので、しっかりと負担にならないよ

うご配慮をされながら日々の、本来の消

防、救急業務とあわせましてよろしくお

願いをいたします。

　次に、消防署ご所管のデジタル無線の

整備及び惨事ストレスのケア等につきま

してのご答弁をいただきました。

　延べ１６名の方々が被災地に行かれて

活動され、帰還された後もさまざまなケ

アがされているということでございまし

た。以前の報告会のときにもそうしたこ

とはご答弁いただいておったかと思いま

すけれども、しかし、こういったものは

ふとしたきっかけで発症するというケー

スがございます。そうした点からも今後

長きにわたって適切なケアが施されるこ

とを要望しておきます。

　また、デジタル無線につきましては平

成１７年から対応が検討されてきたとい

うことで、平成２７年をめどにそれぞれ

整備されていくということでございます。

しかしもう半分以上が経過したところで

ありますので、この実行に移される折に

適切な運用ができるかが若干不安になっ

てきます。

　従前より火災や事故、あるいは急病、

これらが何も起こらないことがベストで

ありますけれども、それがために修羅場

を経験する機会がなく、大災害への対応

が初の大きな活動となることはそれは厳

しいものがあると思います。情報の共有

でも同じであります。こうした場合にお

いては相互応援協定のしっかりとした運

用や経験の伝承がさらに重要となってこ

ようかと思われますが、この相互応援協

定の経緯とあわせてお考えをお伺いいた

します。

　最後に消防団の安全確保と女性団員に

ついて、さらに質問させていただきます。

　消防団の安全確保につきましてはさま

ざまな危険予知トレーニングや図上訓練

を行っておられるとのことでございます。

昨日の追悼式ではお父さんが消防団員さ
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んで亡くされた女の子の言葉があったと

思います。そのお父さんは自分はもとも

とは助かっていたけれども、消防団の活

動に出ると言って出かけられ津波の被害

に遭われたということでございました。

こうした災害においては一瞬の判断が生

死を分けることになります。こうした場

合の内容を盛り込んだマニュアルの整備

や周知などは重要と考えますが、これの

お考えをお伺いいたします。

　また、女性団員につきましては、その

精神面のケア等につきまして非常に現地

での活動に資する点はあろうかと思いま

す。しかし、例えば肉体的な違い、そう

したさまざまな点において活動の範囲に

違いも出てこようかと思います。男女共

同参画という観点から重要な点もありま

すけれども、そうしたいかんともしがた

い差においてはしっかりと考慮されなが

ら今後のこの女性団員についての検討を

進めていかれることを要望いたします。

　２回目は以上です。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５３分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○野口博委員長　再開します。

　答弁を求めます。池上課長。

○池上秘書課長　それでは２回目のご質

問に対するお答えをさせていただきます。

　まず、ホームページ、スマートフォン

のトップページの情報項目について、期

限があるのに隠れて見えない状況にある

ということなんですけれども、その分に

つきましては新着情報が上に来ますこと

から、発信する情報が多くなればなるほ

ど早く下に落ちてしまうということになっ

ております。ですから、いかに隠れてし

まった情報をどう見せるのか、たどり着

きやすいようにするにはどうすればいい

のかというような方法を今後検討させて

いただきたいと思います。これからもい

ろんなご意見をちょうだいしながらさら

に利用しやすくなるように引き続き工夫、

改良を加えていきたいというふうに考え

ております。

　続いてのフェイスブック、ツイッター

に対する考えでございますが、東日本大

震災直後において津波や停電等々でパソ

コンとかが使えなくなったようなときに、

ツイッターやフェイスブックによってさ

まざまな情報発信を行い、大きな効果が

あったというふうに聞いております。ま

た、ツイッターやフェイスブックにつき

ましては多くのフォローを得ることがで

きればイベント情報をはじめ、行政情報

をリアルタイムに多くの方に届けるツー

ルとしては非常に有効であるというふう

に認識はしております。しかし、ツイッ

ターやフェイスブックを導入した場合、

これらのメリットがある一方、問題点も

いろいろとあるというふうに聞いており

ます。ソーシャルメディアの特徴であり

ます双方向性のやりとり、これにいかに

対応していくのか、できるのか、できな

いのか。また、特有のリスクであります

荒らしや炎上というものに対する対策等

を考えていかなければならないというこ

とであると思います。

　いずれにしましても、その有効性とい

うものは認めるところでございますので、

今後、導入に向けて研究、協議してまい

りたいというふうに考えております。

○野口博委員長　石原課長。

○石原人事課長　昇任試験制度等を含め

た人事制度の変更点について答弁申し上

げます。

　これまで摂津市におきましては昇任試

験制度、また民間企業経験者の採用、ま

た人事考課など、他市に比べていち早く

そのような制度に取り組んでまいりまし
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た。昨年につきましては副主査、係長の

昇任試験等の年齢等の資格要件の見直し

を行ったところでございます。

　そのため、今後昇任試験制度等につき

ましては今のところ具体的な見直しにつ

いてはございませんが、国では今現在人

事考課による能力実績に応じた給与制度

を導入しております。そのことから長期

的な視点で考えますと研修等で人事考課

の公平性、また妥当性を確保しながら制

度を高めて年齢制限、要件だけではなく、

より人事考課に基づく昇任制度という考

え方も出てくるのではないかと考えてお

ります。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　２点ございました

のでお答えいたします。

　１点目、車両管理事業におきます電気

自動車の導入につきまして、その役割と

どれだけの能力を持っているのかについ

てお答えいたします。

　現在予定しております電気自動車の容

量は、先ほども説明させていただきまし

たように大容量バッテリーとなっており

まして、２４キロワットアワー、これは

大体、一般家庭で使用する２日分の能力、

電力が賄えるというバッテリーになって

おります。

　これをどういうふうに役立てるかにつ

きましては先進自治体として、仙台市等

ではこの電気自動車を複数集めまして、

避難地の電源に確保していくなどの試験

的に取り組みが行われておりますので、

それを見ながら検討させていただきたい

と思っております。

　続きまして、学校等にございます資機

材の取り扱いについて、写真などの目録

をつくって活用できないかということで

のご質問についてお答えいたします。

　資機材の取り扱いにつきましては自主

防災訓練の中で消防及び消防団が資機材

の取り扱い、こういうときにはこういう

ふうに使いますというような説明をして

いただくことによって、自主防災組織の

方々が利用できるように自主防災訓練の

中で取り扱っております。

　また、特に取り扱いの難しい発電機に

つきましては、ラミネート加工したもの

で、どういう運転、操作をすればいいの

かというのも事前に資機材倉庫の中に附

属して置かせていただいております。

　それ以外につきましても、一定取り扱

いについては説明する必要があると思い

ますので、実際、目録をつくっていくな

ど検討してまいりたいと思います。

○野口博委員長　中村参事。

○中村人権女性政策課参事　２回目の質

問についてお答えいたします。

　先ほど申し上げましたように根拠のな

いうわさなどによる忌避意識が差別や偏

見を助長するものであり、原発事故にお

ける放射能汚染についての科学的な検証

や人体への影響などの医学的な知識が正

しく理解され、二次被害や風評被害を招

かない努力を続けていく必要があります。

　人権女性政策課としましては人権擁護

の視点から国や府の動きにも注視しなが

ら、関係課とも情報を共有し啓発に努め

てまいります。

○野口博委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　クラウド化を含め

た今後の情報システムの方向性等につい

てご答弁させていただきます。

　委員ご指摘のとおり、今後、マイナン

バー制の導入が予定されておりまして、

これにつきましては今回の住基法改正以

上のさらに大規模なシステム改修が予想

されております。また、それに伴いまし

て、多額の改修費用が発生することが予

想されております。
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　昨今の国の政治情勢などから新規事業

の発生や廃止など、非常にタイトなスケ

ジュールで行われ、旧来のオーダーメイ

ド的なシステムでは対応し切れない状況

にあるのは確かであると思われます。

　特に町村レベルの人口規模、財政規模

が小さい自治体では、システム改修費用

が自治体の財政を非常に圧迫する大きな

要因になりつつあります。

　これらの問題を解決するためにクラウ

ド化またシステム共同利用によるコスト

削減が進んでおります。

　事例といたしましては、大分、宮崎、

神奈川などがございますが、最近の事例

といたしましては、奈良県でクラウド化

の事業が進んでおります。

　これは２市５町が共同して住民情報シ

ステムのクラウド化を行うことによりま

して、システム関連経費の割り勘効果に

よる低減や新制度対応への迅速化、業務

スキルの共有による業務の信頼性向上な

どを目指して導入が進んでおりまして、

平成２３年度は河合町、その他の町村に

つきましては平成２４年度以降で稼働予

定となっておりまして、近畿圏での導入

ということで本市におきましてもモデル

ケースとして参考にさせていただきたい

と考えております。

　また、災害における業務継続計画、い

わゆるＩＴＢＣＰという観点からも、シ

ステムの遠隔バックアップや二重化また

どのような災害に遭おうとも自治体業務

を継続させるためのツールとしてクラウ

ド導入が推進されるものと予想されてお

ります。

　本市におきましても継続的に調査研究

を行って、適切な判断を行ってまいりた

いと考えております。

○野口博委員長　北野次長。

○北野総務部次長　財政関連書籍の処分

についてのご質問にお答えします。

　先ほどご紹介しました地方財務実務提

要等については、これは加除式の追録物

でございますのでこれは永年管理をいた

しております。月刊誌はやはり数がたまっ

てまいりますので折を見計らって処分す

る。大体、３年程度のバックナンバーは

抱えておるところでございます。

○野口博委員長　日垣課長。

○日垣総務課長　市史に関しまして神社

仏閣に対しての協力要請と吹田市等、他

市との情報交換についてご答弁申し上げ

ます。

　神社仏閣に史料が存在する情報を得ま

した時点で確認をとりまして、存在がはっ

きりしました場合には先方とアポをとり

まして伺うようにしております。

　また、他市等との情報交換でございま

すが、現在、吹田市とは密にとっており

ませんが、本市の執筆委員が茨木市の編

さん委員を兼務しておられまして、茨木

市とは密に情報交換をとっている状況で

ございます。

○野口博委員長　納家課長。

○納家消防本部総務課長　まず、消防相

互応援協定についての問いにお答えいた

します。

　消防相互応援協定は、消防組織法第３

９条に市町村はその必要に応じ、消防に

関し相互に応援するよう努めなければな

らないと規定されております。

　また、消防相互応援協定は大規模災害

が発生した場合を想定し、あらかじめ協

定を締結しておくことにより、いざ災害

が発生した場合、お互いの消防間におい

て円滑な消防活動が可能となるよう必要

な事項をまとめております。

　本市におきましては消防相互の災害応

援のため、昭和４０年に茨木市、吹田市、

大阪市等、隣接市を中心に協定を締結し、
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また昭和６３年には大阪府下広域消防相

互応援協定を締結し、その範囲を拡大い

たしました。また、最近においては平成

２３年３月３０日に吹田市、茨木市、摂

津市域における建物火災初動出動体制に

かかわる申し合わせを締結し、火災発生

時におけるさらなる迅速な初動体制を築

き、連携の強化に取り組んでおります。

　事例を紹介させていただきますと、平

成１１年１０月４日、鶴野３丁目で発生

いたしました日本トランスシティの大火

災においては応援協定に基づき吹田市、

茨木市、高槻市、大阪市、守口市、門真

市、枚方市、寝屋川市から延べ３０隊１

１２名の応援を受けました。

　また、最近では平成２３年３月８日、

千里丘東５丁目で発生いたしました住宅

火災において吹田市から２隊９名の応援

を受けた実績もございます。

　逆に本市から他市への応援出動もあり、

過去５年間で延べ３５隊１０９名を出動

させております。

　近年では隣接境界線上に位置する消防

対象物に対する協定や、救急業務を円滑

にするための協定等、応援協定は多種多

様化しております。また、消防救急無線

のデジタル化の進捗状況に合わせ、必要

となり得る協定の締結も考察いたしてお

ります。

　今後もさらなる消防の充実を目指し、

他市との消防応援協定について取り組ん

でまいりたいと考えております。

　次に、消防団員のマニュアルとさらな

る安全対策のあり方についてお答えいた

します。

　先ほど答弁させていただきましたよう

に、消防団員に対して危険予知トレーニ

ングや図上訓練、研修会など実施はいた

しております。

　今後の訓練、研修会後におきましては、

消防団員の方々にフィードバックできる

ように、また、その研修の内容をすべて

の団員に周知していただけるように、研

修資料の回覧等も含めまして実施してま

いりたいと考えております。

　また、現在の総務省消防庁の動きとし

ては、東日本大震災を受けて、昨年から

東日本大震災を踏まえた大規模災害にお

ける消防団活動のあり方等に関する検討

会を開催しまして、津波災害時の消防団

の安全対策の考え方が示されております。

　平成２４年度には災害対策指導者育成

支援事業が立ち上がり、安全管理、危険

予知講義、災害対応、図上訓練等、高度

な研修が予定されております。

○野口博委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　一連のご答弁をいただ

きまして理解をいたしました。

　ホームページ等、情報発信の点につき

まして、今後検討を重ねていただくとの

ご答弁でございました。

　この情報発信という観点からしますと、

とあるリンク集で摂津の観光ガイドとい

うのが載っておるんですけれども、そこ

に郷土の有名人というものが載っており

まして、プロ野球の立浪元選手でありま

すとか、タレントの鈴木紗理奈さん、落

語家の桂雀三郎さんが載っておるんです

けれども、ここに一番最近話題となった

本田圭佑選手が入っていないであります

とか、また自慢の施設として総合福祉会

館が残っているなど、なかなか情報の整

理ができていない点も見受けられます。

　こうした点を踏まえますと、まだまだ

改善の余地があろうかと思います。

　この情報発信の点については現在一定、

市長がおっしゃるようにハードなまちづ

くりが終わったということから、今後は

都市魅力の向上という点に重点を置いて

いかなければなりません。
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　この都市魅力の向上については従前よ

り言われておりますが、協働という考え

方を持ってさまざまな方々の知識や情報

を収集し、それを発信していく、整理し

て発信していくことが重要になってくる

と思います。

　後ほど述べますけれども、市史編さん

において本市のさまざまな歴史を知るこ

とができ、後世に伝えるべきもの、また

伝承があろうかと思います。そういった

点も含めましてこの歴史を紡ぐことに関

してはこの都市魅力の創造についてもつ

ながっていくものと思われます。

　先ほど申し上げた点と、この今後の都

市魅力の向上について改めて副市長にお

伺いをいたしたいと思います。

　次に人事課ご所管のさまざまな人事制

度等についてのご答弁におきましては、

副主査、係長の年齢変更のご答弁をいた

だきまして、今後とも国の制度に習い、

柔軟な人事制度を検討されるといった趣

旨のご答弁であったかと思います。

　現在は人員削減等が主流の流れになっ

ておりますけれども、そういった中、組

織がいかに活性化していくかという点を

十分踏まえながら今後の人材育成に当たっ

ていただきたいと要望を申し上げます。

　次に防災管財課ご所管の各事業におき

まして、まず電気自動車の能力について

ご答弁をいただきました。

　一般家庭で２日分あるということで、

２台あるので４日分に相当するという考

えでよろしいかと思いますが、こうして

聞きますと非常にいざというときには役

立つのかなという感じがいたします。

　ただ、これもやはり活用の方法をどれ

だけの人が周知しているかによってその

場でどのような対応ができるかが変わっ

てくると思いますので、そうした点をしっ

かりと周知徹底できるように今後ともよ

ろしくお願いをいたします。

　次に資機材等の管理につきましてです

が、目録を作成されることを検討してい

ただくということでございました。

　先ほどのご説明では、消防団の方等に

地域防災訓練のときにご説明をされると

いうことでございましたけれども、その

地域防災訓練でありましても必ずしも地

域の皆さんが出てこられるというわけで

はありません。災害が起こったときにそ

ういった資機材を使われるのが全くそう

いうのを知らない方が使われるというこ

とも十分あります。そうしたときに少し

でも使いやすい環境を整えていただきま

すよう、今後ともしっかりとした検討を

お願いいたします。

　次に、人権女性政策課から放射能につ

いてのご答弁がありました。

　科学的知識に基づいて対応をしていく

ということでございます。

　先ほど来申しておりますように、これ

は今後長くわたって影響が残る事態であ

ります。今、マスコミ等の報道からする

と、どのような情報もなかなか信頼され

ないという環境があります。であります

けれども、そうした中、しっかりと説明

を繰り返して、一人でも多くの方に納得

いただいて、もちろん安全性は考慮を踏

まえながら本市として東北被災地全般の

支援になるように今後ともしっかりと対

応をお願いいたします。

　次に情報政策課ご所管の情報化推進事

業につきまして、数点にわたりご答弁を

いただきました。

　今後、さらに大規模なシステム改修が

予想され、費用も多額になるであろうと、

そして、その中ではクラウドというもの

も必要性が出てくるであろうと。また、

クラウドにおいては災害対策という側面

もあるので、これも検討しなければなら
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ないという印象でございました。

　このご答弁にありましたように、費用

負担と今後の動向については現在の景気

状況、税収状況からすると非常に厳しい

ものがあると思います。今後、消防のデ

ジタル無線等の話もありましたけれども、

複数自治体にわたってこうした協議が交

わされていくものと思いますけれども、

本市としてどのような系統がいいのかを

しっかりと見据えながら対応をしていっ

ていただきますよう、お願いを申し上げ

ます。

　財政課ご所管の図書について処分の方

針を答弁いただきました。

　これは財政課に限った話ではないんで

すけれども、さまざまな課におきまして

図書を購入されるということがあります。

この図書についても普通に処分するので

はなくて、例えばホームページ等で市民

の方なり研究の方なりに必要な方があれ

ば安価または無料で譲るような方法があっ

てもいいのかなと思いまして今回この財

政課の件について取り上げさせていただ

きました。

　昔のそういう財政図書であれば逆にも

うどこに行っても手に入らないというケー

スもありますので、これは一つ参考とし

て研究課題の一つとしていただければな

と思いますので、よろしくお願いをいた

します。

　続きましては、総務課ご所管の市史編

さん事業であります。

　市内の神社仏閣に対しては発見された

場合、協力のお願いに上がっていること、

また茨木市とはしっかりと連携ができて

いることをご答弁いただきました。

　歴史資料を収集して編さんしていくに

当たっては一次史料、二次史料、三次史

料という考え方があることは皆さんご承

知のとおりと思います。

　古い歴史の書物をひもときますと、扶

桑略記という書物があります。これは私

撰の歴史書でありますが、この歴史書を

参考として後の水鏡でありますとか愚管

抄が編さんされております。そうした点

からさまざまな自治体の協力を仰ぎなが

ら本市の歴史書を編さんすることによっ

てまた他市の歴史書等の編さんに資する

こともあると考えられますので、そうし

た歴史を紡いでいくということに重きを

置いて、この市史編さん事業に携わって

いただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

　次は消防相互応援協定等にご答弁をい

ただいた点であります。

　昭和４０年以来、さまざまな改正を踏

まえて本日まで至っているというふうに

理解をいたしました。

　昨今におきましては広域化がさまざま

な形をもって議論されております。

　先ほど申し上げましたけれども、さま

ざまな広域化を踏まえるに当たって、実

際にその現場に出られた方が余り経験が

なく、そういった事態にしっかりとした

対応ができるかという点が不安になり、

この質問をさせていただきました。

　これから災害の複雑多様化が見込まれ

てまいりますので、先ほどの消防広域化

を踏まえながら、どのような形で人材育

成に当たっていくかを踏まえながら検討

をよろしくお願いをいたします。

　同じく総務課ご所管になりますが、消

防団の安全管理について数点ご答弁をい

ただきました。

　本職と消防団の方ではやはり訓練があ

るにしましても経験等において差がある

ことは恐らく事実だと思います。

　しかし、当初申し上げましたように、

この東日本大震災におきましてはそのそ

れぞれの方々がおのれの使命感で現場に
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出向かれ、また指示によって業務に向か

われ犠牲になられました。

　今回、さまざまな犠牲になられた方々

のお話が美談として伝わっておりますけ

れども、本当はだれも被害が出ない、全

員助かるということが何よりであります。

　釜石の奇跡ということもありまして、

本市からも派遣されたケースがあります

けれども、釜石でありましても市内にお

いては犠牲者がなかったわけではありま

せん。

　そうした点を踏まえながらトータル的

な安全管理について、今後ともさまざま

なケースをとらえながら検討を重ねていっ

ていただきたいと思います。本年も恐ら

くこの３月末をもって退職される方々が

いらっしゃるかと思います。そうした方々

の経験や記憶をしっかりと次の世代に伝

承していただきますよう、お願いを申し

上げて質問を終わります。

○野口博委員長　小野副市長。

○小野副市長　都市魅力の向上というこ

とで協働という観点から、それから市史

から見た目での都市魅力の向上という点

も図れるのではないかなと、いかにお考

えかということだと思います。この内容

につきましては過去の議会におきまして

も、一言で言えばブランド力の向上とい

うことで何回か質問がありました。

　以前から言っていますように、本市と

してのまちづくりの視点は定住をやはり

基本にすべきだというふうに思っていま

す。

　なぜかと言いますと、これも前から言っ

ていますように、平成２２年の国勢調査

と平成１７年国勢調査では北摂地区の中

で本市のみが人口減少に歯どめがまだか

かってないと、北摂６市は人口増がある

と。したがって人口減は平成１７年国調

と平成２２年国調で見たときに本市と島

本町、能勢町、豊能町ということになっ

ております。

　ここのことは基本的に押さえなければ

ならない視点だというふうに思います。

やっぱり人口減少であってまちの活性化

が落ちるということは間違いございませ

ん。

　これを一朝一夕に食いとめる方法とい

うのは考えられないんですが、前から言っ

ていますように、１０年スパンぐらいの

単位で定住の視点から市のイメージアッ

プとかブランド力の向上ということを事

あるごとにやはり部長会等で指示もし、

部長も施策を打つときにそこの点を一つ

の主眼の一つに置くべきではなかろうか

というふうに思います。

　それで、過日こういうことがございま

した。この４月から南千里丘まちづくり

で３５階建てのマンションが着工すると、

私はその会社に対しまして以前から摂津

市という名前が出ておらないと、南千里

丘はあるけど摂津の名前が出ないという

ことで、つい最近ですけども、本社で議

論がされたように聞いています。

　ただ、摂津市は全国的にやはり南千里

丘で相当有名だということで、今のとこ

ろ本社サイドとしては摂津市の名前を出

すことを考えておらないという情報が先

週ぐらいに入ってまいりました。これも

一つの形であります。

　東京本社のほうで議論した結果、南千

里丘で行きたいということが大阪支社の

ほうから入ってまいりました。

　私はまだ納得しておりません。摂津と

いう名前をどう考えるのかということを

もう一度言わなきゃならないなと思って

います。これは大きな一つの視点だと思っ

てるんです。

　そういうことからしまして、今申し上

げたようなご提案の中身を踏まえながら、
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今後、摂津にも淀川もありますし、鳥飼

大橋の下には水上バイクが走り、それか

ら第６集会所であるとか、新幹線公園の

桜並木であるとか、いろいろございます。

　委員が言われているように、そういっ

たことをどういうふうに発信をして、ま

た庁内できちっとそのことが合意をされ

て、各所管で摂津のブランド力に期する

ものをどうやって発信していけるかと、

これは単に市長がこのことを唱えまして

も、これはなかなか動きませんので、総

合計画の中の協働、また定住というキー

ワードの中で、あすに形が見えませんが。

今、申し上げたマンションの問題もそう

いうことでございましょうから、このこ

とはまだ一回も私、庁内的には申し上げ

ておりません、先週、これは入ってまいっ

たものですから。そういうことも今、披

瀝しながら、そういう摂津の人口の社会

減がとまらないという大きな問題を抱え

ておるということと、これからの大阪都

構想等の問題、大阪市との問題、吹田と

の問題、茨木の問題を考えたときに、こ

のことはきっちりとやはり腹に据えて施

策を進めてまいりますし、また、我々か

らも発信もしてまいりたいと考えるとこ

ろでございます。

○野口博委員長　三宅委員の質問が終わ

りました。

　上村委員。

○上村高義委員　それでは質問させてい

ただきます。

　先ほども三宅委員のほうから冒頭にあ

りましたように、昨日、３月１１日は昨

年の東日本大震災から１年がたったとい

うことで、いろんな追悼の記念行事があ

りましたし、マスコミ等々でもきのうは

一日その特番が組まれておりました。

　私も黙祷をささげて哀悼の気持ちを示

したわけですけども、皆さんもその場そ

の場の立場で、いろんな形で哀悼の気持

ちを表したんじゃないかと思っています。

　そして、その報道番組を見ていて、私

も摂津の市議会議員ということもあるし、

皆さんも市の職員ということで、いざ摂

津のことを考えながら見た場合に感じた

ことがあったと思います。私なりに感じ

たことを申し上げますと、一つやっぱり

報道番組の中で復旧、復興がおくれてい

るということで、復興交付金が６割しか

認められてないということで、遅い遅い

という話もありました。ただ一方では復

旧、瓦れきの処理、復旧は急ぐべきだけ

ども、復興についてはじっくり考えて将

来のまちの将来を見据えて取り組むべき

だという意見もあって、私もなるほど一

理あるなというのも感じました。

　もう一つは、この支援、救援の輪が日

本国内だけじゃなくて、世界のさまざま

な国からこの東日本大震災に向けて救援

物資、あるいは支援金等々が届いている

ということで、まさにグローバルで、こ

ういうことがあると一瞬にして世界にこ

の情報が伝わって、そしてその気持ちが

支援金という形で出てくるということが、

まさにグローバル、経済のグローバルじゃ

なくて、こういった形でもグローバルな

時代になったなというふうに感じました。

それと先ほど副市長が人口の減少化とあ

りましたけども、やはり被災地において

はこの避難先からなかなか元の町に帰れ

ないということと、それと地域によって

被災の状況に差があったということ、釜

石の小学校には一切被災者が出なかった

ということで、釜石の奇跡と呼ばれてい

ますけど、一方、仙台等々においては小

学校でも亡くなった方がおられたという

ことで、やはり釜石はリアス式海岸近く

であって、日ごろからそのことを徹底し

て先人からの指導もあって訓練しとった
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わけです。仙台というところは津波は来

ないんだという若干の安心感があってお

くれたという部分があって、やっぱり地

域によってそういう差があったというこ

とで、いかにこの避難というか、実際の

災害を想定しての訓練が大事であるかと

いうことを感じました。

　そういったことを感じた中で質問をさ

せていただきますけども、今回の摂津市

のこの市政方針の重点事項は防災という

ことで掲げておりますけども、私なりに

この摂津市の平成２４年度の中で災害防

災に関する事業をリストアップすると、

約３０ぐらいの事業があると見とるんで

すけども、いろんな分け方があるんで金

額を合計するのは非常に難しいんですけ

ども、たくさんの事業が今回やられるこ

とになっています。

　そういった中でありますけども、まず

１点目、歳入の４３ページ、緊急雇用創

出基金事業補助金、約２億７，４９３万

円の交付条件は何かということ、補助金

名称の基金とはどういう意味の基金なの

かということ、この２億７，４９３万の

算定の根拠はどういう形で出てくるのか、

市から要望してそれがそっくり補助金と

して出てくるのか、府から２億７，００

０万ですと示されるのか、そこのところ

の説明をお願いしたいというふうに思っ

ています。

　それとこの緊急雇用創出基金事業補助

金の２億７，０００万円は、平成２４年

度はどういう事業に使われるのか、公有

財産情報デジタル化で４，６２４万円と

いうのはわかりますけど、それ以外にも

たくさんの事業があって、どういうふう

に振り分けされるのかということと、こ

れは雇用創出なので、その事業で幾らの

雇用が創出できる見込みなのか、そこの

ところを教えてください。

　今の緊急雇用創出基金事業補助金の中

の一つの事業として、公有財産情報デジ

タル化というのを、さっき三宅委員の質

問がありましたけども、私もお尋ねしま

す。このデジタル化の目的は何なのかと、

どういった内容になっているのかという

ことと、私、非常にこの事業には期待し

ておるわけですけども、そのデジタル化

するに当たっての基本計画書はあるのか

ということをまず１点目、聞かせてくだ

さい。

　その次にコミュニティーセンター構想

事業ということで、先日の本会議でも質

問があり、答弁もされておりましたけど

も、私もこの委員会で質問させていただ

きます。これ、安威川以南のコミュニティー

センターを基点としてこの新たなコミュ

ニティーセンター構想事業というのが始

まっておると思うんですけども、総合計

画では安威川以南にコミュニティー施設

をつくりますと書いているわけですけれ

ども、その総合計画との整合性はどうな

のかということと、市政方針の中では幅

広い視点で取り組みますと書いてあるわ

けです。その幅広い視点とはどういう視

点なのか。この前、本会議でもいろいろ

答えておりましたけども、改めてそのこ

とについて答弁をお願いします。

　それと次に庁舎の外壁改修工事費、約

１億１６７万円が計上されております。

この庁舎の外壁を補修しますということ

なんですけども、なぜなのか。どういう

理由で改修工事をされるんですか。どう

いう工事内容になるんですかということ

についてお聞かせを願います。

　次に人件費について質問させていただ

きます。摂津市の総予算に占める人件費

比率は、平成２２年度決算ベースで２０．

４％で大阪府下では１９位なんです。中

位より下、中位ぐらいにおるんですけど
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も、ただ市民一人当たりの人件費で見る

と７万９，０００円、これは府下で６位、

町も入っての６位ですけども、市単独で

見るとトップクラスにおるわけです。そ

んなに摂津市の人件費が高いとは私は思っ

てないんですけども、ただ、データで見

るとそういう位置づけになるということ

は、データがひとり歩きしますと市民か

ら見た場合に摂津市の人件費って高いん

やなあというこういう感触を得られると

思うので、この中身についてしっかり説

明していただきたいと思います。

　それと特殊勤務手当で２つ聞きたいん

ですけども、一般廃棄物作業従事手当に

ついて、この中身と金額。それと公園維

持作業従事手当、これについての中身と

平成２４年度の予算金額についてお聞か

せください。

　それと人権女性政策関係で、女性問題

相談事業等々があるんですけども、実は

これ市民生活の中での女性問題等々がこ

うあるわけですけども、市職員の中での

セクハラとかパワハラとか、あるのかな

いのか、そういう相談件数、あるのか、

ないのかということをまずお聞かせいた

だきたいと思います。

　次に、防災関連で、先ほど防災資機材・

備蓄用品の整備ということで三宅委員も

聞かれておりましたけども、備蓄用品の

賞味期限切れ等々の問題は先ほどの三宅

委員への答弁でわかったんですけれども、

備蓄品の品目ということについてもう一

度、お聞かせをいただきたいと思います。

　それと自主防災訓練についてなんです

けど、これは私が毎回聞いているわけで

すけども、昨年もこの委員会で自主防災

訓練はより実践に即したというか、実際

に災害のときに役立つ自主防災訓練にす

べきだということで、去年はたまたま委

員会中に震災があって、この震災の大き

さがわからない中で質問したわけですけ

ども、あれから１年たってこの東日本大

震災を見たときに、やはり釜石の奇跡等々

を見ると、やはり日ごろの訓練、自主防

災訓練というのがいかに実践に即した形

の訓練が必要であるかということが問わ

れておるわけです。そこでやっぱり一番

気になるのが住民の安否確認、自治会員

の安否確認、市民の安否確認。皆さん、

もし地震があったときはまず家族に電話

して奥さんや子どもが大丈夫か、安否確

認しますけど、やはり皆さんは市職員と

いう観点からいくと、市の防災の機能中

枢なんで、やっぱり市民に対してきっち

り大丈夫か大丈夫じゃないかの確認をす

るというのが本来のあるべき姿ではない

かなと思うんです。今はその情報がきっ

ちり各自治会から上がってきますかとい

うことが一番問題なんです。そういうこ

とを今、どうしようとしているのか。

　次に、防災拠点整備事業、千里丘公民

館前の土地を土地開発公社から買い上げ

て防災広場にする予算が計上されておる

んですけども、実は別府公園についても

同じような形でするわけですよ。千里丘

公民館のこの防災拠点整備は総務部所管

なんですけども、別府公園の整備の防災

機能の分はこれは都市整備部が所管なん

です。ベンチなど同じ機材を買うのに、

千里丘では総務部が買って、別府公園の

備品は都市整備部が買って、将来はどこ

が管理するかといったときに、いやあ、

これはおたくやでは市民は困るんですよ

ね。こういう防災といえば総務部の防災

管財課と摂津の市民の中では認識されて

おるわけですけど、これは公園みどり課

ですよと、こう言われたときにとまどう

んで、こういうことは今後どうするのか

ということでお聞かせ願います。

　それと、防災対策事業の中で、避難勧
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告判断・伝達マニュアル配送委託料とい

うのがあるんです。この言葉を聞くと何

が目的なのかというと、伝達マニュアル

を配送するのが目的なのですか。避難マ

ニュアルをつくって市民が災害のときに

避難しやすくするのが目的なのかわから

ないんですけども、この勧告判断を判断

するためにつくるのか、何が主なのか、

ここをちょっと教えていただけますか。

　同じ防災対策事業の中で、地域防災計

画の見直しについて、先ほどから国、府

ができ上がって、平成２５年に摂津市の

地域防災計画を見直ししますと言ってい

るわけですけど、本当にそれでいいんで

すかということを前回も問うたわけです

けども、本当にそれでいいんですか。災

害はいつ来るかわからんですよ。明日来

るかもしれないし、あさってくるかもし

れない。１０年後に来るかもわかりませ

んけども、いざ災害が起きたときは、こ

の地域防災計画に基づいて皆さんが行動

するわけです。行動するのに、それが最

新版でないということになれば、動きが

とれない。防災計画にのった行動をしな

いとだめなんですけど、のってない行動

をする、地域防災計画に書いてある組織

図と実際の組織図が合ってないわけなん

です。合ってないのに、今の組織で動く

とおかしくなる、地域防災計画にのって

いないから。それでは問題が生じるとい

うことなんで、その辺についても考えを

お聞かせください。

　最後に、指定管理料なんですけども、

今までも委員会等々で指定管理料の総額

が非常に見えにくいと言ってたんですけ

ども、指定管理料の平成２４年度の総額

は幾らですか。それをお答え願います。

　以上で１回目を終わります。

○野口博委員長　北野次長。

○北野総務部次長　緊急雇用創出基金事

業のご質問と、人件費を市民一人当たり

に割りますと、大阪府内で高位にあると、

この２点のご質問にお答えいたします。

　まず、緊急雇用創出基金でございます

が、これは国の第三次補正、国全体で３，

５１０億円補正されております。そのう

ち、被災地の雇用対策が１，５１０億円、

全国的な雇用対策として２，０００億円

でございます。この２，０００億円のう

ち、大阪府に下りてまいった額が５１億

１，０００万円でございます。府の説明

によりますと、この５１億円を市町村と

大阪府事業で折半するということで、市

町村向けは２５億５，５００万円来てお

るということを伺っております。

　国からの補正予算を受けて、このお金

が大阪府に下りてまいります。下りたお

金は大阪府が既につくっております緊急

雇用創出基金に入ってまいります。この

緊急雇用創出基金から大阪府の直接事業

と、市町村向けの補助事業に分けて支出

されるということでございます。

　その事業の内容でございますが、全体

の事業が、我々の申請いたしました事業

は数あったんでございますが、１２事業

採択されておりまして、予算化いたして

おりますのは、先ほどご質問にあった財

産台帳関係のデータ化の事業、住居表示

の関連事業、企業立地等促進啓発事業、

災害時要援護者支援事業、特定保健指導

事業、障害者関連施設ＰＲ紙作成事業、

柔道整体師医療費適正化事業、緑の基本

計画改定に伴います基礎調査事業、道路

関係で道路台帳の基盤地図整備事業、下

水関連で下水の資産台帳整理業務事業、

下水道工事台帳整理事業、教育委員会関

連で安心できる学校の居場所づくり事業

という１２事業を採択されておりまして、

これが全体で２億７，４９３万３，００

０円、雇用創出効果が、今のところ我々
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が申請いたしておりますのは、新規雇用

で１１１名の雇用があるだろうというこ

とでございます。

　この補助金の具体的な申請と採択の経

過ですが、これも国の補正に伴いまして、

昨年末１２月、大阪府から申請について

の意思表示のお伺いがございました。我々

は内部的にこの情報を共有し、政策推進

会議等でいろいろ議論した結果、事業が

複数挙がってまいりました。これを現実、

私も大阪府とヒアリングの場に二度まい

りました。我々が財政として、かつて予

算要求をされておったけど、財政的な事

情で査定で落ちてきた事業であるとか、

本来お金があればやるべき事業を選択し、

申請してまいったわけでございます。

　その申請をした結果、これは府の情報

で聞いておるんですが、実際、府内４３

団体中、この事業に申請を上げた団体は

２７団体でございますので、一定期間で

事業を厳選し、申請を上げるというのは

事務的にはなかなか大変な部分がありま

すので、特定の団体だけ事業を申請し、

結果として摂津市は２億７，４９３万３，

０００円、先ほどの２５億５，５００万

円から考えますと、かなり大きな数字が

下りたと評価しておるところでございま

す。

　続きまして、人件費が府内ランク的に

高いのではないかというご質問でござい

ますが、ご質問の根拠にあります数字に

つきましては、平成２２年度の地方財政

状況調査、これを人口で割りました数字

が委員ご指摘の７万９，６４２円で、こ

れが上から６番目に当たるということで

ございます。

　これの大きな理由でございますが、二

つございまして、一つは、市町村の人口

規模の問題。人口規模が大きくなるに従っ

て、行政経費は低減しますというスケー

ルメリットが働くということで、上位に

ありますのは田尻町や千早赤坂村という、

非常に人口規模の小さい団体が上におる

と。摂津市も８万５，０００人の規模で

すので、一定交付税上も人口段階による

補正というのがあるんですが、これが割

り増しされているという形で、行政コス

ト的には人口規模がデメリットになって

いるという状況が一点ございます。

　もう一点が、広域行政の取り組みとい

うことが考えられるのかなと思います。

ごみ行政なんですが、府内の４３団体中

３２団体が一部事務組合でもってごみ行

政を行っています。このことによりまし

て、決算統計上は一部事務組合の負担金

という形で処理されますので、性質別が

補助費等という形になりまして、ここら

の組合に係ります人件費が人件費として

カウントされておりません。そういうよ

うな状況もございまして、摂津市がそれ

ぞれ単独でごみ行政、あるいは消防行政

をやっておりますので、そういう形で人

件費を人口で割りますと高いと、この２

点が大きな理由と考えております。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　防災管財課にかか

わりますご質問にお答えします。

　まず、１点目、公有財産のデジタル化

システムの目的についてということでご

ざいますが、先ほどもお話しさせていた

だきましたように、本委託は緊急雇用創

出基金事業を活用して、現在あります紙

ベースの公有財産のデータを電子化する

ことで、公有財産の適正化と効率化を目

的とするものでございます。

　情報は、それぞれ公有財産台帳や建物

台帳、施設管理者が管理しております財

産台帳を統合するということが目的となっ

ておりまして、計画的には、計画を準備

し、資料を収集して既存データを入力し、
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公有財産の照会を行い、これは法務局デー

タ等を確認して照会を行って、公有財産

の位置を入力、再調達物資価格算出等、

簿価価格等を算出してシステムを導入す

るということが今回のシステム導入目的

となっております。

　続きまして、庁舎外壁改修工事の補修

理由と内容につきましてご説明させてい

ただきます。

　今回、庁舎外壁改修工事の内容につき

ましては、新館の庁舎、本館の庁舎、本

館東館の庁舎、駐車場の改修工事が含ま

れております。それぞれの庁舎は建築か

ら数年、経年劣化しているという状況で

ございまして、一部本館の中には雨漏り

等が生じている箇所もございます。

　平成２３年度に改修工事に向けた下調

査、委託を実施しておりまして、その中

ではタイルの浮きやひび割れの箇所、そ

ういうものが現認されております。その

中で、新館庁舎につきましては全体１，

２４６平米のうち、タイル張りかえ２０

０平米、外壁塗装２，６７０平米、屋上

防水を行っていきます。本館につきまし

ても、同じようにタイルの張りかえは２

７６平米、外壁塗装が１，８０４平米、

屋上防水工事も行います。東館の改修に

つきましても、パネル外壁部の改修工事、

屋上防水工事を行います。駐車場改修工

事につきましては、外壁のサイディング

のはり部の工事を実施していく予定でご

ざいます。

　続きまして、防災備蓄の内容につきま

してご説明させていただきます。

　災害時の備蓄につきましては、地域防

災計画で想定しております避難者数１万

１，０００人余りに対して、大阪府が防

災計画の中で重要物資備蓄目標量として

おりますものを目標としております。

　実際に備蓄しているものとしまして、

平成２３年４月現在におきましては、ア

ルファ化米が１万７，０９８食、高齢者

用食が１，０００食、粉ミルクが１７５

人分、ほ乳瓶が１４０本、毛布が４，０

００枚、オムツが２，２１１個、生理用

品が２万１，９２０個、簡易トイレが４

１４個の内訳となっております。

　続きまして、自主防災訓練の内容、役

立つものについて、安否確認等はどうい

うふうにされているかという問いにお答

えさせていただきます。

　自主防災訓練は、ご存じのとおり毎年

１１月から３月にかけて各小学校で訓練

が実施されております。その訓練内容と

しましては、消火訓練、けむり体験、Ａ

ＥＤ，防災資機材の取り扱い、炊き出し

訓練などが実施されております。

　訓練内容につきましては、同じ訓練ば

かりでという批判をいただくこともござ

いますが、ＡＥＤ訓練など繰り返し行う

訓練も重要な訓練だと考えております。

しかし、防災管財課としましては、新た

な訓練の啓発としまして、建物の耐震化

の促進であるとか、今回、被災地で経験

してきました体験談の講演、要援護者の

避難訓練、防災無線を用いた訓練など提

案を行っております。

　また、今年度より防災計画にあります

避難所班の職員に防災訓練に参加してい

ただくことによって、いざというときに

は避難所運営に役立てたいと考えており

ます。

　自治会等の情報が上がってきています

かということについてなんですが、避難

所におきましては、先ほど言いました避

難所班が運営をすることになりますが、

その中で避難されている方の確認をして

いくということになりますので、その中

で確認していただくことになると思いま

す。
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　続きまして、防災拠点整備事業、別府

公園、千里丘公民館近隣の防災広場の整

備につきましてお答えさせていただきま

す。

　それぞれ今回整備いたしますのは、我々

の所管になりますのは防災ベンチの設置

と防災資機材倉庫の設置の整備工事を考

えております。同じく、別府公園につき

ましても同様な工事、設置がされるとい

うことになっております。

　今後の管理区分につきましては、防災

ベンチにつきましては、いざというとき

にはかまどとして使えますが、日ごろは

公園機能となりますことから、別府公園

の場合はベンチにつきましては公園に管

理をしていただく。それから、資機材倉

庫につきましては、防災資機材が中に入っ

ていることから、防災管財課で管理して

いくほうが妥当だと考えております。

　続きまして、避難勧告マニュアル作成

業務委託、平成２４年度には市民配布の

予算を計上しておりますが、もともとの

避難勧告マニュアルの内容につきまして

は、水害の際に安全で迅速かつ適切なタ

イミングで避難できるように避難勧告の

判断基準や避難対象区域、避難所、避難

経路、情報伝達等を検討するマニュアル

を作成すること、これが平成２３年度の

委託内容となっております。

　その中で、今回配布させていただきま

す、もともとございました洪水ハザード

マップをよりわかりやすく、特に小学校

区ごとに作成して、わかりやすく表現さ

れたものというのを、この委託の中で作

成してもらうということも含まれており

ます。もともとの委託内容としましては、

判断基準を明確にすることが主目的では

ありますが、その中でわかりやすいハザー

ドマップの配布のもとになるものを作成

しまして、平成２４年度には配布したい

と考えております。

　続きまして、地域防災計画の見直し、

平成２５年度以降になりますが、組織等

の見直しは行われていないということに

対してお答えします。

　先ほども申し上げましたように、中央

防災会議の結果を受けて、被害想定の大

幅な見直しは平成２５年ごろになるとい

うふうに言われています。それ以降、地

域防災計画の見直しを行うんですが、そ

れまでは待てないということで、一時避

難所の増強でありますとか、ご指摘をい

ただいていますが、組織図の変更、これ

も早急に行ってまいりたいと思います。

○野口博委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　安威川以南のコミュ

ニティセンターに関するご質問と、指定

管理についてのご質問にお答えしたいと

思います。

　まず、安威川以南のコミュニティセン

ターにつきましては２点ご質問をいただ

いておりますが、まず２番目に言われま

した幅広い視点とはどういう視点かとい

うこと、ちょっと逆になりますが、こち

らからお答えさせていただきます。

　この間の本会議の答弁でもるるござい

ましたとおり、これまでコミュニティプ

ラザの利用状況等を検証しながら、おと

としの５月でしたか、南摂津の駅前とい

うことで議会にもお知らせしたところな

んですけれども、これまで地域特性等、

配置等を考えたら本当にそこでいいのか

ということをずっと考えてきたところで

ございます。

　幅広い視点でと申しますのは、今回、

配置の問題で言いましたら、全体的な施

設配置のバランスの問題、地理的なこと

についてバランスのよい配置というよう

なことで、今は安威川以南、南摂津とい

うことで決めてはきておりますけれども、
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先般の本会議でもありましたとおり、味

生、鳥飼なども含めて安威川以南地域に

は市保有の１，０００平米以上の土地が

七つございますので、それらも含めて、

再度バランスの面から考えていきたいと

いうのが、まず１点目の視点でございま

す。

　２点目としましては、これもいろいろ

議会の皆様からご提案もいただいており

ました、いわゆる機能面、防災をテーマ

にしたらどうかとか、それについても検

討していこうではないかということを申

し上げてきました。また、子どもという

こともキーワードに挙がっておったかと

思います。２点目、この機能について少

し見直していきたいということでござい

ます。もう一度、その地域にどういう機

能が必要とされているのかということに

つきまして検討させていただきたいと考

えております。

　それから、３点目ですけれども、ここ

が何かと言いますと、施設をつくってか

らどういう運営をするんですかというこ

となんです。ここが恐らく、協働という

視点が必ず必要であろうということで、

施設運営のあり方について、今までの検

討からは深く議論していなかったという

ことで、この視点を三つ目として見直し

てまいりたいということです。

　まずは財源も含めまして、大きなスキー

ムについて、できるだけ早急に方針を出

して、お伝えできればというふうに考え

てございます。

　それから、この施設についてはコミュ

ニティ施設ということでございますので、

地域コミュニティという一つのキーワー

ドでございますから、総合計画との整合

性ということで言いましたら、総合計画

の基本計画中の「市民活動が活発なまち

にします」という施策のところに、まさ

しくコミュニティ活動拠点施設の整備と

いうことで、安威川以南地域にコミュニ

ティ活動施設を整備しますというような

ことを書いておりますので、もちろん見

直すに当たっては、整備に向けて検討す

るということでございます。また、ここ

の目標が市民主体のまちづくりが進んで

いると、目標としている姿です。市民活

動がより活発に行われていると、それの

活動場所として、大きくはそういう位置

づけになろうかと思いますので、こちら

の総合計画との整合性についても問題な

いというふうに考えています。

　次に、指定管理の問題でございます。

指定管理に係ります委託料ですけれども、

平成２４年度の予算総額というお問いで

ございました。債務負担行為の１７項目

に対しまして、平成２４年度当初予算額

の合計は１５億８，５８１万円となって

ございます。

○野口博委員長　石原課長。

○石原人事課長　特殊勤務手当２件と、

セクハラ・パワハラ相談件数についてご

答弁申し上げます。

　まず、特殊勤務手当の１点目、衛生一

般廃棄物作業従事手当でございますが、

支給対象職員としましては薬剤散布業務

に従事した者、また一般廃棄物の収集運

搬業務、一般廃棄物の焼却、し尿処理業

務に従事した者、また死獣処理の業務に

ついた者、感染症等の患者の救護または

感染の恐れのある物件の処理作業に従事

した職員を支給対象職員として特勤手当

を支給しております。こちらの予算額と

しましては、平成２４年度当初約１，８

００万円となっております。

　次に、土木・下水道・公園維持作業従

事手当でございますが、こちらは土木施

設と公園施設の維持補修の現場作業に従

事した職員、管渠内での汚水・汚泥等の
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しゅんせつ・搬出の管渠清掃作業に従事

した職員に特勤手当として支給しており

ます。この当初予算額としまして約９０

万円を計上させていただいております。

　次に、セクハラ・パワハラの相談件数

についてでございますが、本市ではそれ

らについて相談を受け付ける相談員、ま

たセクハラ防止委員会がございますが、

現在、本市の職員においてセクハラ・パ

ワハラの相談につきましては、相談はご

ざいません。

○野口博委員長　上村委員。

○上村高義委員　２回目の質問をさせて

いただきます。

　緊急雇用創出基金事業補助金につきま

しては、１２事業であるということで、

雇用見込み数が１１１名ということであ

りました。長年やりたくてもできなかっ

たけれども、今回こういう補助金がある

ので使ってすることにしましたという理

解でいいですよね。その中で、総務関係

としては公有財産デジタル化事業が採択

されて、やることにしましたということ

でありますけれども、これは昨年もあっ

て、ことしもあるという、来年もあるか

もしれないという、それは不確定という

ことでありますけれども、やはり雇用創

出に主点を置いて、本来は雇用をするた

めにという視点も必要ではないかと思う

んですけど、市のやりたい事業があるか

ら申請するということと、摂津市の人を

雇用確保するために申請すると、二つの

側面が本来は必要であると思うんです。

やはり雇用の場を確保するための制度な

ので、もともとは。市は公有財産デジタ

ル化等々のいろんな事業がしたいからやっ

たということで、２億７，４００万円を

１１１名で割ると、計算できないので１

００名で割ると１人当たり２７０万円、

そういう人件費になりますね。だから、

１年間で２７０万円の１１１名の方に対

価としてあげるということになるんです

けれども、やはり二つの視点があって、

摂津市のやりたい事業をやるということ

と、摂津市民の中で雇用を確保すると。

だから、来年もあるのであれば、雇用の

確保という観点もぜひお願いしたいと思っ

ています。

　そういった中で、公有財産情報デジタ

ル化をやるということであります。今の

説明の中では、ある程度の目的を持って

やるということでありましたけども、本

当にそれでいいのかなということと、公

有財産については、先日、教育委員会か

ら学校別の経年劣化の状況が報告されて、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとランクづけされたわけ

ですけれども、教育委員会には生涯学習

の施設として公民館、図書館等々もある

わけですけれども、学校だけが出てきた

んです。幼稚園は出てこない、保育所も

出てこない、図書館も出てこない、体育

館も出てこない、公民館も出てこない、

そこはどうなっているんですかと聞かれ

たときに、わからないということですよ

ね。摂津市全体を見たときには、これは

教育委員会も入るんですよね。というこ

とは、この公有財産情報デジタル化につ

いて、だれと協議をされたのかというこ

とが問題になってくるわけです。きっち

り教育委員会の人も入って、こういうこ

とにしようかということを決めたのかと

いうことが、それがちゃんとデジタル化

に向けて取り組むべき基本的なところで

合意ができているんですかと。

　これとコミュニティ施設構想と密接に

関連があるわけです。幅広い視点、バラ

ンス、機能面、運営のあり方と言いまし

たけれども、今、日本全国で公共施設が

あちこちで崩落、そういう事象が発生し

ています。日本はそういう時期に来てい
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るわけです。高度成長期にオリンピック

があって、万博があって、そのころにい

ろんな施設ができて、それが老朽化して、

高速道路が危ないとか、学校の施設が崩

落するとかが起きているわけですけれど

も、そういう時期に来ている中で、摂津

も先般、図書館で崩落したし、学校の壁

が落ちました。

　そういう時期に来ているわけですけど

も、そういうことを研究して、この前の

本会議でもうちの会派から提案しており

ますけれども、公共施設のアセットマネ

ジメントということで、いろいろな研究

がされています。各地方自治体でも取り

組みがされて、論文報告がされているわ

けですけれども、摂津市においてもそう

いった取り組みをする時期に来ている。

　その原本が、この公有財産情報デジタ

ル化なんです。そこにどういうデータを

入れるかによって、将来の活用方法が決

まってくるわけですけれども、将来の活

用方法が決まった中でデジタル化しない

と。それを将来どういうふうに利用する

かということをきっちり詰めていかない

と、ただ単にデジタル化するだけで、利

便性を求めるだけではだめなんです。

　市政方針の中に予防保全と書いていま

す。予防保全にはお金がかかるんです。

壊れる前に直すわけですから。壊れてか

ら直すのは事後保全なので、これはその

場対応で、その都度発生した金額を払え

ばいいんですけども、予防保全は壊れる

前に修理、修復するので、１０年もった

かもしれないものを先にするわけですか

ら、お金がかかるわけですけれども、予

防保全をするためには、コストミニマム

を見据えた予防保全でないとだめなんで

す。それには、予防保全計画をつくって、

最適なタイミングで保全をするというこ

とが大事なんですけれども、アセットマ

ネジメントということは、再構築をする

ときに今あるものを建てかえるのではな

くて、ＡとＢをくっつけて新たなものを

つくるというのがアセットマネジメント

的発想なんですけども、この前、市営住

宅で鳥飼野々と別府の団地二つを一つに

してつくりました。これはアセットマネ

ジメントなんです。

　今後は少子高齢社会、減少していきま

す。昔のように高度成長がなかなか見込

めない時期に、今の公共施設は本当にこ

れでいいのかということも幅広い視点の

中に入れてもらって、ぜひ検討してほし

いんです。

　そして、公民館も老朽化してきますし、

集会所が摂津市にはたくさんありますか

ら、その集会所機能がそのままでいいの

かということも含めて、摂津の目指すま

ちづくりを達成するために公共施設はど

うあるべきかということを議論しなけれ

ばならないというふうに思っていますし、

これは公有財産情報デジタル化とコミュ

ニティ施設構想事業とは密接に関連して

います。今は防災管財課で所管していま

すけれども、本来は市の中枢機能であり

ます政策推進課が窓口になって、公有財

産情報デジタル化をまとめ上げる。それ

は教育施設も所管しますし、生涯学習、

保健福祉部等々も関係するわけですから、

市の財産をすべて防災管財課が管理する

ということになっていると思うんですけ

ど、教育施設についてもすべてできる部

署が本来はすべきなんです。そのことに

ついてお答え願います。

　次に、人件費の問題については、特殊

勤務手当はわかりましたので結構ですけ

ども、１人当たり人件費７万９，０００

円ということで、これは二つぐらいあり

ますということでしたが、スケールメリッ

トがあって、人口の少ないところは１人
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当たりの人件費が上がりますということ

と、ほかのところは広域化しているので、

その分が人件費から除かれるという部分

で下がっていきますということでありま

す。

　しかし、７万９，０００円は表で見た

ときに摂津市は高いと見られるわけです。

今、国家公務員が７．８％人件費カット

されます。いずれ地方公務員にも出てく

ると思うんですけど、これからの将来を

見据えたときに、社会保障問題が出てく

ると、どうしても公務員の給与というこ

とに目が向くんです。それを年金暮らし

の人が見たときに、やはり公務員の給料

と比較して高いということになってくる

と、どうしても下げる方向にいくわけで

すけれども、摂津市は言うほど１人当た

りの賃金としては高くないんですけれど

も、数字上では高くなってくるというこ

とであります。

　やはり広域化を進めるということと、

特にごみということについては、将来構

想もありますけれども、ごみ事業につい

て総務常任委員会で議論する立場ではな

いんですけども、本来は今のがれきの処

理等々を見ていると、摂津でがれきを処

理する能力もないんですけれども、やは

り広域化して、本来は大阪府で一括して

ごみ処理をして、すべてごみ発電にした

ほうが、これからの時代には、原子力が

なくなる時代にはより効果的だと思うん

ですけど、そういった視点もぜひ探って

ほしい。これは要望しておきます。

　それと、セクハラ・パワハラはないん

ですかということでしたけども、ありま

せんということであります。相談がない

のがいいのかどうかということも一つあ

るんです。あったほうが、本来はオープ

ンな、より相談しやすい窓口だというこ

ともあるんです。ないということは、相

談しにいけないということがあるかもし

れないんです。

　実は、先般、国会を見ていましたら、

沖縄の教職員の件が問題になっていまし

て、学校の先生は残業がつかないんです。

ただし、４％上乗せされていて、日曜日

であろうが、５時を過ぎてても、早朝で

も出てきて、教職員の業務をするという

ことになっているわけですけれども、沖

縄はゼロ時間授業というのがあるんです。

１時間目の前に、１時間早く出てきて受

験勉強や補習をする。それは、親からの

要請があって、ＰＴＡ会費からその人に

謝礼金を払っているわけです。それは違

反ですよということがあって、ＰＴＡの

人は会費が上がるから、本来はやめてく

ださいと言いたいんですけれども、それ

を言うと、その人の内申書が下がるから

言うに言えない。それが２３年間続いて

きたということなんです。だから、言う

と仕返しがくるから言えない。

　もう一つある大阪市の問題もそうです

よね。教職員組合、大阪市の職員組合も

いろんな活動をしていて、それが人事権

も組合が持っている。おかしいと言うと、

自分に仕返しが来るから言わないという

ことになっているわけですけれども、摂

津のセクハラ・パワハラについても、言

いたいけど言ったら、相手は上司なので、

自分に仕返しが来るから言えない、こう

いうことがないかどうか、そういう窓口

をもっとオープンにする方向を模索して

ほしいということ、これについてはもう

一度答弁をお願いします。

　次に、防災関連についてですけれども、

備蓄品の問題については、品目を言って

もらいました。医薬品というのが抜けて

いたわけですけれども、大震災を見たと

き、緊急の医薬品等々も要ると言われて

いるわけです。風邪をひいたら風邪薬が
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ありますけど、そういうのもなくなった

場合、例えば避難所に行ったときにそう

いう医薬品が要るのか、それはどこかの

専門家ときっちり協議して、摂津の医療

団体と連携するとか、そういうこともきっ

ちり詰めておかないと、食べるものだけ

ではないんです。いろんなことが想定さ

れるので、そういう想定をきっちりして

ほしいということ。

　自主防災訓練については、まだまだ実

際の災害に適応しているかどうか不安感

があるわけです。今、課長から説明を受

けたけれども、なかなか僕は安心して課

長に命を預けるということにはならない

んです。だから、市民が安心して摂津に

住めるという条件をきっちりつくってい

かないと、安心、安全なまちはでき上がっ

ていかないんです。それは防災管財課単

独では無理なんです。庁内の全部署、市

民の団体の皆さんと連携しながら、いろ

んな問題点を探るということが非常に大

事であって、先般、自治会の皆さんが研

修に行っていましたよね。ああいう研修

を通して得てきた知識を、実際の訓練に

生かすということが大事なんです。

　防災拠点整備については、そういう監

督をしていくということで、ベンチにつ

いては各々の所管が管理する。防災資機

材については防災管財課がしますという

ことであります。

　それと、避難勧告判断・伝達マニュア

ル、これは説明がわかりにくかったんで

す、何が主なのか。この前の本会議での

要援護者避難マニュアル、あれは非常に

わかりやすかったんです。保健福祉部長

の説明は、あれだったら高齢者が安心し

て避難できるなと思ったんですけど、今

の説明では摂津市民が安心して避難でき

るのかなという、私は非常に不安を持っ

たんです。

　防災関係の話で、これも先般、うちの

会派で代表質問をしましたけれども、実

は自治体の事業継続計画・ＢＣＰについ

てうちの会派から質問したんですけれど

も、総合計画の中ではＢＣＰは事業者が

やるべきことと書いているわけです。市

内の事業者がＢＣＰをしなさいと書いて

いるわけです。やはり市役所そのものも

ＢＣＰをしないと、例えばごみ収集が１

日とまると、９０トンのごみが市内にあ

ふれるわけです。これは何時でも続けて

もらわないと困るというのがあるわけで

す。

　東京なんかは多分ＢＣＰをつくってい

ると思うんです。いろんな自治体もつくっ

ているわけですけれども、これは平成２

０年にできました総務省が出した地方公

共団体におけるＩＣＴ部門の業務継続計

画・ＢＣＰガイドラインなんですけども、

平成２０年８月なので、これは阪神・淡

路大震災を教訓にしてコンピュータ部門

の業務継続計画をつくりなさいとなって

いるわけです。

　これはつくろうと思ったら膨大なお金

も要るし、人手も要るわけですけれども、

しかし今は東日本大震災を見ていて、釜

石の奇跡は何だったかといったときに、

こういうＢＣＰ的な発想をしていたから、

ああいう行動がとれるんです。

　この継続計画を運用するのをＢＣＭ、

業務継続マネジメント管理というんです

けれども、これはＰＤＣＡを回すという

ことなんです。だから、プランをつくっ

て、その計画に基づいて実際にやってみ

て、問題点があれば改善するということ

なんです。ですから、いろんな避難マニュ

アルをつくる。避難訓練をする。問題点

を洗い出して、また避難マニュアルを改

定する。これがＰＤＣＡなんです。

　地域防災計画も、計画があって、訓練
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して、問題があれば防災計画を見直す。

これが５年間も一緒というのはおかしい

んです。防災計画がずっと同じだという

のはね。いかに訓練がすべてうまくいっ

ているということかもしれないですけど

も、いろんな問題が出てくる、それで計

画の修正をする。そして、最新版にして

おくというのが本来はＰＤＣＡを回すと

いうことなんですけど、それをきっちり

するということが大事なんです。

　このＢＣＰをつくるに際して、地域防

災計画があるからということでみんな逃

げているわけですけれども、地域防災計

画は、職員はみんなスーパーマンなんで

す。どんな地震があっても生き残って、

ぴんぴんしている計画なんです。全部職

員は適正配置についているという計画に

なっているわけですけど、本来は職員も

被災するし、事故にも遭うし、そういう

ことを想定した計画をつくりなさいとい

うのがＢＣＰなんです。そういったとき

に市は何のためにあるのか。人の命を守

る、財産を守るということが第一条件な

んです。だから、人命救助が先なんです

けども、人命救助にどういうふうに市と

して動けるかということと、その後、２

日目、３日目ぐらいは通常の業務、市民

が必要としている業務があるわけです。

それも滞ったらだめなんです。それも継

続できるようにしておきなさい、それは

何かということを明確にしておくという

のがＢＣＰなんです。

　だから、東京で一斉の避難訓練があり

ましたけども、あれで問題点を見つけて、

何をすべきかということが検討されてお

りますけれども、摂津市もやったんです

よね、職員の徒歩参集訓練。第１部と書

いています。６３名の参集訓練をして、

徒歩で来たのが３３人です。時間を集計

していただいておりますけれども、第１

部ということは１回目ということですか。

所管したのはどこですか。これが第１回

ということで、実際はどういう動員計画

があって、何人動員したかということと、

これは訓練記録に保管しておくべきなん

です。これを地域防災計画と見比べてど

うなのかということ、これが防災計画の

第一歩になるし、近々３月２２日に初動

体制の情報収集訓練をやるんですよね。

それもきっちり計画をつくって、どうい

う情報が集まるのかということを明確に

しておかないと、地域防災計画の体制は

どうなのかということを明確にしておか

ないとだめなんで、そこも含めて防災計

画に対して再度お答え願いたいと思いま

す。

　指定管理料については、私が計算した

ら１５億８，５８０万５，０００円でし

た。山口課長は１５億８，５８１万円で

した。私の計算と山口課長の計算が合っ

ていたという、これは奇跡的というか、

去年までは計算したくてもできなかった

んです。平成２４年度予算からは、私で

もできるようになりました。これで、私

も責任が発生したということなんです。

今まで指定管理はと聞かれると、我々議

員は数字が表に出ていないから責任の取

りようがないんです。これからは、我々

議員もこの予算書でもって指定管理料が

管理できるから、我々も責任が発生した

ということです。

　そういった意味ではいろいろな苦労が

あって、やはり目に見える形で、オープ

ンにするということでは非常によかった

のではないかと思っていますので、この

ことについては感謝申し上げたいと思い

ます。

　２回目、以上です。

○野口博委員長　北野次長。

○北野総務部次長　先ほど私の答弁に漏
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れているところもございましたので、再

度答弁させていただきます。

　まず、雇用創出基金関連のご質問でご

ざいますが、雇用創出の視点というご質

問がございました。これは、もともと事

業採択をしていただく上での条件といた

しまして、その事業費に占める新規雇用

人件費の割合が２分の１以上なければな

りません。それと、ヒアリングで最も大

阪府がご指摘いただいておる点が、一つ

は新規雇用を図った方々の次の雇用に結

びつける、どんな形で技量をつけさせる

のかという、ＯＪＴの対策はどうするん

やと、そこまでいろんなやりとりがあっ

て、今回１２事業が採択されたわけであ

ります。

　先ほどのご質問からしますと、この２

億７，４９３万３，０００円の，単純な

計算ですが２分の１を人件費としますと、

１億３，７４６万６，０００円になりま

す。それを１１１名で割り算をいたしま

すと、１人頭は１２３万８，０００円、

これも雇用期間が各事業でばらばらでご

ざいますので、並べて言うなら１２３万

８，０００円の創出になるということで

ございます。

　次に、もう一点、財産台帳等のデジタ

ル化と将来にわたっての営繕、予防保全

に活かせるのかどうかというお話でござ

いますが、まだ我々の事業のやり方とし

まして、下水もそうなんですが、建物も

そうなんですが、まず事業に取り組むこ

とに優先してきたということでございま

した。いわゆる紙ベースでのデータは何

とか各所管で手元にあると思うんですが、

一定の諸条件をつけたデジタル情報とい

うのは、てんでばらばらな状況にござい

ます。

　そこで、今回、公有財産の元締めであ

ります防災管財課で財産台帳の一定の諸

条件を付した電子情報を収集することに

よって、これから発生いたします各公共

施設、箱物のライフサイクルコストをど

う考えていくんだということ、あるいは

道路台帳を電子化することによって、地

図情報を共有化し他の事業に役立ててい

くこと、そういう形で雇用創出基金の事

業を活用してまいると。そのために、今

回こういう、どちらかと言いますと、雇

用創出事業として、いわゆるＧＩＳであ

るとか、そういうテクニックを身につけ

られる事業が多く採択されたのは、我々

にとっては非常によかったのかなと考え

ております。

○野口博委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　何点かのご質問に

ご答弁させていただきます。

　まず、公有財産デジタル化の取り組み

から庁内全体へのアセットマネジメント

の考え方でございますけれども、お話に

ありましたように、すべての施設が全エ

リアで老朽化しており、特に教育委員会

がたくさんの施設を持っておりますので、

今後適宜補修をしていくという、本会議

の答弁でもありましたように、その辺に

ついては適切に処理していきたいと考え

ております。

　また、行革の実施計画の中に、これは

少し違いますけれども、施設の維持管理

計画というような項目もございます。ア

セットマネジメントの全体の考え方とし

て、まず基本計画を策定するということ

で、全体の目標を設定する必要がありま

す。また、資産の状況管理もする必要が

あると。その資産の評価、分析を行って

いく。その分析に基づいて、事業計画を

策定するというようになっており、財政

状況によってどのようにしていくかとい

う全体の実施決定をしていく。それを、

また事業評価をしていく、この繰り返し
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が必要になってまいります。

　また、東京都等におかれましては、道

路なり橋なりでこういう取り組みをされ

ておられるというような情報もございま

すので、我々といたしましたら政策推進

会議がございますので、そのあたりでこ

の事業の中で可能な限り、全施設で取り

入れることが可能であれば、その辺を情

報提供し、庁内の共有化を図り、事業の

執行を図ってまいりたいと考えておりま

す。

　ただ、今回は短時間の協議において、

雇用創出事業を大阪府とのヒアリングの

中で、庁内で短時間の中で協議いたしま

したので、微に細にわたりまして共有化

ができていないような状況にありますの

で、早急にそのようなことは対応してま

いりたいと考えております。

　それと、人件費のところでございます

が、ご答弁はということでございました

が、我々として少しご説明をしておきた

いという点もございます。

　まず、人件費全体の考え方として、本

市が平成２２年度決算時に職員１人当た

りが上から６番目にあるということは、

紛れもない事実でございます。ただ、職

員全体の人件費につきましては、まず初

任給、それと１，０００人当たりの職員

数、そのあたりを説明させていただきま

すと、初任給におきましては、市レベル

で３１団体が府下にあると思いますが、

本市はその中で大卒、短大卒、高卒にお

きまして２０団体と同じ初任給の格付を

しております。

　また、平成２３年４月１日現在の人口

１，０００人当たりの職員数で割ります

と、市平均で７．７、本市は７．９とい

うことで、地域手当が近隣都市におきま

して１０％なり１２％なり、場合により

ましてはそういう団体がありますので、

その中で本市が６％で動いている中で、

必ずしも一人一人の職員は高くない、ど

ちらかといいますと、地域手当等から見

ますと、まん中、またそれより下位に位

置づけるのではないかというふうに思っ

ております。決算統計上の数字が高い位

置に属しますのは、やはり退職手当も含

んだ人件費総額になっております、平成

２２年度ちょっと今手元にございません

が、約５０名ぐらいの方が定年を迎えら

れたと、それ以外に定年前退職もござい

ました。６６０、６８０という職員の中

の５０名、五十数名でございますので、

人件費が高い１つの要因になっているの

ではないかというふうに考えております。

　それと、セクハラ、パワハラでござい

ますけども、セクハラの委員会におきま

しては、我々できるだけ各フロア、近い

ところに啓発員を置くような形で要綱を

設定しております。また、啓発員の職階

におきましても管理職だけでなく、管理

職以外の方においても啓発員になってい

ただいたり、また男性女性の比率につい

てもそれなりに配慮しております。ただ

相談がないのは、もしかすれば我々がそ

ういうことをそういうのを要綱をつくっ

て委員会を立ち上げて、そういう相談体

制にあるというのがまだまだＰＲ不足か

もわかりませんので、その辺につきまし

て、我々今後力を入れていきたいという

ふうに考えております。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　今後の防災体制、

防災対策についての問いに答えさせてい

ただきます。

　まずは、職員の防災訓練につきまして

は、去る１月２０日，課長級以上の管理

職を対象に徒歩参集訓練を実施いたしま

した。この訓練は地震による交通機関が

途絶したことを想定して、徒歩訓練とい
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たしました。参加対象者のほうは６３名

のうち３３名が自宅より徒歩によって参

集ということで、６０分以内に参集でき

る職員というのは３２名、約半分が参集

できました。

　また３月２２日、これからなんですが、

情報収集と情報伝達訓練を予定しており

ます。避難所となる学校へ参集して、施

設を確認する訓練、それから、防災計画

にある各班の調査を行って、防災無線を

使った情報伝達訓練を行いたいと思って

おります。

　また、課長級以上の管理職につきまし

ては、抜き打ちの参集訓練も別途行う予

定にしております。

　これら訓練をもとに、実際に災害が発

生したときに職員みずからが被災した、

または、交通機関の途絶によって市役所

に困難があることは十分考えられる話で

ございます。限られた人員で事業を、つ

まり事業といいますのは防災対策を実施

することになります。これらが考えられ

ますと議員がご提案いただいております

事業、継続計画、ＢＣＰは非常に重要で

あると考えております。

　また、平成２２年には大阪府によって

説明会が開催されておりまして、事業継

続計画を策定するようにということで説

明はいただいているんですが、実際に自

治体で作成しているところというのは少

数にとどまっているというのが現状でご

ざいます。

　しかし、東日本大震災においては多く

の職員、実際に行政職員が命を失われて、

市役所やまち役場が津波による被害を受

けたということから、その想定の重要性

は認識しております。

　災害時における事業継続計画は、最低

限に必要な業務をいかに継続させるか、

行政として必要な業務はその時点では、

災害対応の業務であって、地域防災計画

と全く違う計画を立てる必要はないとい

うふうに大阪府は説明されておりました。

　これに基づきまして、実際に参集した

職員でどういう業務ができるのか、その

辺も含めて今後策定してまいりたいと思

います。

○野口博委員長　上村委員。

○上村高義委員　今の西川課長の説明は

非常にわかりやすくて、これやったら任

せても安心、大丈夫かなという気持ちに

させていただきました。

　やはりそういった形でＢＣＰ的な発想

を持って、今までの地域防災計画は、す

べて職員は守られている、災害に遭わな

いんだという思想できたんですが、やっ

ぱり職員も災害に遭うし、それを限られ

た人数でどう運営していくかということ

を日ごろシミュレーション、訓練してい

なかったら、いざというときにはパニッ

クになるんですよ、みんなが右往左往し

ちゃってね。だからその状況は常につか

んどくというような管理監督者、市長は

大事なんですよね。そういう人が集まっ

てきた中で、摂津市のいろんな形でどう

指示していくかということが、常日ころ

訓練しておかないと、いざというときに

指示が、判断ができないということにな

ります。

　今、全国で、地方自治体の公共施設の

老朽化。国の施設も１５０兆円ぐらいと

言われたんですが、地方自治体で４５兆

円ぐらいの金がいると言われているんで

す。摂津市では、幾らかかりますかと言

われても、はてななんですよ。やはり摂

津市の施設の老朽化対策に幾らかかるの

か、ある程度数字を持っておかないと、

これは要るお金なんですよ、いずれは。

今の外壁塗装をやりますけれども、１億

かかりますよね。急に１億円が要ること
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になったんですよ。５年前にはそんなこ

と言ってなかったですよ。去年ぐらいか

ら、雨漏りがしてきた、やると１億円か

かるわけですよ。だから中期財政見通し

等々には、そういうのが入ってなかった

んですけども、こういう施設の老朽化、

市民サービスにかかわるものは、やらざ

るを得ないんですよ。やっぱりそういっ

たことが、きっちり情報のデジタル化の

中に、建設年月日、補修履歴、建物の状

況、そして補修費用、建て替え費用等々

が網羅されなければデジタル化の意味が

ないんですよ。

　将来的には、今あるものをそっくり建

てかえるんじゃなくて、将来のまちの人

口、有りようを見て、本来は統合したり

廃止したりという選択肢も入ってくるわ

けです。それがアセットマネジメントで

あって、ＢＣＰとも非常に大きく連動し

ているわけです。本来のＢＣＰは、例え

ば情報システムのコンピューター、さっ

き三宅委員がクラウド化という話もあり

ましたけども、今ある設備を守ろうと思っ

たら、発電機が要るし、発電機は何時間

もちますかとか。水害対策は大丈夫です

かと、例えば、消防の車庫には水は来ま

せんか、水道のポンプ設備は水につかり

ませんかといったときに、本来は上に上

げるわけです。上に上げていく計画をつ

くって、次の更新するときには、上に上

げましょういうことをアセットマネジメ

ント、もしくはＢＣＰで入れておくと、

タイミングがきたときにその形がとれる

わけです。

　今、東日本大震災で高台移転をするか

どうか非常に皆さん議論していますけど

も、本来はもう少し前にＢＣＰをやって

おけば、恐らくこういうケースについて

も、高台移転という議会の承認も得てい

て、そしていざというときには高台移転

しましょうかということで土地も見つけ

ておけば、すぐにまち自体の事業継続計

画ができるわけなんです。そういったこ

とを摂津市においても全庁的にどんな問

題があるか議論し、問題点を出して、そ

れの解決策を立てて、そういうタイミン

グが来たときにやるということが必要な

んです。

　この辺は、摂津市の全体にもかかわる

話なんで、最後に副市長からその辺の考

え方、災害についてどういう決意なのか

答弁をいただきたいと思います。

○野口博委員長　副市長。

○小野副市長　いろいろご指摘いただき

ました。

　思い出しますのは、昭和４２年に夜中

に一気に大正川の堤防が切れまして、あっ

という間に市役所庁舎１階の書庫あたり

まで水没したというようなことがありま

した。もう職員でその時のことを知って

いるのは私だけじゃないかと思います。

そのときは、中央環状線の中間まですべ

て水没いたしました。ボートも出ていた

ことを記憶しております。職員の車も、

気づいた人間はよかったんですけども、

ほとんどが水没したというようなことも

４４年前にございました。

　それで、私が言ってますのは、地域防

災計画も立派なものはあるんですが、あ

れはほとんど読まないんですね。したがっ

て非常に簡易なものでいいんで、ダイジェ

スト版でいいんで、本当に読むものをつ

くらないと、あらゆるものを想定してし

まいますと、ほとんど読まないんじゃな

いかというのことを１つ言っています。

　もう１つは、いわゆるこのごろよく言

われます、見逃し三振より空振り三振を

というような言葉も、私もそのとおりだ

というふうに思っています。そういうこ

とをトップがどう判断できるかというよ
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うなこともシミュレーションをやってお

かないといけないと思います。私はやは

り今回の問題でも、空振り三振ができな

かったのがあの状況だというふうに思い

ます。

　もう１つは、最悪を想定しておくべき

だということがあります。きのうもテレ

ビで河田教授が、三連動地震が起これば、

大阪で津波から免れるのは大阪城だけだ

そうでございまして、通天閣にも６メー

ターまで押し寄せると。何よりも怖いの

は、津波が淀川も上がってきますけども、

液状化によって石油タンク等の火災に巻

き込まれるだろうということも言われて

います。これはどうなのか本当にそうな

のかという意見もありますが、防災専門

家の河田教授がはっきり言われてました

ので、そういうシミュレーションもある

と思います。これは摂津市にも無縁では

ないと、すべて水没ということを言って

ました。

　そういうことも含めて、どう想定する

かが一つ大きなポイントだと思います。

それはやはりきちっとした資料に基づい

て、最悪の想定をした上で考えておかな

ければ、役に立たないんではないかとい

うのがあります。全国市長会の今の森会

長が、中越大地震での具現者でございま

すから、そんなことも含めて資料をきちっ

と集めて、とりわけ私は、きのうのテレ

ビの通天閣までもが６メートルも沈むと

いうことになりますと、大阪市内はほと

んど水没ということですから、それと摂

津市がどうかかわってくるかということ

で、厳しいこと言われたなと改めて思い

ます。そういうことできちっと資料を集

めた上で、どう想定すべきかということ

をもう一度肝に銘じたいと思います。

　もう１つ、公共施設の問題につきまし

ては、本会議でも言われておりますので、

財産売却収入の問題も出てくるかもわか

りませんけども、今、４筆と７筆でした

か、平成２３年、２４年で１１筆を上げ

たんですが、あと、３２筆。そういうこ

とも含めて、この公共施設について今ま

で目をつぶってきたと、はっきり申し上

げたら、その時その時でやってきたとい

うのが、財源との兼ね合いがございまし

たんで。そうも言っておられないという

ことがありますので、総務部長も申し上

げているように、この上半期ぐらいにき

ちっと一遍まとめてみて、そしてその財

源手当てがどうできるのか、できないの

かということを明らかにしないと、今議

会の議論が前に進まないということを私

も承知しておりますので、これも安心安

全、防災の面から見ましてですね。

　あと５１箇所ある集会所、これも一体

どう見たらいいのかということが第１次

行財政改革からの課題でありまして、一

歩も動かせなかったということがありま

すから、そのようなことも含めて、防災

の観点からの公共施設のありようと、そ

れから今の危機管理の、防災計画の考え

方、いま一度整理した上で、また事前に

ご相談申し上げながら進めてまいりたい

というふうに考えているところでござい

ます。

○野口博委員長　上村委員の質疑が終わ

りました。

　暫時休憩します。

（午後３時　３分　休憩）

（午後３時３３分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　質疑を続行します。

　三好委員。

○三好義治委員　まず、予算書５１ペー

ジの財産売払収入の５億７，２０４万９，

０００円、この内訳を詳しくお聞かせい

ただきたいのと、もう一方では、公共用
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地検討委員会で対象物件を検討をされて

きた背景がありますが、これの将来見通

しについてお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それと、予算書５１ページで、公共施

設の整備基金繰入金、これも５億１，３

００万円今回繰り入れを行っております

が、中期財政見通しの中の主要事業項目

を見てみますと、来年度の平成２５年度

で、この公共施設整備基金を２４億５，

０００万円支出する状況になっておりま

す。今試算をしている中でいきますと、

この公共施設整備基金というのは、そん

なには確保されていないだろうというよ

うな見込みをしております。これについ

てまず、公共施設整備基金の現状と、そ

れから主要基金の現状もお聞かせいただ

きたいのと、平成２６年度以降の中期財

政見通しの中で、そういったところをど

う踏まえていくのかお聞かせいただきた

いと思います。

　それから、５９ページの市債が計上さ

れておりますが、これも中期財政見通し

では、建設債については１５億円を限度

として５年間で７５億円を見込んでいま

す。中期財政見通しを見ますと、平成２

６年、２７年度につきましては、この主

要事業だけで、まずは平成２６年度は１

４億２，７００万円、さらに平成２７年

度は１２億９，８００万円というような

市債発行額を想定しておりますが、それ

以外の建設事業費に対する市債発行とい

うのは十分抑えていけるのかという点に

ついてお聞かせいただきたいと思います。

　続きまして、市税についてですが、こ

れについても中期財政見通しで、平成２

１年度に策定した中期財政見通しと、平

成２３年度に策定した中期財政見通しの

歳入の乖離が、市税の当初は１９２億円

近くで組んでいた部分が、平成２３年度

になると１７０億円ぐらいまで落ち込ん

でいると思うんです。この市税収入の見

直しについては、今どう考えられている

のかお聞かせいただきたいと思います。

　それと、この滞納繰越分の額が非常に

ふえてるんですが、今年度の予算で、個

人市民税の滞納繰越分１億２，７００万

円が収入として計上されておりますが、

そのもとになってくる調定額というのは

もっと額があると思うんですが、この調

定額から見るこの１億２，７００万円と

いう予算について、徴収率のアップはい

ろいろ考えていただいていると思います

が、徴収率のトレンドについてお聞かせ

いただきたい。もう一方では、滞納者に

ついての差し押さえの分、インターネッ

ト公売もやっておりますが、実際の差し

押さえがどれぐらいの件数で、どういう

ふうな状況になっておるか、この点につ

いてもお聞かせいただきたいと思います。

　２１ページで、ことしは固定資産税の

評価替えの年であります。冒頭、総務部

長から固定資産税の見込みについて、今

年度は評価替えによって１億２，０００

万円の減額予算が組まれているというよ

うな説明もありましたけども、この固定

資産税の評価替えの全体の作業内容とい

いますか、どういうふうな分析をしなが

らこの評価替えというのは進んでいくの

かについてお聞かせいただきたいと思い

ますし、算出根拠がわかれば教えていた

だきたい。

　２３ページで、市たばこ税、これは昨

年度と同額の７億８，０００万円が入っ

ておりますが、補正予算第４号でも見ら

れるように、平成２３年度につきまして

は、たばこ税というのは増額補正をされ

ております。今年度の見込みと今の状況

をどういうふうに把握しているのかお聞

かせいただきたいと思います。
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　５３ページの市税延滞金１億９，００

０万円で、これも延滞金の利率が非常に

高いというのは、これは国基準で定めら

れているということは理解をさせていた

だいておりますが、ただ、納期期限が定

められている中で、１期分と２期分とい

うのは非常に短期なんですね、納期期限

が。３期分、４期分になると期間があい

てくるんですが、この１期分、２期分に

ついて納期限をもうちょっと延長できな

いかということをお伺いさせていただき

たいと思います。

　それと、消防及び防災関係についてで

す。午前中からのいろいろな質問がある

んですが、３８ページで緊急消防援助隊

の設備整備費補助金が１，１６４万円載っ

ているのと、それから概要の９８ページ

で、消防本部車両と資機材の整備事業１

億３，８７５万９，０００円が計上され

ております。消防関係でも中期財政見通

しを見ますと、消防資機材整備事業で１

１億６，１００万円のこれから平成２９

年度までの計画を組まれております。こ

の中身についてお聞かせいただきたいの

と、今年度については、消防車両を３台

購入するということを伺っておりますが、

これからの消防資機材の整備計画につい

てお聞かせいただきたいと思います。

　それから、防災資機材及び備蓄用品の

整備事業で３４１万１，０００円と、情

報収集伝達体制整備事業で４７０万４，

０００円が計上されております。防災資

機材の整備ということで今年度もボート

２隻購入とか、防災備蓄品の購入とかの

予算が載っておりますが、今、平成２５

年度の大阪府の危機管理室から出てくる

ような防災計画以外で、今、摂津市とし

て防災資機材としてリストアップしてい

る中で、まだ購入ができていないような

ものはないのかということをお聞かせい

ただきたいと思います。

　人事関係についてですが、職員自主研

究グループの補助金３０万円が計上され

ております。３名以上で活動する場合の

インフォーマルでの研究についての補助

金ということも伺っておりますが、やや

もすると、この補助金を出して、それか

ら自主研究を定時後で行った場合に、フォー

マル活動としてみなされるような背景が

出てくる可能性もあるんですね。そういっ

た場合に本来は残業をつけなければなら

ない。そういった処置がなされているの

か、そういう対応についてはどうされる

のかをお聞かせいただきたいと思います。

　それと、給与費明細書の関係で、職員

の定年退職の推移と自己都合退職者の一

連の関係をお聞かせいただきたいと思い

ます。

　もう一方では、職員の級別の標準的な

職務内容から見て、７級相当で定年を迎

えられたときの退職金、概算の数値でい

いんですが、幾らぐらいになっているの

か、基礎給を含めて何か月の支給になっ

ているのかお聞かせいただきたいと思い

ます。

　臨時非常勤職員数の推移も平成１０年

度から平成２３年度までのデータをいた

だいてるんですが、平成１０年度のとき

には、正職、非常勤職員で合計１，０５

８名おられました。その時の正職員が８

７０名、臨時職員が１８８名。平成２３

年度を見ますと、職員数、再任用の常勤

勤務者が７１１名、それで非常勤職員と

か臨時職員を入れますと、１，１３３名

と約七十数名逆にそういったもんでは人

数がふえてきていると。この体制のあり

方についての市の考えをお聞きしたいの

と、もう一方では、非常勤と臨時職員の

福利厚生のあり方についてお聞かせいた

だきたいと思います。
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　その背景には、パートタイマー等退職

金共済に対する負担金が掲載されている

わけですが、この部分は答弁は要りませ

ん。非常勤職員に対する福利厚生が今ど

ういうふうになっているのか、今後の見

通しも含めてお聞かせいただきたいと思

います。

　それと、給与関係の中で地域手当の６

％問題というのは、本市において隣接し

ている市から見ますと、なぜ６％という

数値なのかというのが今でも疑問であり

ますが、今日まで行政当局としてどのよ

うに動かれてきたのか、今現時点どうい

うふうになっているのかお聞かせいただ

きたい。

　それと、国の７．８％の国家公務員給

与の削減について、たまたま先ほど市議

会旬報がメールボックスに入っておった

のですが、地方６団体が共同声明を出し

ました。国家公務員給与引下げ法案成立

の中で、これについては国は地方への強

制をしてはならないというようなことが

出てたのですが、この７．８％問題で今、

人事当局としてはどういうふうに把握し

ているのかお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それと、市営住宅問題についてでござ

います。３１ページで、市営住宅の使用

料が７，７１０万３，０００円計上され

ております。これについては決算でも質

問をさせていただきましたが、決算で質

問した以降、摂津市支援住宅家賃滞納整

理事務処理要綱をつくっていただきまし

た。その中で、三島住宅の現在の入居状

況を教えていただきたいのと、滞納され

ている方の昨年の決算以降どういう状況

になっているのかお聞かせいただきたい

と思います。

　市営住宅関連の３９ページ、社会資本

整備総合交付金、これは１，０００万円

入っています。それと５３ページで市営

住宅整備基金の繰入金１億円も入ってお

りますが、ここでもう一方、予算概要の

１８ページで、市営野々団地等のフェン

ス工事の１５０万円、さらに、鯵生野団

地と鳥飼野々団地の解体事業で１億５，

２４５万３，０００円、こういった予算

が入っております。その中で、補正第４

号の５ページの継続費の補正で、１６億

３，６１８万５，０００円の継続費を組

んでいたのを１３億１，１８３万５，０

００円まで減額しております。こういう

一連の予算の中で、まず、市営住宅関連

は中期財政見通しで２２億円見ていたと

思うのですね。それが１６億３，６００

万円まで減額をし、さらに１３億１，１

００万円ですべて工事が完了したという

継続費の予算が組まれているのですが、

一方では、市営住宅の建替えが終わって

いるんですけど、一方では、基金からの

繰入れ１億円をされていると、この市営

住宅の目的基金を今後どうしていくのか

についてお聞かせいただきたい。

　もう一点は、こういった一連の建設工

事の継続費の中に、本来ならば市営住宅

のフェンスの設置とか解体工事というの

も、組み込む必要があったのではないか

というふうに思っておりまして、今回新

たに解体工事が出てきたと、僕は、予算

の一括管理をやる場合には、そういった

項目もまずは議会にも示しておくべきだ

ろうというふうに考えておりまして、こ

ういう予算措置のあり方についてお聞か

せいただきたいと思います。

　もう一つは、市営住宅の関連で、予算

概要の９４ページで、一津屋第一団地の

水道メーター及び検針盤の取替工事が１

８３万８，０００円計上されております

が、本来、水道の財産区分というのは、

第一バルブで、メーターは、本来、水道
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の持ち物だというふうに思うのですが、

なぜ防災管財課がこの予算を計上してい

るのか。本来、メーター関係ならば水道

の資産であって、水道部が替えるべきも

のだというふうに思っているのですが、

この背景についてお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、市史編さん事業の質問です

が、概要の１２ページに、１，５４６万

５，０００円計上されております。平成

３２年で完成をすると言うているのです

が、年間１，５００万円を投資して、こ

れから８年か９年かけて、トータルする

と１億円を超えるんです。だから、構想

としてどんな市史編さんをしていこうと

しているのかということについてお聞か

せいただきたいと思います。

　それと、土地開発公社の補給金につい

て、これは２，０００万円計上しており

ます。土地開発公社のこの２，０００万

円について、昨年より５００万円下がっ

ております。ただ、土地開発公社の全体

の今の簿価額を見ますと２１億４，００

０万円、今年度、別府公園用地並びに千

里丘三島線代替地、こういったところが

売却されるのですが、例えば、別府公園

の土地の今の評価額というのは７，８０

０万円なんですね、それを今度、簿価額

が上がって２億７，０００万円、これを

買い戻しするということになっているの

です。私も、土地開発公社の健全化につ

いては全然異論はないのですが、その中

で、やはり、これまでの行政の中で先行

取得をしながら置いてきた、それがよう

やく買い戻しをするということは十分わ

かるのですが、土地開発公社の今後の動

きについてお聞かせいただきたいという

ふうに思います。

　それと、秘書課関係で、広報事務事業、

これも本会議で話も一部しましたが、１，

７４４万５，０００円、広報の充実で１

日号が４万５，０００部、それから１５

日号が３万２，０００部、第４次行政改

革の中では、この月２回の部分を月１回

にしていきたいと、本来は平成２４年度

の実施項目になっております。これが今、

見直しをもう一方ではかけなければなら

ないと、本会議でも言いましたけれども、

広報広聴活動は、今、インターネットの

中ででも十分把握できるんですが、なか

なかやっぱりお年寄りの中では、パソコ

ンが普及されてないというようなことも

言われております。この広報の見直しに

ついて、どういう見解をお持ちしている

のか改めてお聞かせください。

　それと、１８ページ、これも午前中あ

りましたけれども、８８０万円かけて電

気自動車を２台購入する。本会議でも代

表質問で話もさせていただきましたが、

節約の精神ともったいないということを

考えたときに、僕は、車両管理で電気自

動車の購入に関しては否定はしないので

すが、もう十数年前に、この車両管理の

あり方について、公用車の普通自動車か

ら軽自動車への乗りかえを相当言ってま

いりました。それが普通自動車から軽自

動車にそれぞれ変わってきて、私、もう

一方では、絶対数も減らしなさいという

話もしてきたのですが、今、駐車場を見

ますと、全車両が一斉に出ている姿は今

まで見たことがございません。そういっ

た中での今回の電気自動車の購入に当たっ

ての車両管理の総数のあり方と管理運営

について、どうなされていくのかお聞か

せいただきたいと思います。

　それから、神安土地改良区の総代総選

挙事業で、これも４市の持ち回りの中で、

１６年に１回という総選挙の事務を今年

は本市が行うんですが、摂津市は第８選

挙区で有権者２１３世帯というふうに伺っ
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ております。この選挙関係について、総

代を第８選挙区の中で５人選出するとい

うことも聞いておりますが、もう少し詳

しく、例えば、４市の中で何人の有権者

がいて、どういった事務作業が摂津市に

委託されているのか。この点についてお

聞かせいただきたいと思います。

　それと、５５ページの雑入で、環境支

援自販機設置料が１９０万円計上されて

おります。環境支援自販機の今の設置台

数と、併せて、これからまた発生すると

思いますが、教育支援自販機の今の設置

台数と見込み額も含めてお聞かせいただ

きたいと思います。

○野口博委員長　北野次長。

○北野総務部次長　財政課にかかわりま

す５点について答弁させていただきます。

　まず、公共施設整備基金繰入金５億１，

３００万円の関連でございますが、公共

施設整備基金の基本的な充当の考え方と

しまして、事業を起こす場合、財源手当

を行うわけでございますが、一定、市債

を充当し、充当残に対して公共施設整備

基金を入れ、できるだけ一般財源を少な

くという立場で充当してまいりました。

　平成２４年度予算で、５億１，３００

万円充当させていただいておりますが、

市債の充当残に充てましたのは３，２０

０万円程度になっておりまして、これは、

例えば、公社の買い戻し事業に対しては、

緊急防災減債事業の充当率が１００％に

なりますので一般財源は要らないという

ことから、そういう形をさせていただい

ており、あとの残りでございますが、一

定、先に議論がありました庁舎の大規模

な外壁改修事業でありますとか、今後、

想定されます義務教育施設の大規模な改

修事業、一定、起債対象にはなりにくい

大規模改修事業について、公共施設整備

基金を入れてまいるというような考え方

で進んでまいりたいと考えております。

　それで、公共施設整備基金、財政調整

基金、減債基金を合わせて主要基金と呼

んでおりますが、これの現在高でござい

ますが、平成２４年度基金をそれぞれ充

当いたしまして、平成２４年度末、あく

まで予算ベースでございますが約３５億

２，５００万円、残が残るということで

ございまして、中期財政見通しで示させ

ていただいているものは４５億２，４０

０万円残るという形になっております。

中期財政見通しは、基本的に決算ベース

で見ておりまして、平成２４年当初予算

を執行いたしますと、３月減額補正後の

現計予算ベースから不用額、これが１０

億円から１５億円程度残ってまいります。

その辺も加味しますと、中期財政見通し

で見ております残高は上回る見込みをい

たしております。

　続きまして、ご質問の２番目、市債の

関係でございます。これは中期財政見通

しで１５億円は計上いたします。これは

第４次行財政改革に基づきまして、基本

的に、建設事業債は１５億円という枠を

はめさせていただいているところでござ

います。

　市債発行の考え方でございますが、現

在、行革等、中期財政見通し等を考えま

すと、市債の発行を抑えて残高を減らし

て、三十数億円ある公債費を低減させて、

社会保障費の増にこたえていかなければ

ならないという一つの考え方がございま

すので、一定、１５億円程度の起債枠を

設けますと、今、予算ベースでは、地方

債の額が２４５億２，０００万円程度ま

で一般会計の残高は落ちております。こ

れピーク時４４５億４，０００万円ござ

いましたから、約５５％まで落ちてきて

いるということでございますので、１５

億円程度の発行になりますと、今、元金
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償還が３５億円ございますので、この差

が残高が減少していくということにつな

がりますので、これを行財政改革の期間

中にやりますと、一定、残高は標準財政

規模に近づくという形によって公債費の

償還を抑え、そういう形になっていくと。

ご指摘の中期財政見通しの事業費との差

はどういうことだというお話でございま

すが、基本的に主要事業にまず市債を充

当するというのが第一優先に考えており

まして、あとは、その年度年度の基金の

残高と市債の発行額、この辺を加味しな

がら市債を計上してまいりたいというふ

うに考えております。

　続きまして、平成２５年、平成２６年

の中期財政見通しから言います市債の発

行についてでございます。

　中期財政見通しは、行財政改革項目、

いわゆる、これが人件費以外については、

このまま放置すればこういう形になりま

すよというような表現をさせていただい

ておりますので、それぞれ行財政改革項

目、土地の売却も一つの行財政改革項目

でございます。こういう土地利用であり

ますとか内部管理をやることによって、

できるだけ基金残高を温存し、市債発行

については、一定枠の中へとどめるよう

な形で持っていきたいというふうに考え

ております。

　続きまして、市税の見通しの件でござ

います。先の本会議でもございましたが、

平成２１年９月に作成しました中期財政

見通しと、平成２３年９月に作成しまし

た中期財政見通しに大きな乖離が生じて

いると。これの原因は、総務部長の答弁

で示しましたとおり、大きくは市税、市

税への見通しなんですが、正直申しまし

て非常にこれ困難な面がございます。例

えば、外部の環境を考えますと、平成２

１年９月の為替の相場なんですが、米ド

ルが９２円、ユーロが１３１円を超えて

おりました。それが昨年の段階で見てい

ますと、米ドルが７６円程度まで円高に

進んでいると、こういった環境の中で、

市税の見通し、景気動向を見きわめなが

ら見るわけでございますが、非常に難し

い。

　本日の経済指標を見ますと、午前中は

米ドルも８２円、日経平均株価も一時１

万円を回復したような形になっておりま

して、これは景気動向については、この

まま良い方向に進めば、今後の私どもの

税収見通しについてもですね、改善を見

れるんではないかというふうに考えてお

りますが、何分グローバル化しておりま

すもので、いろんなところでイランやイ

スラエルのあの動きなんか考えますと、

どういうことになるかというのが本当に

一寸先がやみであるということで、なか

なか市税見通しは立てるのは困難だとい

うことでご理解いただければありがたい

なと。その時点時点の経済環境を見きわ

めながら、この年の１０月には、また新

しい財政見通しを提出させていただきた

いというふうに考えております。

　続きまして、市営住宅の建設事業に係

ります継続費の設定の考え方、事業を全

体に見回すためには、解体費用も含めて

継続費を設定すべきではなかったかとい

うご質問でございますが、継続費の原則

論を申し上げますと、基本的にその事業

が完成するのに複数年度必要、あるいは、

事業の工期からしまして年度をまたがる、

単年度主義の例外の考え方として継続費

を設定するという大原則がございます。

ただし、過去、摂津市の継続費の考え方

を見てまいりますと、例えば、下水道に

いたしますと、５年なり７年なりの継続

費を組んで全体像をお示ししてきた。例

えば、土地区画整理事業についても、全
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体像をお示ししてきたという経過もござ

います。ただ、我々財政を預かる者にい

たしますと、やはり継続費をどんぶり勘

定じゃないですが、継続費の仕組みとし

て、不用額を逓次繰り越しできるという

仕組みがございまして、この辺で財政規

律を保つのは、非常に困難な部分も過去

反省としてございます。したがいまして、

財政の考え方としましては、原則論に立

ち返った考え方で、単年度主義の例外と

してとらえて継続費を予算計上してまい

りたいと考えております。

　続きまして、土地開発公社の補給金の

考え方でございます。

　土地開発公社は、平成１９年度から簿

価額を抑えるために補給金を出しており

まして、平成１９年度から平成２３年度

まで、およそ１億２，０００万円程度補

給金を入れております。ただ、現在、取

得に要した費用と簿価額の差が、平成２

３年度末で３億６，５００万円ございま

す。先ほど申し上げた１億２，０００万

円との差がまだあいているという状況で

ございまして、できる限りその簿価の上

昇を抑えて、速やかに土地開発公社の残

地を買い戻していきたいという考え方が

根っこにございますので、そういう方向

で今後も補給金を入れてまいりたいので

すが、おっしゃるとおり、買い戻してい

る土地が今年度でかなりの分がございま

すので、この補給金について今後はちょっ

と低減させていきたいというふうに考え

ております。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　まず一点目、不動

産売払収入５億７，２００万円余りの内

訳についてご説明させていただきます。

　現在、平成２４年度予算の歳入として

考えておりますのは、７件の物件がござ

います。

　１点目は、千里丘ガードの代替地、こ

とぶき商店街にあります広場、それから、

もう一つは、千里丘ガードの代替地とい

うことで、市立第４５集会所の横にあり

ます駐車場、それから市民プールの向か

いにある駐車場、それから東一津屋の区

画整理内にあります民間企業に貸し付け

ている土地がございます。同じく、東一

津屋のほうで、資材置場として民間に貸

し付けている土地のほうをあげておりま

す。それから鯵生野団地の土地３，００

０平米余りの１，５００平米、それから

鳥飼野々団地の５，５００平米余りの２，

５００平米と、一部の土地を売却する予

定にしております。

　今後の用地の将来の見通しにつきまし

ては、低未利用地の委員会のほうで検討

されておりましたが、平成２３年度の４

物件、それから平成２４年度の７物件、

ほぼこの１１物件で現在、利用されてい

ない土地、公共施設として利用されてい

ない土地はもうございませんので、今回

の７物件でほぼ終わってしまうような状

況でございます。

　続きまして、防災資機材の現時点にお

いてもリストアップできていないもの、

予算化できていないものについてご説明

させていただきます。

　平成２４年度に防災資機材、それから

備蓄用品の整備事業としてあげさせてい

ただいておりますのは、ゴムボート２そ

う、従前、買っております非常備蓄品、

それから防災資機材、乾電池等でありま

すとか消耗品に関するものを計上させて

いただいています。防災対策として必要

なものというのは限りなくありまして、

すべてそろえれば万全だと言えるものは

なかなかございません。

　今、市のほうの防災対策として必要で

あると考えておりますのは、例えば、避
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難所までの看板、避難所の看板というの

も、市民の方にはなかなか認識していた

だけないものというご意見もいただいて

おりますので、看板等を明示することで

避難所まで速やかに移動できるというも

のもございます。それから、例えば、避

難所の生活の快適性を求めるもの、例え

ば、段ボールベットでありますとか蓄電

施設、そういうものも必要であるという

声をお聞きしています。また、ボートも

今回、２そう買わせていただきますが、

防災対策として備蓄しているものは１そ

うを含めて３そうになります。３そうで

現在のハザードマップによりますと、安

威川以南ほとんど浸水区域になるという

状況から考えますと、十分であるという

こともなかなか言えません。それから避

難所生活の中では、仮設トイレであると

かマンホールトイレ、こういうものも、

やはり必要であるとは考えておりますが、

状況に応じて優先順位をつけて買ってい

くしかないというような状況でございま

す。

　続きまして、市営住宅の三島団地への

現在の引っ越しの状況、入居状況につき

まして説明させていただきますと、入居、

鯵生野それから鳥飼野々団地の全６０戸

に対して、現在、引っ越しが完了されて

いるというのは、鯵生野団地で１５戸、

鳥飼野々団地で１２戸、計２７戸でござ

います。

　それから、滞納対策でございます。決

算時点でご報告させていただきました滞

納の件数は１２件、９月現在で１３件に

１件増加しております。しかしながら、

前の１２件につきましては、それぞれが

小額ながら返済をしていただいていると

いうことで、総額につきましては３２万

９，６００円の滞納額の減になっており

ます。

　続きまして、一津屋団地の水道メーター

につきましてご説明させていただきます。

　一津屋団地の水道メーターと検針盤取

りかえ工事ということで１８３万９，０

００円を計上しております。本工事は、

一津屋団地に設置しております４０個の

電子水道メーター及び検針盤までの結栓

の取り替えか工事を行うものでございま

す。各戸に設置されております水道メー

ター、子メーターは水道部が設置します

親メーターと異なりまして、所有者が設

置することとなってございます。通常は

水道部による検針は親メーターを原則と

しておりますが、所有者による要請があっ

た場合には、行政サービスとして子メー

ターの水道検針を行っております。また、

水道メーターの取り替えにつきましては、

計量法により８年間と定められておりま

して、平成２４年に更新を行うものでご

ざいます。

　続きまして、車両管理事業の中にござ

います電気自動車の購入につきましてご

説明させていただきます。

　先ほども説明させていただきましたが、

電気自動車の購入におきましては、２台

を予定しております。この２台につきま

しては、公用車全体の運営管理におきま

して、全台数がふえるものではございま

せんで、消防及び固定資産税課の所管の

車両を２台廃車いたしまして、保有台数

としては増減がございません。また、秘

書課の管理しております黒塗りの公用車

につきまして、主に市長車として利用し

ていただきますが、防災管財課所管とし

まして市長車を含めて他の所管部局も使

用できるように有効活用を図ってまいり

たいと考えております。

　続きまして、雑入にございます環境支

援自販機の台数、それから、今後の見込

みについてでございます。
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　平成２３年度末現在で、市内公共施設

等に設置されております自販機は５４機

ございまして、そのうち環境自販機が１

１機設置されております。環境型自販機

は、環境に関する施策に資するというこ

とで、環境基金に積むものとしておりま

す。また、教育自販機につきましても、

民間事業者から申し出がございまして、

同様の趣旨の歳入を見込んでおります。

環境自販機につきましては１２０万円、

教育自販機につきましても、同じく１２

０万円の歳入を見込んでおります。

　機数につきましては、まだ契約が完全

に完了しておりませんので、数を把握し

ておりません。

○野口博委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　現在、教育委員会

から聞いております動きから申しますと、

１０台前後について協議が進んでいると

いうふうに伺っております。

○野口博委員長　池上課長。

○池上秘書課長　それでは、広報事業の

見直し等についてどう考えているのかと

いうことでございますが、広報につきま

しては、現在、月２回、１日号、１５日

号ということで発行しております。

　１日号につきましては、業者によりま

す事業所も含めた全戸配布、また、１５

日号につきましては、自治会経由の配布

ということになっております。

　それぞれ広報、また、ホームページを

通じて、市の情報を一人でも多くの方に

お届けするというのが広報活動の使命か

と思っております。その中で、やはり、

委員おっしゃいましたように、ホームペー

ジ等で広報の部分を補完している部分は

あるんですけれども、高齢者の方にとり

ましては紙媒体の広報というのが、やは

り一番の情報源になってくるということ

もございます。

　今までも広報紙につきましてはいろい

ろ改良を加えて、見やすく、わかりやす

くということをコンセプトに作成してま

いりましたけれども、今後もその部分に

ついては変わりません。ただ、行政改革

のメニューで、月２回から１回というこ

とが出ておりますけれども、これも、先

ほど申し上げましたように、やはり、一

人でも多くの市民に市の情報を届けてい

くということを考えて、このようにすれ

ばどうかということでいろいろ進めてい

るわけでございます。ただ、今後におき

ましても、一人でも多くの方に見ていた

だくためにはどうすればいいのかという

ことを考え、また、高齢者の方とかにも、

月２回がいいのか、また、一つに情報を

まとめてセットでお届けするほうがわか

りやすく伝えられるのか、そういったこ

とも含めまして、今後、さらに検討をし

てまいりたいと思います。

　平成２４年度から月１回ということに、

計画ではなっていたかと思いますけれど

も、まだ関係各課、団体との調整等が進

んでおりませんので、もう少し時間をか

けて、いかに情報発信していくべきなの

かということを協議してまいりたいと考

えております。

○野口博委員長　野村課長。

○野村納税課長　納税課に係る２点のご

質問お答えさせていただきます。

　まず、１点目の歳入予算の滞納繰越分、

１億２，７００万円にかかる部分でござ

います。

　この部分につきましては、個人市民税

の滞納繰越分の歳入の見込んでいる額で

ございまして、これに基づく調定の見込

みでございますが、５億３，０００万円

を滞納の調定と見込んでおります。

　それから、徴収率にしまして２４％の

徴収率を見込んでおります。この徴収率
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についてですが、過去を見ますと平成２

０年度が２１．２９％、平成２１年度が

２２．０６％、平成２２年度が２３．６

８％と向上してきておりまして、ちなみ

に、この平成２３年度、２月末現在で２

３．２３％となっておりまして、この数

字も前年の同時期と比較いたしまして１．

５７％の向上をしております。このあた

りの推移も勘案しながら、平成２４年度

の滞納繰越分の収入の見込み額を算出し

ております。

　次に、差し押さえの件数ということで

ございます。差し押さえの件数につきま

しては、近年やっぱり増加傾向という形

になっております。平成２１年度がトー

タルで２２７件となっておりまして、そ

の内訳は、不動産が７４件、動産が１８

件、そして債権が１３５件となっており

ます。そして、平成２２年度が３０８件、

内訳といたしまして、不動産が６０件、

動産が１件、債権が２４７件となってお

ります。そして、平成２３年度、これが

１月執行分までの件数でございますが４

４５件、内訳は、不動産が１１４件、動

産が７件、債権が３２４件という数字に

なっております。

　２点目のご質問で、市税の延滞金にか

かりまして、納期が１期と２期の間が短

いんじゃないかというご質問であったか

と思われます。

　市税の納期につきましては、市税条例

において定めさせていただいておりまし

て、市府民税、これが普通徴収の分でご

ざいますが、こちらの納期が第１期が６

月末、第２期が８月末、第３期が１０月

末、第４期が翌年の１月末という形になっ

ております。そして、固定資産税の納期

が第１期が５月末、第２期が７月末、第

３期が９月末、第４期が１２月末という

ことで、第３期までにつきましては、各

税目で見ますと２か月後というような形

で、第４期については３か月後という形

になっているのですが、市府民税と固定

資産税の分を見てみますと、ほぼ毎月と

いうような形になっておりまして、１税

目で仮にこの納期をずらしていくとなる

と、どこかで他の税目と納期が重なって

しまうようなこともありますので、我々

といたしましては、今の納期の設定が適

当ではないかと考えております。

○野口博委員長　中西課長。

○中西固定資産税課長　固定資産税の評

価替えの作業内容及び分析ということで

お答えさせていただきます。

　まず、固定資産税、土地についてなん

ですけれども、土地の評価の基礎となり

ます地価公示価格などの公的地価評価を

もとに評価を行っておりますけれども、

平成２４年度の評価替えの基準となりま

す平成２３年１月時点の地価公示価格で

すけれども、こちらが前年度比で２．８

％の下落、前回の評価替え時との比較で

は７．６％の下落でございました。また、

平成２３年７月時点の大阪府地価調査価

格におきましては、前年比で２．３％、

３年前との比較では９，１％の下落となっ

ておりまして、これらを踏まえた上で、

平成２４年度の評価替えに向けまして、

市内にあります１０８の標準宅地のポイ

ントの鑑定価格を取っております。その

結果としまして、市内平均で、前年比で

２．５％の下落となりまして、前回の平

成２１年度の評価替え時との比較では、

８．５％の下落でございました。この標

準宅地の価格をもとに、市内にあります

約２，５００本の路線それぞれに路線価

の付設作業を行っております。そして、

その路線に付設しました路線価格、それ

に対しまして、それぞれの画地の補正割

合項目の今現在入っている部分の確認及
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び見直し作業を行っております。

　ただ、前年比で２．５％下落、評価額

でしていますけれども、税収面で見ます

と土地の場合、評価額に対する前年度課

税標準額の割合ということで、俗に言う

負担水準というものがあるのですけれど

も、こちらの影響がございまして、こち

らの影響で引き下げが約３８％、そして

据え置き部分も６２％あるということか

ら、前年比からは、税収としましては１．

２％程度の下落であるというふうに見込

んでおります。

　家屋につきましては、既存家屋につき

まして、建築物価の上昇率及び経年減価

率、こちらのほうを見直した上で評価替

えのほうを行いますけれども、今年度、

今回の評価替えで総務省から通知がきま

した建築物価、こちらのほうがやはり下

落しておりまして、木造で１％、非木造

で４％の下落となっております。これら

の数字に経年減価によります減少分を加

えた上で、平成２３年度中の新増築分を

プラスしまして、その結果としまして、

前年比３．２％の下落と見込みました。

　ただ、家屋におきましては、ここ数年

新築件数が年々減少している状況ですけ

れども、平成２３年につきましては、南

千里丘の開発ということで大型マンショ

ン等が建設されましたので、その影響に

よりまして、評価替えによる建築物価は

下落しておりますけれども、下落幅それ

自体は例年評価替えでそういう建築物価

が下落したときに比べますと、下落幅自

体は縮小しているものと考えております。

　今後の見込みなんですけれども、来週

の３月２０日ぐらいに、また、平成２４

年１月時点の地価公示価格が新聞紙上で

発表になるかと思うのですけれども、少

し前に不動産鑑定士等のほうから聞いて

いる話によりますと、今回の地価公示価

格においても、当面の間はやはり上昇と

までにはならないと、下落幅は縮小傾向

にあるけれども、やはり、依然として若

干の下落、もしくは横ばいが続くのでは

ないかと聞いております。

　近隣市の状況を見ましても、一部繁華

性の高い地域につきましては、上昇して

いるポイントというのは見られますけれ

ども、大半の部分がやっぱり下落とか横

ばいという状態が続いておりますので、

今後のその辺の地価の動きのほうには十

分注視しながら、経緯のほうを見ていか

ないといけないと考えております。

○野口博委員長　川崎課長。

○川崎市民税課長　それでは、市たばこ

税に関します平成２３年度の収納状況等

についてお答えさせていただきます。

　平成２３年度の２月末調定の累計額は、

約１７億６，３００万円となっており、

予算現額１７億６，０００万円を約３０

０万円超過した金額となっております。

　あと、３月分の調定が残っているわけ

でございますけれども、このあと、どれ

ぐらいの金額が申告納付されるかという

ことはわかりませんけれども、仮に２月

分と同額とした場合、２月分が約２億円

入っておりますので、それでいきますと

約１９億６，３００万円となります。ま

た、平年ベースで見た場合ですけれども、

これで見ますと平均として６，５００万

円ということで、これで見ますと１８億

２，８００万円ということで、その額の

差はございますけれども、多い場合と少

ない場合ありますけど、その範囲の中に

収まるのかなと思っているところです。

　なお、平成２３年度の課税定額の金額

は１７億６，５５７万円となっておりま

す。仮に３月分がこの平年ベースの少な

いほうの金額の納付であったとしても、

この課税定額の金額を超えることになり
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ますので、その超過した金額が確定した

場合には、平成２４年度の補正予算にお

いて今回の場合と同じですけれども、大

阪府への交付金計上をお願いすることと

なります。

　また、平成２４年度ですけれども、こ

れも当初予算の見方としましては、平年

ベースで予算計上しております。平成２

３年度は、４月分から８月分までは平均

ですけれども６，５００万円ぐらいの納

付が続いておりまして、９月分から２億

円、３億円といった金額が入ってきまし

たので、今、平成２４年度の積算につい

ては、平年ベースということで予算計上

させていただいたところでございます。

○野口博委員長　石原課長。

○石原人事課長　人事課に関するご質問

にご答弁させていただきます。

　まず、自主研究グループについて、時

間外の対応についてでございますが、今

回、自主研究グループにつきましては、

業務の自発的な取り組み意識の向上を図

るという観点から行いたいと考えており

ます。職員の自主的な活動を支援する目

的で行うため、あくまでも、先ほど申さ

れましたように、インフォーマルのグルー

プであると考えております。そのため、

予算の計上といたしましては、補助金で

の予算を計上しております。

　逆にこのインフォーマルではくフォー

マルのグループであれば補助金ではなく、

調査研究に伴う費用につきましては旅費

であったり図書購入費での支出になろう

かと思われます。あくまでもインフォー

マルグループでありますので、労基法上

の労働時間には該当しないと考えており

ますので、時間外勤務手当の支出につい

ては必要ないかと現在考えております。

　二つ目、定年・自己都合の一連の関係

ですけれども、数字、人数等のほうを報

告させていただきますと、過去３年で、

平成２１年度で定年が４３名に対し自己

都合が３名、平成２２年、定年が４６名

で自己都合が５名、平成２３年度、今現

在ですけれども、定年が２２名に対し自

己都合が８名というふうになっておりま

す。

　それと、三つ目、７級相当での退職金

の支給額についてでございますが、退職

金につきましては、在職年数であるとか

役職の期間等で若干変わってまいります

が、７級での計算でしますと、退職時の

給料月額を４２万７，０００円程度と考

えますと、退職手当支給額として２，７

００万円程度になるかと考えております。

　四つ目、臨時非常勤の推移についてで

ございます。

　委員おっしゃられましたように、平成

１０年度、職員数が８７０名に対して非

常勤１８８名、平成２３年度には、再任

用短時間を含めまして７１０名に対して、

今現在４１１名というふうになっており

ます。これまでも職員数については、適

正な配置等に努めてまいっております。

第４次行財政改革の中にもありますよう

に、今後、業務の内容を精査しながら、

業務のアウトソーシングであるとか臨時、

非常勤職員を活用することによって適正

な職員の体制、また、人件費の削減とと

もに努めてまいりたいと考えております。

　あと、臨職、非常勤職員の福利厚生の

あり方でございますが、これまでも組合

との協議等を重ねながら、一定の改善を

図っているところでございます。休暇制

度等につきましては、正規職員の国に準

じて制度の見直しを行っていきたいとい

うふうに、第４次行財政改革の中にもお

示ししておりまして、今、組合のほうに

も申し入れのほうをしているところでご

ざいます。その正職員の休暇制度等を見
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直しに合わせて、同時に非常勤職員の休

暇制度等、福利厚生等についても今後も

検討を重ねていきたいと考えております。

　次に、地域手当の６％問題でございま

す。こちらのほうは、民間賃金の水準を

あわらす厚労省の賃金構造基本統計調査

の約１０年間の平均で、賃金指数により

指定されております０％から１８％まで

の７段階がございまして、今現在、本市

では６％となっております。近隣各市で

は１０％から１２％というふうになって

おりますので、本市としましても、経済

活動的な観点から、広域的な視点が必要

ではないかというふうな考えを持ちまし

て、国、府に対しまして、これまでも地

域手当の見直しについて要望をしている

ところであります。今後も引き続き同様

な趣旨に基づいて、国、府のほうに要望

のほうを続けてまいりたいと考えており

ます。

　それと、最後に、今回の国家公務員給

与削減する特例法案の７．８％の削減に

ついてですけれども、こちらのほう財政

状況及び東日本大震災に対する必要性か

ら、今回、臨時特例に関する法律のほう

を提出されております。地方につきまし

ては、地方公務員の給与については、法

律の趣旨を踏まえて地方公共団体におい

て自主的かつ適切に対応されるものとす

るというふうな附則もつけられていると

ころでございます。今現在、削減の詳し

い内容がまだ手元にない状況でございま

すので、今後とも他市の動向等を注視し

てまいりたいと考えております。

○野口博委員長　明原課長。

○明原警備第２課長　中期財政見通しに

掲げる消防資機材整備についてのご質問

にお答えいたします。

　中期財政見通しに盛り込んだ消防資機

材の内訳でございますが、これは安全・

安心を守っていくために、必要不可欠な

ものとして消防で整備計画を立てている

もので、平成２３年９月現在の計画ベー

スで記載したものであります。

　平成２３年度から平成２９年度までの

全体といたしましては、まず、車両関係

で消防車両等の更新、計１３台と、はし

ご車のオーバーホール１回、それと消防

団関係では、小型動力ポンプ計１２台、

通信関係では、通信指令台の更新及び消

防救急無線のデジタル化に係るもの、ま

た、消防救急救助活動に係るものとして

空気呼吸器のボンベ、計４２本、ＡＥＤ

が計６台、耐震性貯水槽計１０基及び放

射能災害などで使用します除染シャワー

ですとか防護衣など、合計で１１億６，

１００万円となってございます。

　年度ごとの内訳につきまして、平成２

３年度は、消防救急無線のデジタル化に

伴う、電波伝搬調査で３７９万３，００

０円、空気呼吸器ボンベ６本で１１０万

３，０００円、計４８９万６，０００円

でございます。

　平成２４年度につきましては、先ほど

申し上げました理由によりまして、今回、

予算審議いただいています内容とは書類

の作成の時期の関係で若干違ってまいり

ますが、消防車等４台で１億９，４６０

万円、小型動力ポンプ３台で４２０万円、

指令台の設計委託で６００万円、空気呼

吸器ボンベ６本で１１０万３，０００円、

除染シャワー設備７００万円、計２億１，

２９０万３，０００円を記載しておりま

す。

　平成２５年度につきましては、消防用

の車両２台で６５０万円、小型動力ポン

プ１台で１４０万円、指令台の整備とデ

ジタル無線の実施設計で３億８，４３０

万円、空気呼吸器ボンベ６本で１１０万

３，０００円、ＡＥＤ１台で４０万円、
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耐震性貯水槽２基で３，２００万円、化

学防護服、放射線防護衣で２００万円、

計４億２，７０７万３，０００円でござ

います。

　平成２６年度につきましては、救急車

等の車両２台で３，４５０万円、小型動

力ポンプ３台で４２０万円、デジタル無

線の整備で２億４，８１５万、空気呼吸

器ボンベ６本で１１０万３，０００円、

ＡＥＤ３台で１２０万円、耐震性貯水槽

２基で３，２００万円、化学防護服、放

射線防護衣で２００万円、計３億２，３

１５万３，０００円となってございます。

　なお、平成２５年度、平成２６年度は、

本市単独で消防救急デジタル無線を実施

した場合の金額で記載したものとなって

ございます。

　平成２７年度につきましては、消防用

車両１台で３００万円、はしご車のオー

バーホールで４，０００万円、小型動力

ポンプ１台で１４０万円、空気呼吸器ボ

ンベ６本で１１０万３，０００円、ＡＥ

Ｄ１台で４０万円、耐震性貯水槽２基で

３，２００万円、計７，７９０万３，０

００円でございます。

　平成２８年度では、消防用車両２台で

７５０万円、小型動力ポンプ３台で４２

０万円、空気呼吸器ボンベ６本で１１０

万３，０００円、ＡＥＤ１台で４０万円、

耐震性貯水槽２基で３，２００万円、計

４，５２０万３，０００円でございます。

　平成２９年度につきましては、救急車

等の車両２台で３，４００万円、小型動

力ポンプ１台で１４０万円、空気呼吸器

ボンベ６本で１１０万３，０００円、耐

震性貯水槽２基で３，２００万円、計６，

８５０万３，０００円でございます。

　平成２３年度から平成２９年度までの

合計１１億６，１００万円となってござ

います。

○野口博委員長　日垣課長。

○日垣総務課長　総務課にかかわります

２点のご質問にご答弁申し上げます。

　まず、市史編さん事業が、なぜ１，５

００万円を超える事業になっているかで

ございますが、編さん史料となります古

文書を読むというような専門性を伴う事

業でございまして、編さん委員といたし

まして、大学教授等６名、嘱託員として

大学院卒業の方２名、非常勤として現役

の大学院生の方３名を、平成２４年度に

予定しておりまして、事業費の約７割、

平成３３年度の全体事業につきましては、

約８割が人件費でございまして、このよ

うな予算計上になっております。

　次に、どのようなものを発行するかで

ございますが、「新修摂津市史」第１巻

といたしまして、平成３２年度に「古代・

中世編」、第２巻といたしまして、平成

３３年度に「近世・近現代編」の発行を

それぞれ予定いたしており、どちらも７

００ページ程度での発行を予定いたして

おります。

　続きまして、神安土地改良区総代会総

代総選挙の総代の定数及び有権者数でご

ざいますが、選挙区につきましては、高

槻市が４区、茨木市が３区、吹田市が１

区、本市が３区ございまして、総代の定

数は５２名でございます。

　そのうち、摂津市の選挙区は鳥飼地区

の第８選挙区が定数５名、味生地区の第

９選挙区が定数２名、味舌・三宅地区の

第１０選挙区が定数２名の、合計９名で

ございます。

　また、有権者数が４市全体で約２，２

００名いらっしゃいまして、うち摂津市

の有権者数は約３５０名でございます。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午後４時４８分　休憩）

（午後４時４９分　再開）
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○野口博委員長　再開します。

　三好委員。

○三好義治委員　それでは、２回目の質

問をさせていただきたいと思います。

　財産売払収入並びに公共施設整備基金、

それから市債、市民税、たばこ税につい

ては、個別に質問をしたんですが、基本

的には中期財政見通しで、今後の財政運

営についてどうあるべきかというのが基

本的な質問でございます。

　その中で先ほど聞きました公共用地検

討委員会で、この対象物件を検討してき

たその意味合いいうのが、よくわからな

いんですね。売却はできない土地まで土

地価格を入れながら、その中で本来、僕

も市長、副市長の考え方と一緒なんで、

まずは行政が事業を行うのに土地とお金

は持っとかなければならないと。この基

本原則は私も全然ぶれてなくて、まずそ

の原理、原則に立たなければならないだ

ろう。その中で、今回、低未利用地７件

を売却してきたと。

　そういう背景が中期財政見通しの中で

どう反映されてきたかということで、中

期財政見通しを見ますと、歳入はできる

だけシビアに、歳出はできるだけ多目に、

その中での危機管理を皆さん方に浸透さ

せてきてる。この部分に対してでも、不

測の事態が発生しないようにするのは、

この財政運営上計画を組んでいくのにこ

れも否定はしませんけど、ただ余りにも

その辺のそのギャップが大きく生じてい

るのが、平成２１年度の見通しと、平成

２３年度を見たときに、個別の市民税や

らの歳入を見たときに、市民税だけで２

０億円の乖離いうのは余りにも大きかっ

たん違うかなと。これが６年、７年間で

見ますと、トータル１２０億円から１４

０億円の乖離になってくると。

　確かにマクロ経済を見たり、グローバ

ルで見たときに、その部分が相当影響し

てきたというのを理解はするんですが、

この点について、この平成２４年１０月

に改めて中期財政見通しをしていくよう

になるんですが、そういった中での土地

の売却収入がどうであるか、歳入の確保

としてどういう予測をしているのか、歳

出をどのように抑えていくのかというこ

とを２回目お聞きしたいと思います。

　もう一方では、財政再建団体にならな

いためには、今あなた方が進めておりま

す第４次行革に基づいて、スリムな行政

に持っていかなければならないと。今ま

では、第１次、第２次、第３次の行財政

改革では、すべて数字があらわれており

ますが、第４次行革についてはなかなか

そういった面では数値化しにくい部分が

あると思いますけど、やはり計画行政を

行うに当たっては、皆さん方がベクトル

を合わせるためにも数値化いうのは必要

だというふうに思うんです。過去の経験

を生かした中での第４次行革で、目標の

数値化がなぜなされてないのか。これこ

そまさに、政策推進課が計画行政を行う

のに、原課に指示を行うに当たって、後

追いの結果論だけで追っていったら、こ

れこそ行政はとまってしまうという観点

から、その辺についての考え方について

お聞かせいただきたいと思います。

　それで、中期財政見通し並びに第４次

行革の基本的な質問はそれなんですが、

その中で今度は個別に伺っていきます。

　公共施設の整備基金について、先ほど

の答弁では、運用は行けますという話な

んですが、実際に我々が手元に持ってる

のが平成２３年度の基金残高で、公共施

設整備基金は１５億８，８００万円でご

ざいました。中期財政見通しで平成２５

年度まで使用していくのが、２４億５，

０００万円。もちろん、繰り入れ、繰り
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出し、いろいろと考慮はしていくという

ふうに思っているんですが、公共施設整

備基金とその市債ということの中で、私

も先ほど次長から答弁があったように、

基金の温存型で市債の発行をいかに抑え

ていくかという基本原則については私も

賛同してるんですが、一方では、その部

分が本当にこの公共施設整備基金、先ほ

どみたいに歳入が落ち込んでいく中で、

本当にその部分が確保できるのかと。主

要事業いうのが、計画的に行えるのかと

いうのが非常に気になるんです。

　ですから、現在の公共施設整備基金１

５億円に対して、これからの投資額２４

億５，０００万円、本当にこれが行ける

のかということが気になって質問させて

いただいておりますので、答弁をよろし

くお願いします。

　もう一方で、市債の発行額で、僕が聞

いてるのは平成２５年、平成２６年で、

主要事業だけで１４億５，０００万円と

か、１２億円を建設事業債で発行してい

て、一方では市債を１５億円で収めます

という計画を組んでいるんですね。

　それ以外に、例えば今の耐震補強もこ

れから平成２７年度までにはやらなけれ

ばならない、それから外壁、先ほども質

問あったように、そういった事業もこれ

からも盛り込んでいく中で、主要事業だ

けで平成２５年でそれだけの市債を発行

する見込み額を組んでいて、本当に１５

億円で抑えられるんかい。他の普通建設

事業債なんかもっと出てくるんではない

かというふうに思ってるんで、そういっ

たことも精査しなければならないんでは

ないかというふうに思ってます。もう一

遍、今の中期財政見通しの中での市債の

発行目標をお聞かせいただきたいと思い

ます。

　個人市民税の滞納繰越分について、詳

しく答弁いただいたんですが、その中で、

この差し押さえ件数が年々ふえてきてお

ります。これは一体どういう現象面でふ

えてきているのかというのは、十分把握

されてるんかな。その中で、市民に対し

てどう指導されてるんか。

　一方では、住宅ローンを組むのにロー

ンが組めずに、そこで源泉徴収票を不動

産業者が改ざんして、結局住宅ローンが

組めずに前年度所得の中で課税され、そ

れで税金が払えなくて差し押さえも発生

してると、こういった事案もあるんです

ね。そういった部分の中で、この現象面

いうのがどういうところでふえてきてる

のかというところをお聞かせいただきた

い。

　もう一方での滞納繰越分については、

本当に努力していただいて、４年前に、

それこそ調定額の２１．２％から２４％

まで引き上げていただいてるいうのは、

非常にご苦労をしていただいているとい

うことは感謝いたしたいし、敬意を表し

たいというように思います。

　ただ、ほめるばかりではないんですけ

ど、滞納の調定額が５億３，０００万円、

これがどうであるかということが問題な

んですよね。その中で徴収できるのが１

億２，７００万円ですから、この調定額

にあらわれてる数字をどういうふうにと

らえて、この部分の差額ですね、滞納の

調定額と予算額のこの差。これをどうい

うふうに見きわめてやっていくんかとい

うことを、それで差し押さえできないん

かということで、改めて答弁をお願いし

たいなと。

　固定資産税の関係については、経過等々

十分わかりました。固定資産税の中の償

却資産の件数が余りにも少ないんですね。

企業が３，８００社、ものづくり産業が

８３０社ある中で、事務報告書を見ても、
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償却資産の件数が非常に少ないと思って

るんです。償却資産の申告手続で、その

中でのあなた方が今把握している徴収体

制といったことを改めて聞かせていただ

きたいと思います。

　これは、企業立地促進条例をつくって、

新たなる財源の確保のために、さっきも

緊急雇用対策事業の中で、産業振興課で

これからデータベースをつくっていくと

いう作業の中で、非常に重要な課題だと

いうふうに思うんです。その中で、今、

把握してる中での償却資産についてお聞

かせいただきたい。

　それから、市たばこ税は、なかなか平

成２４年度どうなるべきかというのは方

向性は見えないというのは重々把握して

おりまして、これについてはどんな動き

になってるのか答弁ができる人で答弁い

ただきたい。

　やはり、非常に気になる部分が、法的

にも制度化されてる中で行くんやったら、

やっぱり今の僕らがこれを決断したとき

には、摂津市の財政を見たときに背に腹

はかえられないと。議会全会派が賛成の

もとやってきましたし、これからも財源

確保のためには必要な財源だというふう

に思ってますので、これについても動き

次第では、先ほどの中期財政見通しも含

めて、すべてこの第４次総合計画、これ

も変更せざるを得ない状況になり得るこ

とになりますので、これは非常に我々議

会としても注視しております。ぜひ、答

弁をいただきたい。

　市税の延滞金については、わかりまし

た。いろんな法の規制の中でなかなか変

更できないということの中で、ただいか

に徴収していくかということで、また努

力をお願いしておきたいというふうに思

います。

　それと、消防車両と資機材整備事業に

ついて、非常に詳しく御説明もいただき

ましたが、その中で気になるのが耐震性

の防火水槽の考え方なんです。

　消防のこれまでの耐震性防火水槽の今

の設置状況等は、私も平成元年に議員に

なって、この件については毎回のように

一時期は質問してまいりました。

　消防の基本的な考えとして、耐震防火

水槽、これは阪神淡路大震災以降、これ

から耐震防火水槽を建設していくと、そ

ういった方針を出して、財政が厳しくなっ

た状況の中でその事業というのが今はス

トップしてるんです。なぜ、今改めて中

期財政見通しの中で毎年のごとく２基ず

つを設置する言うて、絵にかいたもちに

なったらぐあい悪いんです。

　現在まで、阪神淡路大震災があった中

でも、財政が悪化してる中で耐震防火水

槽は据え置きということで、そのときに

は市内に碁盤の目に線を書いて、民間事

業者にも協力をいただきながら、水路も

含めて利用していくと。そういった方針

を出しておきながら、平成２９年度まで

に１０基の設置計画を組んでいるという

のは、お金の使い道いうのがちょっと違

うんではないかなと。なぜ平成２９年度

まで１０基が必要なのか。今十分網羅さ

れているというふうに以前は答弁もあり

ました。そのために据え置いた経緯があ

ります。平成２２年度の事務報告書を見

ますと相当な水槽もありますから、その

見解についてお聞かせいただきたいと思

います。

　それと、防災資機材及び備蓄品で、で

きるところからずっとやっていくいうこ

とで決算審査のときにも話をして、副市

長からも答弁をいただいて、今着実にそ

れが進んでることについては、評価をし

ておきたいと思いますし、備蓄品とかそ

ういうふうな装備にはやっぱり限りない
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部分があると思います。その中でもこの

摂津市の地形を見ますと、やはり安威川

以北と安威川以南での装備についてはお

のずと変わってくると思うんです。安威

川以南については、一番やっぱり気をつ

けていかなければならないのが水害対策

であって、今期はボート２そうを買うよ

うにしておりますが、安威川以南の高所

のところにおいては、それぞれボートを

１そうずつぐらいは置いてほしいのは市

民の要望だというふうに思うんです。だ

から、そういった低位置に所在している

安威川以南の取り組みについて、もう少

し詳しく答弁をお願いします。

　それと、いつも言ってますように、和

歌山県広川町に「稲むらの火の館」いう

のがあります。私はことしになってもう

４回行ってまいりました。防災機能を備

えた防災センターであり、学習ができる

ところであり、備蓄品につきましては３，

０００食からそこには備えており、いざ

となると１階から３階までになったとこ

ろには、すべて避難場所という、津波体

験の３Ｄ画面もあるんですが、それは平

成１９年にもう想定されておりました。

その後、東日本大震災が起きて、６月ぐ

らいから予約がいっぱいでなかなか見学

に行けない部分で、私も４回行ったのは、

１回ずつワンフロア見て、それを摂津市

に取り入れようということの中で、先日

から再三再四質問をしておりますけども、

そういう危機管理の中で、そこがやって

おりますのは、いざ震災になると、東日

本大震災もそうでしたし、阪神淡路大震

災もそうでしたし、公用車で勧告、指示

いうのはなかなか難しいというのが現実

としてあらわれておりました。これはも

う東日本大震災でも実際そうです。

　なおかつ有線で放送で案内をしようと

したときには、被災地の中では最後津波

に巻き込まれてできなかった。

　今、広川町が何を検討しているのかと

いうのは、自動で誘導灯も兼用になって

るんですが、震度５以上の震災が起きる

と自動で「危険です、震度５です」とい

うような誘導灯兼有線放送スピーカーを

つけております。

　この摂津市におきましてでも、各地域

で、私も防災がどんな計画なってるかと

呼ばれて説明するんですが、やはり質問

とか要望いうのは、そういった連絡体制

ですね、これを非常に熱望されてるとい

うことで、私はそういった中では広川町

が１基２５０万円ぐらいするんですが、

そういった誘導灯を各地域に設置してい

る、こういったところへ勉強にも行きな

がら研究していただきたいなと。これに

ついてはもう要望にしときます。

　もう１点、昨年の１０月から釜石市に

研修に行かれ非常に成果もあったという

ふうに伺っておりますが、この釜石市と

のこれからの復旧・復興事業については

摂津市も見習うべきだというふうに思っ

ておりまして、これについて今年度派遣

をどういうふうに計画されているのか、

その意思はあるのかということについて

聞かせていただきたい。

　将来的にもこの釜石市、せっかく縁が

あってつながりができて、これからもやっ

ぱりつながりを持っていく必要があると

思うんですけど、そういったお考えはな

いんかということでお聞かせいただきた

いと思います。

　職員の自主研究グループの補助金なん

ですが、僕は３０万円でやってることは

いいんですが、あくまでもインフォーマ

ル活動であって、インフォーマル活動の

運営のあり方いうのは非常に難しい部分

があって、実際に行政の業務に生かせる

かどうかというところを評価しながらやっ
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ていくと思うんですけども、そうなって

きたときに、ややもすると業務命令とい

うふうなとらわれ方が生じてくるんでは

ないかなという思いがするんです。労基

法の中で、その制限はありませんという

ような答弁でしたが、これは逆にプレゼ

ンもやりながらやっていくけど、実際に

自主研究グループで活動している中から

申請が生じた場合に、そのプレゼンとい

うのは公が認め、上司が認めた中での業

務範囲になってくるんで、フォーマル活

動に、やっぱりややもするとなるんでは

ないかというふうに思います。

　今現在、何団体ぐらいが今自主研究グ

ループがあるのかということと、そういっ

た危機管理についてどう考えてるのか。

たかが３０万円、しかしながらの３０万

円でございます。こういった３０万円の

活用は、市政方針にも出てますように、

職員の表彰制度の中で、例えば自主研究

グループで、提案制度もさることですが、

結果が出てそれを評価する方式のほうが、

適切ではないんかなというふうに思って

おります。

　もう一方では、表彰制度も今やられて

るのは個人表彰を想定されていると思う

んですが、私は業務の中で実績を上げる

のは同じ職場の同僚がそれをサポートし

てくれ、理解をしていただいた結果、個

人が評価されてるということは否定はし

ませんが、私はもう一方では個人表彰も

あれば、課表彰もあれば、部門表彰も考

えてはどうかというふうに思っておりま

して、それこそ市長表彰、副市長表彰等 、々

それぞれ励みになるようなことを考えて

あげたらどうかなと。この点についてお

考えを聞かせていただきたいと思います。

　退職者数と退職金の答弁を頂きました。

自己都合と定年退職者なんですが、数値

を今教えていただいて自己都合の退職者

は、そんなには多くはいないというふう

に認識いたしました。いろんなうわさの

中では、定年退職よりも自己都合退職が

非常にふえた関係で、職員採用試験を前

倒ししたり、いろんなことをやってきた

というようなうわさを聞いてまして、実

態を今確認させていただきました。これ

については答弁はいいんですが、退職金、

非常に言いづらい部分なんですが、大阪

市の橋下市長がいろいろと市職員に対し

て、職員数の３分の１の削減とか、いろ

んなことを報道で、我々も報道しか知り

ませんが、いろんな取り組みをしており

ます。

　この退職金で平均４２万７，０００円

の基準額からで、多分これだったら６０

か月分程度になるんですかね。それと、

勧奨の退職等々も出てくるんですが、こ

れらについては、他市と比較してどんな

基準になっているのかお聞かせいただき

たいと思います。

　それと、地域手当に対する取り組みで

すが、我々議会としても何で６％になっ

てるかということの中で、議会としても

意見書を出した経緯もありますし、当時

は議長名でも国に対して要望したことも

あるんですが、これについてまた議会と

して我々がどう協力したらいいのかとい

うことについて、またご意見があれば参

考に聞かせていただきたいというふうに

思っております。これについては答弁は

結構です。

　国家公務員の給与引下げについてです

が、これについても７．８％が全国的に

波及してきたときに、摂津市としてもと

もと調整手当の１０％が地域手当６％に

４％も皆さん方の給料が削減されており

ます。ただ疑問に思うのが、ラスパイレ

ス指数が、他市と比較して、先ほどとは

ちょっと逆説になるんですが、平均給料
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いうのはラスパイで定めてる中で、なお

かつ１００をちょっと超えてくるような

状況でございまして、その分では少し高

いかなとは一方では見てるんですが、給

与面で見ると一体どうなってるのという

のを答弁いただけませんか。

　これから基準財政需要額がどんどん減っ

てくる中での、これからのラスパイレス

指数のイメージがどうなってくるのか。

これによって我々もいろんなことをまた

考えていかなければならないと思います

ので、答弁をよろしくお願いいたします。

　それから、市営住宅について、いつか

ら工事に入ってというスケジュール関係

を含めて、売却面積はさっき聞きました

けど、鳥飼野々団地と鯵生野団地のこれ

からの工事計画を含めて、それから鳥飼

野々団地と鯵生野団地の売却面積を含め

て、あと検討会議を持ってやるという話

もありますけど、これについてはもっと

詳しく話を聞かせていただけないかなと

思います。

　実際に三島に市営住宅が建設されて、

昨年の１２月から入居を進めている中で、

６０件中２７件しか今引っ越しをされて

ないというふうに説明あったんですが、

その人たちはいつ入居するかというのは

把握されてるのか、行政側で。それでな

いと、先ほど財政論議の中でもありまし

たけど、それこそ１件でも残ってたら解

体工事に入れませんので、その辺も教え

ていただきたい。どういった理由で転居

できないのか。引越代がないからという

こともちらっと聞いてる部分もあります

し、それについては助成金も出すような

状況ですけど、実態を教えていただきた

い。

　それと、私は新設の継続費の組み方に

ついては、否定はしてないんですよ。そ

れから、単費での今年度の解体工事、こ

れについても否定はしてないんです。し

かしながら、我々にわかるように、市営

三島住宅を建設するに当たってのトータ

ル予算が、新築工事がこの予算で、あと

解体はこういう予算になりますというよ

うなことをもっと事前に提示してもらえ

ないんかと。それが我々としては全体予

算を見る中で、市営住宅建設の判断基準

になるので、そこらの考えを私は言うて

るんですよね。議会に対してなぜそういっ

たことをもっとあらかじめ示してもらえ

なかったんかと。

　それと、市営住宅がようやく完成いた

しまして、今年度の予算がもうすべて終

わりますけれど、温水プールと市営住宅

の間の三角地、決算審査の中でも有効利

用すべきだという話をしたんですが、そ

の整地費は入ってないし、そこらは現状

でどういうふうに動いてるんかというこ

とについてお聞かせいただきたい。

　十高線の下の今借りてる駐車場、これ

もいつまた返さなければならない状況で

あるし、それから安全面を考えて、その

三角地の有効利用ということを提案させ

ていただきました。今年度はもう予算を

締める中で、そういった整備事業はもう

予算がありませんよと言うて、そのまま

置いとくんですか。考え方をお聞かせい

ただきたいと思います。

　市史編さんについては、今答弁いただ

いたけれど、やっぱり非常に人件費、摂

津市にどんな古文書があって、年間１，

５００万円もかけながら平成３２年まで

ずっとやるような、本当にそんなに古文

書いうのがあるんですか。歴史を残す、

歴史をつくっていくというのも重要です

けど、今のこの時期に投資した額でまた

歳入が上がってくるような、こういった

計画ならばいいんですけど、１０年間も

かけながら１億５，０００万円、これが
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本当に市史編さんとして本当に必要です

か。古墳時代、弥生時代とか縄文時代か

らの部分もある程度は残さなあかんとは

思うけども、そこまでひも解いて堀り起

こして、何が未来の我々の子孫に残すた

めに重要なんですか。改めて、明確な答

弁をいただきたいと思います。

　それから、土地開発公社の補給金につ

いては、いろいろ努力していただいてやっ

てる中で、これについてはこれからもま

た研究しながら、できるだけ土地開発公

社の健全化に向けて取り組んでいただき

たいので、逆にこっちからお礼を言いた

いぐらいで、よく努力していただきまし

た。起債が発行できたから、これは今年

度できるということは重々承知しており

ますが、よろしくお願いします。

　広報の充実については、第４次行革で

平成２４年度の部分については、今後ま

た検討もしていくという答弁いただいた

んですが、摂津市がいろいろと市民に発

行してるのが、広報が月２回、それと議

会だよりが年４回、こういうふうにあり

まして、議会だよりについては平成９年

の議会活動等検討委員会から、タイムリー

な発行ということの中で、議会が終わっ

たらできるだけ早目にやろうということ

の中でのタブロイド判で、独自に議会だ

よりをつくって発行しておりますが、当

時議論してたのは、それを広報の中に盛

り込んで、できるだけ発送業務を削減し

ながら、市民により見てもらう取り組み

をしたらどうかという議論も重ねてまい

りましたし、中身の充実でも行ってまい

りました。ページ数を今追加しようとし

た場合に、これは議会の内部の話でもあ

りますので議会でもまたいろいろ議論し

なければならないんですが、例えば秋口

にページの両面での２面、それとか４面

にふやそうとした場合に、理事者として

は受け入れる考えはあるのか、これにつ

いて考え方を聞きたい。広報広聴活動と

いうならば、そういったところでの経費

削減と、より充実した中身が必要だと思

います。

　電気自動車の購入については、先ほど

防災管財課のほうは、車両台数はふやさ

ないという話ですが、消防の車が２５年

から２６年経過して、ほかの人が乗った

後を全部預かりながら、今無理して乗っ

ていただいてますけど、その後２台が今

の議長車と市長車、これの一括管理を行

うという話でございます。私は電気自動

車の購入に対しては異論はないとは言っ

てますけど、やっぱりもったいないとい

うのが本音でございまして、一方では、

市長の車が今１２年目、１２万キロ走っ

てて、議長車がたしか平成１９年に購入

して、今４年か５年で１万４，０００キ

ロなんです。その中で、今回発想は、市

長の車が相当年数もたち、走行距離もふ

えてるから、それをいろいろと工夫しな

がら公用車の温存を図っていく中で、市

内については今まで軽自動車にも乗って

いただいたり、いろいろしてるけれども、

電気自動車に乗りかえようかというのが

ことの発端だというふうに思うんです。

車というのはやはり僕は一元管理をやる

ことはいいんですが、いろいろと工夫を

しながら、エコ言うのは、環境に優しい

車を買うのもエコかもわからんけども、

今乗ってるものをいかに延命するかとい

うのもエコの精神ですので、これについ

てはまたいろいろと研究をしていただき

ながら、体制を整えていただきたいとい

うふうに思いますので、これも要望して

おきます。

　神安土地改良区の総代選挙で、いろい

ろ聞いたんですが、これはもっと詳しく、

高槻市、茨木市、それから吹田市、摂津
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市、それぞれ各市の選挙区の投票所で投

票を行うんですか、そういったことを聞

きたいんですよ。それに対して、摂津市

の事務量がどれだけあって、今回、五十

数万円予算執行し、これは全部雑入で賄

われますけどね。

　その中で、例年の投票率、これは幾ら

ぐらいになってるのか。あんまり中身ま

で詰めませんけど、そういった実態の中

で１６年に１度回ってくる神安土地改良

区の総代選挙なんで、我々議会としても

注目してますので、もっと詳しく説明い

ただけませんでしょうか。

　それから、環境自販機と教育自販機に

ついては、私は行政も歳入の努力に努め

られてることについては評価をしたいん

ですが、この環境自販機で、これをやっ

たときに緑化基金から環境基金に切りか

えましたね。補正予算第４号を見ますと、

これについては本来基金に繰り入れるべ

き財源だというふうに思ってるんですが、

これについては今回は基金へ繰り入れて

ないと。この点について、どういうふう

に考えられてるのか。また、基金の活用

いうのはどういったところに活用してい

くのか、この環境自販機と、教育自販機

について、再度ご答弁をいただきたいと

いうふうに思います。

　以上で、２回目を終わります。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午後５時２５分　休憩）

（午後５時２６分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　本日の委員会はこの程度にとどめ散会

いたします。

（午後５時２７分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　総務常任委員長　　野　口　　　博

　総務常任委員　　　上　村　高　義
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